
労働環境把握のための調査について 

 

 本案件は、労働環境把握のための調査（以下、「労働環境調査」という。）の対象（契約条項）となって

おりますので、以下の点について十分御理解のうえ、入札に参加（応札）していただくようあらかじめお

知らせいたします。 

 また、平成 31年度より調査対象を拡大しており、労働者の就労状況は一層の注目を集めることになり

ます。つきましては、朝霞市が雇用する場合の賃金の一部を以下に示しますので、この金額を参考に労働

者の処遇改善に努めていただくようお願い申し上げます。 

 なお、令和７年４月以降に発注する工事については、国土交通省発表の令和７年３月から適用する公

共工事設計労務単価により積算しております。 

 

＜労働環境調査の対象案件＞ 

 設計金額（税抜）1,000万円以上の工事（平成 30年度までは 2,000万円以上） 

 設計金額（税抜）500万円以上の業務委託（平成 30年度までは 1,000万円以上） 

  

＜労働環境調査の内容＞ 

 落札者は、次の書類を提出する必要があります。 

１ 契約締結時：労働環境把握のための調書を提出（職場の労働環境についての質問） 

 ２ 業務（年度）終了時：労働者賃金支払報告書の提出（従事したすべての労働者（下請含む）が対象） 

 ※提出書類は、朝霞市ホームページを御覧ください。 

  https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/54/roudoukankyouchousa2017.html 

 

●労働環境調査は契約条項です 

 ⇒調査の実施（書類の提出）がない場合は、入札参加停止の対象となります。 

 

●労働者賃金支払報告書は元請下請を問わず、すべての労働者が調査対象です 

 ⇒下請業者の協力が得られないとの理由で調査対象から外すことはできません。 

下請契約を締結する前に十分な説明又は契約事項としてください。 

 

●労働者賃金支払報告書は元請が取りまとめて提出してください 

 ⇒下請業者が朝霞市へ直接提出することはできません。 

 

＜令和７年度朝霞市会計年度任用職員賃金＞ 

・事務補助員、用務員、給食調理補助員 ・・・１，１６０円／時間 

・給食調理員             ・・・１，２２０円／時間 

・看護師               ・・・１，７５０円／時間 

・准看護師              ・・・１，５１０円／時間 

 

朝霞市役所 総務部 契約検査課 

電話 048-463-2488（直通） 



朝霞市建設工事請負契約約款 

（総則） 

第１条 発注者及び受注者は、この約款（契約書を含む。以下同じ。）に基づき、設計図書（別冊の図面、

仕様書、現場説明書及びこれら図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以

下同じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、この契約（この約款及び設計図書を内容とする工事の請負

契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。 

２ 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すもの

とし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 

３ 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段（以下「施工方法等」という。）

については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定め

る。 

４ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

５ この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければなら

ない。 

６ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 

７ この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 

８ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある

場合を除き、計量法（平成４年法律第 51号）に定めるものとする。 

９ この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法（明治 29年法律第 89号）及び商法（明

治 32年法律第 48号）の定めるところによるものとする。 

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 

（関連工事の調整） 

第２条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上

密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場

合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなけれ

ばならない。 

（請負代金内訳書及び工程表） 

第３条 受注者は、この契約締結後 14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書（以下「内訳書」

という。）及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 

２ 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。 

３ 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 

（契約の保証） 

第４条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならな

い。ただし、第５号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に

寄託しなければならない。 

(1) 契約保証金の納付 

(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認め

る金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和 27年法律第 184号）

第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の

情報通信の技術を利用する方法（以下「電磁的方法」という。）であって、当該履行保証保険契約の相

手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証

券を寄託したものとみなす。 

３ 第１項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第６項において「保証の額」という。）



は、請負代金額の 10分の１以上としなければならない。 

４ 受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第 54

条第３項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 

５ 第１項の規定により、受注者が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契

約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４号又は第５号に掲げる保証を付した

ときは、契約保証金の納付を免除する。 

６ 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の１に達するまで、

発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができ

る。 

（権利義務の譲渡等） 

第５条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

２ 受注者は、工事目的物、工事材料（工場製品を含む。以下同じ。）のうち第 13条第２項の規定によ

る検査に合格したもの及び第 38 条第３項の規定による部分払のための確認を受けたもの及び工事仮

設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あら

かじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

３ 受注者が前払金の使用や部分払い等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な

資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金

債権の譲渡について、第１項ただし書きの承諾をしなければならない。 

４ 受注者は、前項の規定により、第１項ただし書きの承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡によ

り得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する

書類を発注者に提出しなければならない。 

（一括委任又は一括下請負の禁止） 

第６条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する

工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 

（下請負人等の選定） 

第７条 受注者は、下請契約を締結する場合には、当該契約の相手方を朝霞市内に本店（建設業法（昭

和 24 年法律第 100 号）に規定する主たる営業所を含む。）、営業所又は建設資材を製造する工場を有

する者の中から選定するよう努めなければならない。 

２ 受注者は、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の相手方は朝霞市内に本店、営

業所を有する者の中から選定するよう努めるとともに、調達する工事材料は埼玉県産とするよう努め

なければならない。 

（下請負人の通知） 

第７条の２ 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求する

ことができる。 

（下請負人の健康保険等加入義務等） 

第７条の３ 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者（建設業法（昭和 24年法律第 100

号）第２条第３項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加

入建設業者」という。）を下請負人としてはならない。 

(1) 健康保険法（大正 11年法律第 70号）第 48条の規定による届出 

(2) 厚生年金保険法（昭和 29年法律第 115号）第 27条の規定による届出 

(3) 雇用保険法（昭和 49年法律第 116号）第７条の規定による届出 

２ 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定め

る場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。 

(1) 受注者と直接下請契約を締結する下請負人が次のいずれにも該当する場合 

 ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他

の特別の事情があると発注者が認める場合 

 イ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当



該事実を確認することのできる書類（以下「確認書類」という。）を、受注者が発注者に提出し

た場合 

(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人が次のいずれかに該当する場合 

 ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他

特別の事情があると発注者が認める場合 

 イ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 30日（発注者が、受注者

において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間

を延長したときは、その延長後の期間）以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合 

（特許権等の使用） 

第８条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三

者の権利（以下「特許権等」という。）の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、

その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等

を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存

在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならな

い。 

（監督員） 

第９条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変

更したときも同様とする。 

２ 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のう

ち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる

権限を有する。 

(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議 

(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等

の承諾 

(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査

（確認を含む。） 

３ 発注者は、２名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の

有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該

委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 

４ 第２項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 

５ この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるも

のを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発

注者に到達したものとみなす。 

（現場代理人及び主任技術者等） 

第１０条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、

その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様と

する。 

(1) 現場代理人 

(2) （Ａ）［ ］主任技術者 

（Ｂ）［ ］監理技術者 

（Ｃ）監理技術者補佐（建設業法第 26 条第３項ただし書きに規定するものをいう。以下同じ。） 

(3) 専門技術者（建設業法第 26条の２に規定する技術者をいう。以下同じ。） 

［注］（Ｂ）は、建設業法第 26 条第２項の規定に該当する場合に、（Ａ）は、それ以外の場合に使用す

る。（Ｃ）は（Ｂ）を使用する場合において、建設業法第 26条第３項のただし書きの規定を使用し監

理技術者が兼務する場合に使用する。 

［ ］の部分には、同法第 26条第３項本文中の工事の場合に「専任の」の字句を記入する。 

２ 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代

金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第 12条第１項の請求の受理、同条第３項の決定



及び通知、同条第４項の請求、同条第５項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、こ

の契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 

３ 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使

に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事

現場における常駐を要しないこととすることができる。 

４ 受注者は、第２項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使し

ようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 

５ 現場代理人、監理技術者等（監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。）及び

専門技術者は、これを兼ねることができる。 

（履行報告） 

第１１条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなけれ

ばならない。 

（工事関係者に関する措置請求） 

第１２条 発注者は、現場代理人がその職務（監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあ

っては、それらの者の職務を含む。）の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対し

て、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

２ 発注者又は監督員は、監理技術者等又は専門技術者（これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。）

その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき

著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必

要な措置をとるべきことを請求することができる。 

３ 受注者は、前２項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結

果を請求を受けた日から 10日以内に発注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、そ

の理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

５ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果

を請求を受けた日から 10日以内に受注者に通知しなければならない。 

（工事材料の品質及び検査等） 

第１３条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示さ

れていない場合にあっては、中等の品質（営繕工事にあっては、均衡を得た品質）を有するものとす

る。 

２ 受注者は、設計図書において監督員の検査（確認を含む。以下この条において同じ。）を受けて使用

すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。

この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

３ 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から７日以内に応じなけれ

ばならない。 

４ 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはな

らない。 

５ 受注者は、前項の規定にかかわらず、第２項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、

当該決定を受けた日から７日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 

（監督員の立会い及び工事記録の整備等） 

第１４条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受け

るものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格した

ものを使用しなければならない。 

２ 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該

立会いを受けて施工しなければならない。 

３ 受注者は、前２項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工

事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書

に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当



該請求を受けた日から７日以内に提出しなければならない。 

４ 監督員は、受注者から第１項又は第２項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受

けた日から７日以内に応じなければならない。 

５ 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に７日以内に応じないため、その後の

工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けること

なく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、

当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を

整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から７日以内に提出しなければならない。 

６ 第１項、第３項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直

接要する費用は、受注者の負担とする。 

（支給材料及び貸与品） 

第１５条 発注者が受注者に支給する工事材料（以下「支給材料」という。）及び貸与する建設機械器具

（以下「貸与品」という。）の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書

に定めるところによる。 

２ 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担におい

て、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その

品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めた

ときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 

３ 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から７日以内に、発注者に受

領書又は借用書を提出しなければならない。 

４ 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数

量に関しこの契約の内容に適合しないこと（第２項の検査により発見することが困難であったものに

限る。）などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければなら

ない。 

５ 発注者は、受注者から第２項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると

認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、

支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示し

た書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。 

６ 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、

品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 

７ 発注者は、前２項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更

し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

８ 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

９ 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった

支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 

10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能

となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に

代えて損害を賠償しなければならない。 

11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に

従わなければならない。 

（工事用地の確保等） 

第１６条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地（以下「工

事用地等」という。）を受注者が工事の施工上必要とする日（設計図書に特別の定めがあるときは、そ

の定められた日）までに確保しなければならない。 

２ 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

３ 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等

に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件（下請負人の所有又は管

理するこれらの物件を含む。）があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地



等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 

４ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用

地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工

事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処

分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若

しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 

５ 第３項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴い

て定める。 

（設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等） 

第１７条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求

したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によ

るときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは

工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければ

ならない。 

２ 監督員は、受注者が第 13条第２項又は第 14条第１項から第３項までの規定に違反した場合におい

て、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。 

３ 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由

がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の

施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 

４ 前２項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。 

（条件変更等） 

第１８条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、そ

の旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 

(1) 図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答

書が一致しないこと（これらの優先順位が定められている場合を除く。）。 

(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。 

(3) 設計図書の表示が明確でないこと。 

(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な

施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 

(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこ

と。 

２ 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したとき

は、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない

場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 

３ 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果（これに対してとるべき措置を指示する必要がある

ときは、当該指示を含む。）をとりまとめ、調査の終了後 14日以内に、その結果を受注者に通知しな

ければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受

注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 

４ 前項の調査の結果において第１項の事実が確認された場合において、必要があると認められるとき

は、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 

(1)  第１項第１号から第３号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるものは、発注

者が行う。 

(2) 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは、発

注者が行う。 

(3) 第１項第４号又は第５号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの

は、発注者と受注者が協議して発注者が行う。 

５ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認め

られるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負



担しなければならない。 

（設計図書の変更） 

第１９条 発注者は、前条第４項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容

を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要がある

と認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費

用を負担しなければならない。 

（工事の中止） 

第２０条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、

火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象（以下「天災等」という。）であって受注者の責め

に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したた

め、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に

通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知し

て、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 

３ 発注者は、前２項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められ

るときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しく

は労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必

要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

（著しく短い工期の禁止） 

第２１条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労

働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日

数等を考慮しなければならない。 

（受注者の請求による工期の延長） 

第２２条 受注者は、天候の不良、第２条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責め

に帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示し

た書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を

延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合にお

いては、請負金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な

費用を負担しなければならない。 

（発注者の請求による工期の短縮） 

第２３条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に

請求することができる。 

２ 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者

に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

（工期の変更方法） 

第２４条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14

日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとす

る。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日（第 22条の場合にあっては、発注者が工期変更の請

求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日）から７日以内に協議開

始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 

（請負代金額の変更方法等） 

第２５条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日

から 14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとす

る。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、

受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 



３ この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担

する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 

（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更） 

第２６条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内におけ

る賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して

請負代金額の変更を請求することができる。 

２ 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額（請負代金額か

ら当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。）

と変動後残工事代金額（変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する

額をいう。以下この条において同じ。）との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える

額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。 

３ 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき

発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合に

あっては、発注者が定め、受注者に通知する。 

４ 第１項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができ

る。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金

額変更の基準とした日」とするものとする。 

５ 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金

額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請

求することができる。 

６ 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又

はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項

の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 

７ 前２項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。た

だし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知す

る。 

８ 第３項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知し

なければならない。ただし、発注者が第１項、第５項又は第６項の請求を行った日又は受けた日から

７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知する

ことができる。 

（臨機の措置） 

第２７条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならな

い。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなけ

ればならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 

２ 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならな

い。 

３ 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措

置をとることを請求することができる。 

４ 受注者が第１項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用の

うち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、

発注者が負担する。 

（一般的損害） 

第２８条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に

関して生じた損害（次条第１項若しくは第２項又は第 30条第１項に規定する損害を除く。）について

は、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害（第 57条第１項の規定により付された保険等に

よりてん補された部分を除く。）のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、

発注者が負担する。 

（第三者に及ぼした損害） 



第２９条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければな

らない。ただし、その損害（第 57条第１項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除

く。以下この条において同じ。）のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発

注者が負担する。 

２ 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地

下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければなら

ない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことによ

り生じたものについては、受注者が負担する。 

３ 前２項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び

受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 

（不可抗力による損害） 

第３０条 工事目的物の引渡し前に、天災等（設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超

えるものに限る。）発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの（以下この条におい

て「不可抗力」という。）により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建

設機械器具（以下この条において「工事目的物等」という。）に損害が生じたときは、受注者は、その

事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害（受注者が善良

な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 57 条第１項の規定により付された保険等によ

りてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。）の状況を確認し、その結果を受注

者に通知しなければならない。 

３ 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請

求することができる。 

４ 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の

額（工事目的物等であって第 13 条第２項、第 14条第１項若しくは第２項又は第 38条第３項の規定

による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害

の額に限る。）及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額（以下この条において「損害合計

額」という。）のうち請負代金額の 100分の１を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応

急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとす

る。 

５ 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。 

(1) 工事目的物に関する損害 

損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差

し引いた額とする。 

(2) 工事材料に関する損害 

損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値があ

る場合にはその評価額を差し引いた額とする。 

(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 

損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却

することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額

を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が

上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 

６ 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第２次以降の不可抗力による損

害合計額の負担については、第４項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害

の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金

額の 100分の１を超える額」とあるのは「請負代金額の 100分の１を超える額から既に負担した額を

差し引いた額」として同項を適用する。 

（請負代金額の変更に代える設計図書の変更） 

第３１条 発注者は、第８条、第 15条、第 17条から第 20条まで、第 22条、第 23条、第 26条から第



28 条まで、前条又は第 34 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合に

おいて、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を

変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定

める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知

する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければな

らない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から７

日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知するこ

とができる。 

（検査及び引渡し） 

第３２条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 

２ 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員（以下「検査職員」という。）は、前項の規定に

よる通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定める

ところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなけれ

ばならない。この場合において、発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由

を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。 

３ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

４ 発注者は、第２項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出

たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。 

５ 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの

完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに

応じなければならない。 

６ 受注者は、工事が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければ

ならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。 

（請負代金の支払い） 

第３３条 受注者は、前条第２項（同条第６項後段の規定により適用される場合を含む。第３項におい

て同じ。）の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支

払わなければならない。 

３ 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第２項の期間内に検査をしないときは、その期限を経

過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間（以下この項において「約定期間」とい

う。）の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えると

きは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 

（部分使用） 

第３４条 発注者は、第 32 条第４項又は第５項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部

又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 

２ 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければな

らない。 

３ 発注者は、第１項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を

及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 

－ 条文(A) － 

（前金払） 

第３５条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払

金保証事業に関する法律第２条第５項に規定する保証契約（以下「保証契約」という。）を締結し、そ

の保証証書を発注者に寄託して、契約書記載の前払金（中間前払金を除く。）の支払いを発注者に請求

することができる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払

わなければならない。 



３ 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の４

から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することが

できる。この場合においては、前項の規定を準用する。 

４ 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金

額の 10分の５を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から 30日以内にその超過額を

返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第 38条又は第 39条の規定による支払いをしよう

とするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。 

５ 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて、著しく不適当である

と認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額

が減額された日から 30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

６ 発注者は、受注者が第４項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項

の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、契約日における政府契

約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24 年法律第 256 号）第８条第 1 項の規定に基づき財務大臣

が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 

（保証契約の変更） 

第３６条 受注者は、前条第３項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請

求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければなら

ない。 

２ 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更した

ときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 

３ 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保

証事業会社に直ちに通知するものとする。 

－ 条文(B) － 

（前金払） 

第３５条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払

金保証事業に関する法律第２条第５項に規定する保証契約（以下「保証契約」という。）を締結し、そ

の保証証書を発注者に寄託して、契約書記載の前払金（中間前払金を除く。）の支払いを発注者に請求

することができる。 

２ 受注者は、前項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約

書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契

約書記載の前払金（中間前払金に限る。）の支払いを発注者に請求することができる。 

３ 受注者は前項に規定する中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ発注者又は発

注者の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は

発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者

に通知しなければならない。 

４ 発注者は、第１項又は第２項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に

前払金を支払わなければならない。 

５ 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の４

（第２項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは 10 分の６）から受領済みの前払金額

（中間前払金の支払いを受けている場合には、中間前払金を含む。以下この条から第 37 条まで、第

41条及び第 53条において同じ。）を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求する

ことができる。この場合においては、第４項の規定を準用する。 

６ 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金

額の 10分の５（第２項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは 10分の６）を超えると

きは、受注者は、請負代金額が減額された日から 30日以内にその超過額を返還しなければならない。

ただし、本項の期間内に第 38 条又は第 39 条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、

その支払額の中からその超過額を控除することができる。 

７ 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて、著しく不適当である



と認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額

が減額された日から 30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

８ 発注者は、受注者が第６項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項

の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、契約日における政府契

約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24 年法律第 256 号）第８条第 1 項の規定に基づき財務大臣

が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 

（保証契約の変更） 

第３６条 受注者は、前条第５項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請

求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければなら

ない。 

２ 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更した

ときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 

３ 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保

証事業会社に直ちに通知するものとする。 

［注］ 条文(A)は部分払を適用する時に、条文(B)は中間前払金を適用する時に選択的に使用する。 

（前払金の使用等） 

第３７条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費（この工事

において償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費

並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費以外の支払

いに充当してはならない。ただし、現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用

に充てられる前払金の上限は、前払金額の 100分の 25とする。 

（部分払） 

第３８条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場

等にある工場製品（第 13 条第２項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合

格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定した

ものに限る。）に相応する請負代金額相当額の 10分の９以内の額について、契約書記載の回数以内に

おいて次項から第７項までに定めるところにより部分払を請求することができる。 

［注］ 部分払を行わない場合には、この条は適用しない。 

２ 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現

場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければなら

ない。 

３ 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14日以内に、受注者の立会いの上、設計

図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知し

なければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注

者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 

４ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

５ 受注者は、第３項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合に

おいては、発注者は、当該請求を受けた日から 14日以内に部分払金を支払わなければならない。 

６ 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第１項の請負代金相当額は、発注者と

受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わな

い場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

部分払金の額≦第１項の請負代金相当額×（９／10－前払金額／請負代金額） 

７ 第５項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第１

項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代

金相当額を控除した額」とするものとする。 

（部分引渡し） 

第３９条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべき

ことを指定した部分（以下「指定部分」という。）がある場合において、当該指定部分の工事が完了し



たときについては、第 32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とある

のは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第５項及び第 33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡

しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。 

２ 前項の規定により準用される第 33 条第１項の規定により請求することができる部分引渡しに係る

請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、

発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第 33 条第１項

の請求を受けた日から 14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

部分引渡しに係る請負代金の額＝指定部分に相応する請負代金の額×（１－前払金額／請負代金の額） 

（継続費等に係る契約の特則） 

第４０条 継続費及び債務負担行為（以下「継続費等」という。）に係る契約において、各会計年度にお

ける請負代金の支払いの限度額（以下「支払限度額」という。）は、次のとおりとする。 

          年度           円 

          年度           円 

          年度           円 

２ 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。 

          年度           円 

          年度           円 

          年度           円 

３ 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第１項の支払限度額及び前項の出来高予定額

を変更することができる。 

（継続費等に係る契約の前金払及び中間前金払の特則） 

第４１条 継続費等に係る契約の前金払及び中間前金払については、第 35 条中「契約書記載の工事完

成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期（最終の会計年度以外の会計年度にあっては、

各会計年度末）」と、同条及び第 36 条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額」

と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度（以下「契約会計年

度」という。）以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び

中間前払金の支払いを請求することはできない。 

２ 前項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が設計図書に定

められているときには、同項の規定により準用される第 35条第１項の規定にかかわらず、受注者は、

契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。 

３ 第１項の場合において、前会計年度末における第 38 条第１項の請負代金相当額（以下この条及び

次条において「請負代金相当額」という。）が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同

項の規定により準用される第 35 条第１項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計

年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払いを請求するこ

とができない。 

４ 第１項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に

達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証制限を延長するものとする。

この場合においては、第 36条第３項の規定を準用する。 

（継続費等に係る契約の部分払の特則） 

第４２条 継続費等に係る契約において、各会計年度における支払限度額の範囲内で、当該会計年度に

おける出来高部分に応じて部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度に

おいては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。 

２ この契約において、前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第 38 条第６項

及び第７項の規定にかかわらず、次の式により算定する。 

（ａ） 部分払金の額≦請負代金相当額×９／10－（前会計年度までの支払金額＋当該会計年度の部

分払金額）－（請負代金相当額－前会計年度までの出来高予定額）×当該会計年度前払金額／当該

会計年度の出来高予定額 

［注］ （ａ）は部分払を選択した場合に使用する。 



（ｂ） 部分払金の額≦請負代金相当額×９／10－前会計年度までの支払金額－（請負代金相当額－

前会計年度までの出来高予定額）×（当該会計年度の前払金額＋当該会計年度の中間前払金額）／

当該会計年度出来高予定額 

［注］ （ｂ）は中間前払金を選択した場合に使用する。 

３ 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。 

          年度           回 

          年度           回 

          年度            回 

（第三者による代理受領） 

第４３条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とす

ることができる。 

２ 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払

請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第

33 条（第 39 条において準用する場合を含む。）又は第 38 条の規定に基づく支払いをしなければなら

ない。 

（前払金等の不払に対する工事中止） 

第４４条 受注者は、発注者が第 35条、第 38条又は第 39条において準用される第 33条の規定に基づ

く支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、

工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由

を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められ

るときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しく

は労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必

要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

（契約不適合責任） 

第４５条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの

（以下「契約不適合」という。）であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによ

る履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注

者は、履行の追完を請求することができない 

２ 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求

した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 

３ 第１項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の

追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただ

し、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求すること

ができる。 

(1) 履行の追完が不能であるとき。 

(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ

契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を

経過したとき。 

(4) 前３号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込

みがないことが明らかであるとき。 

（発注者の任意解除権） 

第４６条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第 48 条の規定によるほか、必要があると

きは、この契約を解除することができる。 

２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、

その損害を賠償しなければならない。 

（発注者の催告による解除権） 



第４７条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の

催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経

過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この

限りでない。 

(1) 第５条第４項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 

(2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 

(3) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにない

と認められるとき。 

(4) 第 10条第１項第２号に掲げる者を設置しなかったとき。 

(5) 正当な理由なく、第 45条第１項の履行の追完がなされないとき。 

(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 

（発注者の催告によらない解除権） 

第４８条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除すること

ができる。 

(1) 第５条第１項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。 

(2) 第５条第４項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。 

(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。 

(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で

再び建設しなければ、契約の目的を達することができないものであるとき。 

(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意

思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができない

とき。 

(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ

契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過し

たとき。 

(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約

をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 

(9) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第２号

に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。）又は暴力団員（暴力団員による不当な行為の

防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。）が経営に

実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。 

(10) 第 50条又は第 51条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 

(11) 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同

じ。）が次のいずれかに該当するとき。 

ア 役員等（受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者

が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表

者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。）が暴力団又は暴力

団員であると認められるとき。 

イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的

をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的ある

いは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると

認められるとき。 

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 

カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのい

ずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 



キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その

他の契約の相手方としていた場合（カに該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対して当該

契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第４９条 第 47 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであると

きは、発注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 

（受注者の催告による解除権） 

第５０条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、

その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時

における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでな

い。 

（受注者の催告によらない解除権） 

第５１条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 

(1) 第 19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が３分の２以上減少したとき。 

(2) 第 20 条の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10 分の５（工期の 10 分の５が６月を超え

るときは、６月）を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の

部分の工事が完了した後３月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 

（受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第５２条 第 50条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、

受注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 

（解除に伴う措置） 

第５３条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、

当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡し

を受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければなら

ない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、

出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 

２ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

３ 第１項の場合において、第 35 条（第 41 条において準用する場合を含む。）の規定による前払金が

あったときは、当該前払金の額（第 38条及び第 42条の規定による部分払をしているときは、その部

分払において償却した前払金の額を控除した額）を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から

控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 47

条、第 48 条又は次条第３項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返

還の日までの日数に応じ契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第８条第 1項の規定

に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、解除が第 46条、第 50条又

は第 51条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。 

４ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第１項の

出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。

この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又

は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復

して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 

５ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品

を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により

滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を

賠償しなければならない。 

６ 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管

理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件（下請負人の所有又は管理するこれらの物件を

含む。）があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、

発注者に明け渡さなければならない。 



７ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用

地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工

事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処

分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若

しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 

８ 第４項前段及び第５項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約

の解除が第 47条、第 48条又は次条第３項の規定によるときは発注者が定め、第 46条、第 50条又は

第 51 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第４項後段、第５項後

段及び第６項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を

聴いて定めるものとする。 

９ 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び

受注者が民法の規定に従って協議して決める。 

（発注者の損害賠償請求等） 

第５４条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償

を請求することができる。 

(1) 工期内に工事を完成することができないとき。 

(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。 

(3) 第 47条又は第 48条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。 

(4) 前３号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能である

とき。 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の 10 分

の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

(1) 第 47条又は第 48条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。 

(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由に

よって受注者の債務について履行不能となったとき。 

３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成 16年法律第 75号）の

規定により選任された破産管財人 

(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成 14 年法律第 154

号）の規定により選任された管財人 

(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成 11 年法律第 225

号）の規定により選任された再生債務者等 

４ 第１項各号又は第２項各号に定める場合（前項の規定により第２項第２号に該当する場合とみなさ

れる場合を除く。）がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができな

い事由によるものであるときは、第１項及び第２項の規定は適用しない。 

５ 第１項第１号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡

しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契

約の支払遅延防止等に関する法律第 8条第 1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算し

た額とする。ただし、損害金の総額が 100円に満たないときは、これを徴収しないものとする。 

６ 第２項の場合（第 48 条第９号及び第 11 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。）に

おいて、第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、

発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。 

（談合等不正行為があった場合の違約金等） 

第５４条の２ 受注者（共同企業体にあっては、その構成員）が、次に掲げる場合のいずれかに該当し

たときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額（この契約締結後、請負代金額の変更があ

った場合には、変更後の請負代金額。次項において同じ。）の 10分の２に相当する額を違約金として

発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第



54 号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業

者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、

独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３において準用する場合を含む。）の規定に基づ

く課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した

当該納付命令が独占禁止法第 63 条第２項の規定により取り消された場合を含む。以下この条にお

いて同じ。）。 

(2) 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８の２の規定に基づく排除措置命令（これらの命令が

受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以下「受注者等」という。）に対して行われたと

きは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各

名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第２号において

同じ。）において、この契約に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実

行としての事業活動があったとされたとき。 

(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第３条又は第８条第１

号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が

示された場合において、この契約が、当該期間（これらの命令に係る事件について、公正取引委員

会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の

基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたもの

であり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 

(4) この契約に関し、受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第２号において同

じ。）の刑法（明治 40年法律第 45号）第 96条の６又は独占禁止法第 89条第１項若しくは第 95条

第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

２ この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基

づき、前項に規定する請負代金額の 10 分の２に相当する額のほか、請負代金額の 100 分の５に相当

する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

(1) 前項第１号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第７条の３第２項

又は第３項の規定の適用があるとき。 

(2) 前項第２号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第４号に規定する刑に係る確定

判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 

３ 受注者が前２項の違約金を発注者の指定する期間内支払わないときは、受注者は、当該期間を経過

した日から支払いをする日までの日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法

律第８条第 1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息を発注者に支払

わなければならない。 

４ 受注者は、契約の履行を理由として、第１項及び第２項の違約金を免れることができない。 

５ 第１項及び第２項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、

発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 

（受注者の損害賠償請求等） 

第５５条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を

請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして

発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 

(1) 第 50条又は第 51条の規定によりこの契約が解除されたとき。 

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であると

き。 

２ 第 33 条第２項（第 39 条において準用する場合を含む。）の規定による請負代金の支払いが遅れた

場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅

延防止等に関する法律第８条第 1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延

利息の支払いを発注者に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が 100円に満たないときは、

発注者は、これを支払うことを要しないものとし、その額に 100円に満たない端数があるときは、そ

の端数を切り捨てるものとする。 



（契約不適合責任期間等） 

第５６条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第 32条第４項又は第５項（第 39条においてこ

れらの規定を準用する場合を含む。）の規定による引渡し（以下この条において単に「引渡し」とい

う。）を受けた日から２年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請

求、代金の減額の請求又は契約の解除（以下この条において「請求等」という。）をすることができな

い。 

２ 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査し

て直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査にお

いて一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から１年が経過

する日まで請求等をすることができる。 

３ 前２項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠

を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 

４ 発注者が第１項又は第２項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間（以下この項及び第７

項において「契約不適合責任期間」という。）の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場

合において、発注者が通知から１年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたとき

は、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 

５ 発注者は、第１項又は第２項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、

民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 

６ 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、

契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 

７ 民法第 637条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 

８ 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第１項の規定にかか

わらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはでき

ない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 

９ この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成 11 年法律第 81 号）第 94 条第１項に規

定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施

行令（平成 12年政令第 64号）第５条に定める部分の瑕疵（構造耐力又は雨水の浸入に影響のないも

のを除く。）について請求等を行うことのできる期間は、10 年とする。この場合において、前各項の

規定は適用しない。 

10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により

生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。た

だし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、こ

の限りでない。 

（火災保険等） 

第５７条 受注者は、工事目的物及び工事材料（支給材料を含む。以下この条において同じ。）等を設計

図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険（これに準ずるものを含む。以下こ

の条において同じ。）に付さなければならない。 

２ 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに

発注者に提示しなければならない。 

３ 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第１項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ち

にその旨を発注者に通知しなければならない。 

（あっせん又は調停） 

第５８条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなか

ったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者

との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県建設工事紛争審査会で

（以下「審査会」という。）のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等又は専門技術者そ

の他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する



紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 12 条第３項の規定により受注者が決定を

行った後若しくは同条第５項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決

定を行わずに同条第３項若しくは第５項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項

のあっせん又は調停を請求することができない。 

（仲裁） 

第５９条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解

決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁

に付し、その仲裁判断に服する。 

（情報通信の技術を利用する方法） 

第６０条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報

告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を

用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。 

（補則） 

第６１条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 

 

 

 

（令和７年５月１日施行） 



参 考 数 量 書

中央公民館長寿命化改修工事



中央公民館長寿命化改修工事 総括

 中央公民館長寿命化改修工事

A  建築工事 1.0 式

B  電気設備工事 1.0 式

C  機械設備工事 1.0 式

EⅠ  共通仮設費 (積上) 1.0 式

EⅡ  共通仮設費 (率) 1.0 式

 現場管理費 1.0 式

 一般管理費 1.0 式

 (工事価格)

 消費税  10％ 1.0 式

 合計

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

No.2



中央公民館長寿命化改修工事 共通仮設(積上分

 共通仮設（積上）

 5物質測定(ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ･ﾄﾙｴﾝ･
 室内環境測定  ｷｼﾚﾝ･ｽﾁﾚﾝ･ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ) 23.0 か所

 ﾊﾟｯｼﾌﾞ型
 分析･報告書含む

 交通誘導員 484.0 人日

 作業前
 ｱｽﾍﾞｽﾄ粉塵濃度測定  敷地境界4点 1.0 式

 作業中
 ｱｽﾍﾞｽﾄ粉塵濃度測定  敷地境界4点 1.0 式

 作業後(養生撤去前)
 ｱｽﾍﾞｽﾄ粉塵濃度測定  敷地境界4点 1.0 式

 作業後(養生撤去前)
 ｱｽﾍﾞｽﾄ粉塵濃度測定  各作業室1点ずつ 42か所 1.0 式

 作業後(養生撤去後)
 ｱｽﾍﾞｽﾄ粉塵濃度測定  敷地境界4点 1.0 式

 小　計

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

No.3



中央公民館長寿命化改修工事 建築総括

Ａ  建築工事

Ⅰ  中央公民館 1.0 式
 コミュニティセンター

Ⅱ  ・それいゆぷらざ 1.0 式

Ⅲ  共用部 1.0 式

 　計

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

No.4



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅰ.中央公民館

Ⅰ  中央公民館  

Ⅰ-1  直接仮設工事  1.0 式

Ⅰ-2  防水改修工事  1.0 式

Ⅰ-3  建具改修工事  1.0 式

Ⅰ-4  内装改修工事  1.0 式

Ⅰ-5  塗装改修工事  1.0 式

Ⅰ-6  環境配慮改修工事  1.0 式

Ⅰ-7  発生材処理  1.0 式

 

            計

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

No.5



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅰ-1.直接仮設

Ⅰ-1  直接仮設工事

 墨出し 1.0 式

 養生  ｱｽﾍﾞｽﾄ養生含 1.0 式

 整理清掃後片付け 1.0 式

 内部足場 1.0 式

 仮設材運搬 1.0 式

 小　計

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

No.6



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅰ-2.防水改修

Ⅰ-2  防水改修工事

(1)  撤去 1.0 式

(2)  改修 1.0 式

 小　計

備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位 単 価 金 額

No.7



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅰ-2.防水改修

備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位 単 価 金 額

(1)  撤去

1)  内部 1.0 式

 小　計

No.8



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅰ-2.防水改修

備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位 単 価 金 額

(2)  改修

1)  内部 1.0 式

 小　計

No.9



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅰ-2.防水改修

備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位 単 価 金 額

1)  内部

 一般部
 ｼｰﾘﾝｸﾞ  変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10 4.7 ｍ

 小　計

No.10



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅰ-3.建具改修

Ⅰ-3  建具改修工事

(1)  撤去 1.0 式

(2)  改修 1.0 式

 小　計

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

No.11



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅰ-3.建具改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

(1)  撤去

 WD-3  
 親子開き戸撤去  W1200×H2000 ｽﾁｰﾙ枠共 集積共 7.0 か所
 WD-4  
 親子開き戸撤去  W1200×H2000 ｽﾁｰﾙ枠共 集積共 2.0 か所
 WD-23  
 親子開き戸撤去  W1200×H2000 ｽﾁｰﾙ枠共 集積共 2.0 か所
 SS-5  
 ｽﾗｯﾄ･ｼｬｯﾀｰBOX撤去  W2700×H1300 集積共 1.0 か所
 AP-8
 ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ撤去  W4460×H2650 集積共 1.0 か所

 ｶﾞﾗｽ撤去  集積共 0.8 ㎡
 WD-13
 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ撤去  木建面 集積共 4.6 ㎡
 AP-6
 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ撤去  ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ面 集積共 42.1 ㎡
 AG-8
 既存ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去手間 2.8 ｍ

 小　計

No.12



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅰ-3.建具改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

(2)  改修

1)  木製建具 1.0 式

2)  ｱﾙﾐ製建具 1.0 式

3)  鋼製建具 1.0 式

4)  軽量鋼製建具 1.0 式

5)  ｼｬｯﾀｰ 1.0 式

6)  ｱﾙﾐﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 1.0 式

7)  ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 1.0 式

8)  ｶﾞﾗｽ 1.0 式

9)  その他 1.0 式

 小　計

No.13



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅰ-3.建具改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

1)  木製建具

 WD-14  W1510×H1830
 両面襖紙貼替  引違い襖 1.0 か所
 WD-15  W2505×H1800
 両面襖紙貼替  引違い襖 2.0 か所
 WD-16  W7095×H1800
 両面襖紙貼替  引違い襖 1.0 か所
 WD-17  W1565.5×H1800
 両面襖紙貼替  引違い襖 1.0 か所
 WD-18  W3495×H1200
 障子紙貼替  引違い障子 1.0 か所
 WD-19  W3495×H1200
 障子紙貼替  引違い障子 1.0 か所
 WD-20  W1695×H1200
 障子紙貼替  引違い障子 1.0 か所
 WD-21  W550×H1050
 障子紙貼替  引違い障子 1.0 か所
 WD-22  W2000×H625
 両面襖紙貼替  引違い襖 1.0 か所
 WD-27  W1800×H300
 両面襖紙貼替  引違い襖 1.0 か所
 WD-28  W1800×H345
 両面襖紙貼替  引違い襖 1.0 か所

 既存木製建具ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ  WD-12～22･27･28･ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ 50.2 ㎡

 WD-2･5･24･30  既存木建面
 SOP塗替  下地調整RB種 55.0 ㎡
 WD-2･5･24･30ｽﾁｰﾙ枠  既存ｽﾁｰﾙ枠面 糸200以下
 SOP塗替  錆止め塗装･下地調整RB種 58.8 ｍ

No.14



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅰ-3.建具改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

 WD-26  既存木建面
 CL塗替  下地調整RB種 4.1 ㎡
 WD-13
 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼替  既存木建面 4.6 ㎡

 小　計

No.15



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅰ-3.建具改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

2)  ｱﾙﾐ製建具

 既存ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ  AW-20･43～45･AG-8 28.1 ㎡

 小　計

No.16



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅰ-3.建具改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

3)  鋼製建具

 SD-17c･19･23･38～41･47･48  既存鋼建面
 DP-A塗替  錆止め塗装･下地調整RB種 115.0 ㎡

 SD-23
 既存鋼製建具ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 7.5 ㎡

 小　計

No.17



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅰ-3.建具改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

4)  軽量鋼製建具

 HSD-1
 額入片引きﾊﾝｶﾞｰ戸  W1200×H2000 9.0 か所

 扉:化粧亜鉛ﾒｯｷ鋼板
 簡易防音ﾀｲﾌﾟ
 A-073

 LSD-1
 親子開き戸  W1200×H2000 2.0 か所

 枠見込80
 扉:化粧亜鉛ﾒｯｷ鋼板
 簡易防音ﾀｲﾌﾟ(SAT)
 A-073

 鋼製建具枠面 糸200以下
 DP-A塗り  錆止め塗装･ 10.4 ｍ

 素地ごしらえ工程B種共

 鋼製建具枠面 糸300以下
 DP-A塗り  錆止め塗装･ 46.8 ｍ

 素地ごしらえ工程B種共

 小　計

No.18



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅰ-3.建具改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

5)  ｼｬｯﾀｰ

 SS-5
 防火ｽﾁｰﾙｼｬｯﾀｰ  W2700×H1300 1.0 か所

 煙感連動特定防火設備
 手動
 SUSﾚｰﾙ
 ｽﾁｰﾙ枠捨枠共
 危害防止装置
 ｼｬｯﾀｰBOX
 A-076
 質回-84

 小　計

No.19



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅰ-3.建具改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

6)  ｱﾙﾐﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ

 AP-10
 ﾗﾝﾏ塞ぎ改修  W7610×H2495 1.0 か所

 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧板t40
 W850×H495 5枚
 W480×H495

  W1735×H495
 W785×H495 各1枚

 AP-10
 既存ｱﾙﾐﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 14.9 ㎡

 小　計

No.20



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅰ-3.建具改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

7)  ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ

 AP-8
 ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ  W4460×H2650 1.0 か所

 亜鉛ﾒｯｷ鋼板t50
 片開き戸付

 AP-8
 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼  ｽﾁｰﾙﾊﾟﾃｨｼｮﾝ面 23.6 ㎡
 AP-6
 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼替  既存ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ面 42.1 ㎡

 小　計

No.21



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅰ-3.建具改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

8)  ｶﾞﾗｽ

 学校強化ｶﾞﾗｽ  t4 W150×H600 9.0 か所

 ｶﾞﾗｽ止ｼｰﾘﾝｸﾞ  両面 13.5 ｍ

 ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ  両面 1.6 ㎡

 既存ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ  両面 59.6 ㎡

 小　計

No.22



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅰ-3.建具改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

9)  その他

 建具枠廻りｼｰﾘﾝｸﾞ  MS-2 25×10 5.2 ｍ

 建具枠廻りｼｰﾘﾝｸﾞ打替  MS-2 15×10 2.8 ｍ

 建具枠廻りﾓﾙﾀﾙ詰 70.4 ｍ

 建具廻りﾓﾙﾀﾙ詰  W60×t150 7.6 ｍ
 A-025

 建具足元ﾓﾙﾀﾙ詰  W150×t47 0.7 ｍ

 小　計

No.23



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅰ-4.内装改修

Ⅰ-4  内装改修工事

(1)  撤去 1.0 式

(2)  改修 1.0 式

 小　計

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

No.24



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅰ-4.内装改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

(1)  撤去

1)  内部 1.0 式

 小　計

No.25



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅰ-4.内装改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

1)  内部

 床
 化粧ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去  t15 集積共 11.8 ㎡
 床
 畳撤去  一畳 集積共 31.0 枚
 床
 畳撤去  一畳 400角 欠有 集積共 2.0 枚

 木製巾木撤去  H=100 L35 ﾗﾜﾝ 集積共 119.3 ｍ
 A-047

 床
 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去  ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去・集積共 160.4 ㎡
 床
 ｺﾙｸﾀｲﾙ撤去  ｺﾙｸﾀｲﾙ撤去・集積共 110.7 ㎡
 床
 木床組撤去  合板 t12 271.1 ㎡

 際根太:90×30
  根太:60×45 @300

 集積共
  A-052，053
 壁
 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ撤去  集積共 201.0 ㎡
 壁
 有孔ｹｲｶﾙ板撤去  t8.0 集積共 89.9 ㎡
 壁  t25 裏張り寒冷紗共
 ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾎﾞｰﾄﾞ撤去  集積共 89.9 ㎡
 天井
 木野縁組撤去  集積共 75.7 ㎡
 天井
 軽量鉄骨天井下地撤去  19形 @225 集積共 189.0 ㎡
 天井
 軽量鉄骨天井下地撤去  19形 @300 集積共 155.0 ㎡

No.26



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅰ-4.内装改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

 天井
 軽量鉄骨天井下地撤去  19形 @360 集積共 398.0 ㎡
 下り天井  H=500
 軽量鉄骨天井下地撤去  19形 @300 集積共 3.3 ｍ

 A-042

 天井
 化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ撤去  t9.0 集積共 97.9 ㎡
 天井
 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ撤去  t9.0 集積共 90.9 ㎡
 下り天井  H=500
 不燃積層せっこうﾎﾞｰﾄﾞ撤去  t9.5 集積共 3.3 ｍ

 ｶｯﾀｰ入れ  ｺﾝｸﾘｰﾄ面 59.8 ｍ
 2F 音楽室他  W180+H180 t25 壁付L型
 ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去  木製 7.1 ｍ

 集積共
 A-039

 ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ撤去  ｱﾙﾐ 集積共 29.0 ｍ

 ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去  ｱﾙﾐ ｼﾝｸﾞﾙ 集積共 7.1 ｍ
 2F 幼児室
 点検口撤去  ｱﾙﾐ 300角 集積共 1.0 か所

 A-047

 2F 音楽室他
 手動ｽｸﾘｰﾝ撤去  W2400×H1800 集積共 2.0 か所
 2F ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾎｰﾙ
 手動ｽｸﾘｰﾝ撤去  W3000×H2300 集積共 1.0 か所

 W2000×H700
 作業台扉撤去  W500×H700 引き戸 4枚 1.0 か所

 集積共
 A-045
 W2425×H700

 作業台扉撤去  W600×H700 引き戸 4枚 1.0 か所

No.27



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅰ-4.内装改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

 集積共
 A-045

 F-3ab
 調理台撤去  W1800×D900×H800 集積共 6.0 か所
 F-4
 調理台(教師用)撤去  W2100×D600×H800 集積共 1.0 か所
 2F 美術工芸室
 流し台撤去  W1800×D600×H800 集積共 1.0 か所

 A-030､A-045

 2F 音楽室他
 ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ撤去  W3600×H1200 集積共 6.0 か所

 A-026他

 2F 美術工芸室
 掲示板撤去  W1550×H1200 集積共 1.0 か所

 A-039

 2F 音楽室他
 掲示板撤去  W1800×H1200 集積共 3.0 か所

 A-039

 小　計

No.28



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅰ-4.内装改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

(2)  改修

1)  内部 1.0 式

 小　計
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中央公民館長寿命化改修工事 Ⅰ-4.内装改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

1)  内部

 ＜床＞  
 床  張物下
 薄塗ﾓﾙﾀﾙ  既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面 526.1 ㎡
 床  張物下
 薄塗ﾓﾙﾀﾙ  既存縁甲板面 4.4 ㎡
 床  t2.0 熱溶接工法
 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ  一般部 479.7 ㎡
 床  t2.0 木目 熱溶接工法
 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ  一般部 16.2 ㎡
 床  一畳
 畳敷き  標仕A種 畳表J1 31.0 枚

 綿糸へりHt 畳床WR-1
 
 床  一畳 400角欠有
 畳敷き  標仕A種 畳表J1 2.0 枚

 綿糸へりHt 畳床WR-1
 
 床
 ｺﾙｸﾀｲﾙ貼り  t5 110.7 ㎡
 床  合板 t12
 木床組  際根太：90×30　根太：50×35＠350 110.7 ㎡
 床
 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼り  1等　なら　ｔ15 160.4 ㎡
 床  合板 t12
 木床組  際根太：90×30　根太：50×35＠350 160.4 ㎡
 床  張物下
 ｹﾚﾝ清掃  既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面 493.0 ㎡
 床  張物下
 ｹﾚﾝ清掃  既存縁甲板面 4.4 ㎡

 床清掃  231.0 ㎡
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中央公民館長寿命化改修工事 Ⅰ-4.内装改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

 ＜幅木・壁＞  

 木製巾木  H=100 L35 ﾗﾜﾝ 119.3 ｍ
 2F　児童室、幼児室
 木製上框  H=100 L35 ﾗﾜﾝ 9.1 ｍ

 ﾋﾞﾆﾙ巾木  H100 258.5 ｍ
 壁  防火一級
 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ  ﾎﾞｰﾄﾞ面 62.1 ㎡

 素地ごしらえB種共
 
 壁  防火一級
 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ  ﾓﾙﾀﾙ面 1.4 ㎡

 素地ごしらえB種共
 
 壁  防火一級
 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ  既存ﾎﾞｰﾄﾞ面 389.0 ㎡

 素地ごしらえB種共
 
 壁  厚12.5 不燃
 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R)  RC､CB直張り 89.9 ㎡

 継目処理
 
 2F音楽室 壁  ﾌﾗｯﾄ 内部用 厚12 不燃
 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り(DR)  ﾎﾞｰﾄﾞ面 27.9 ㎡
 壁  張物下
 ｹﾚﾝ清掃  既存ﾎﾞｰﾄﾞ面 389.0 ㎡

 壁清掃  147.0 ㎡
 柱
 壁清掃  和室 丸柱 φ120 2.5 ｍ

 ＜天井＞  
 天井  19形(屋内)
 軽量鉄骨天井下地  ふところ1.5m未満 263.0 ㎡
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中央公民館長寿命化改修工事 Ⅰ-4.内装改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

 下地張りなし @225
  ｲﾝｻｰﾄ別途
 天井  19形(屋内)
 軽量鉄骨天井下地  ふところ1.5m未満 155.0 ㎡

 下地張りなし @300
  ｲﾝｻｰﾄ別途
 天井  19形(屋内)
 軽量鉄骨天井下地  ふところ1.5m未満 398.0 ㎡

 下地張りあり @360
  ｲﾝｻｰﾄ別途
 下り天井  19形(屋内)
 軽量鉄骨下がり壁下地  H300～500程度 40.0 ｍ

 軽量鉄骨天井開口補強  1.0 式

 天井ｲﾝｻｰﾄ  既存RC面 816.0 ㎡
 天井  ﾎﾞｰﾄﾞ面
 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ  素地ごしらえB種共 90.9 ㎡
 下り天井  H=500
 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ  防火一級 7.7 ｍ

 ﾎﾞｰﾄﾞ面
  素地ごしらえB種共

 A-042

 天井  ﾌﾗｯﾄ 内部用 厚12 不燃
 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り(DR)  下張GB-NC厚9.5共 398.0 ㎡
 下り天井  H=200
 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り(DR)  ﾌﾗｯﾄ 内部用 厚12 不燃 5.9 ｍ

 下張GB-NC厚9.5共
 
 天井
 化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-D)  厚9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 突付け 189.0 ㎡
 天井
 化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-D)  厚9.5 準不燃 木目調 突付け 74.5 ㎡
 天井  ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚5
 天井けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り  目透かし 63.7 ㎡
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単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

 天井  (GB-NC)
 不燃積層せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り  厚9.5 不燃 化粧無し 90.9 ㎡

 継目処理
 
 下り天井  H=300
 不燃積層せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り  (GB-NC) 26.4 ｍ

 厚9.5 不燃 化粧無し
  継目処理

 A-048

 下り天井  H=500
 不燃積層せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り  (GB-NC) 7.7 ｍ

 厚9.5 不燃 化粧無し
  継目処理

 A-042

 天井清掃  231.0 ㎡

 天井廻縁  塩化ﾋﾞﾆﾙ製 402.0 ｍ

 廻縁清掃  杉 生地面 109.0 ｍ

 上枠清掃  杉 生地面 5.0 ｍ

 ＜その他＞  
 2F 音楽室
 見切縁  木製 W25×30 23.7 ｍ

 A-047

 ｺﾙｸﾀｲﾙ～建具改修部
 木枠  15×60 2.8 ｍ
 2F 音楽室他  木製
 ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ  W180+H180 t25 壁付L型 7.1 ｍ

 A-039
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単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

 2F 音楽室他  木製 L2700
 ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ  W150×H150 ﾗﾜﾝ合板 t20 2.0 か所

 A-026､A-040､A-031

 下り天井
 ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞ  ﾎﾞｰﾄﾞ出隅 7.7 ｍ
 下り天井
 ｺｰﾅｰ見切  25×25 5.9 ｍ

 A-015

 1F 水屋
 床見切  SUS ﾍﾉ字 W25 1.6 ｍ

 ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ  ｱﾙﾐ ｼﾝｸﾞﾙ 7.1 ｍ

 ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ  厚9.5 ｼﾙﾊﾞｰ 29.0 ｍ

 天井点検口  450角 35.0 か所

 2F 音楽室他
 手動ｽｸﾘｰﾝ  W2400×H1800 4.0 か所

 A-026､A-040､A-047

 2F ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾎｰﾙ
 手動ｽｸﾘｰﾝ  W3000×H2300 1.0 か所

 A-026､A-040､A-047

 2F 美術工芸室  W2000×H700
 作業台扉  W500×H700 引き戸 4枚 1.0 か所

 A-045

 2F 美術工芸室  W2425×H700
 作業台扉  W600×H700 引き戸 4枚 1.0 か所

 A-045
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中央公民館長寿命化改修工事 Ⅰ-4.内装改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

 F-3a 2F実習室  W1830×D900×H800(850)
 調理台  ST-640Z-CE-KH/T(改)同等 4.0 か所

 天板:t35 SUS304 t0.8
  ｴﾝﾎﾞｽ加工 L面R加工

 ｼﾝｸ:SUS304 t1.0
  本体/ﾕﾆﾎﾞｰﾄﾞﾋﾟｭｱHi t18

 ﾊﾟｳﾀﾞｰｸﾞﾚｰU-160同等
  ｴｯｼﾞ:樹脂ｼｰﾄ t0.45 ﾎｯﾄﾒﾙﾄ接着

 扉/ﾕﾆﾎﾞｰﾄﾞﾋﾟｭｱHi t18同等
  ｴｯｼﾞ:ｾﾌﾃｨｴｯｼﾞt3.0 ﾎｯﾄﾒﾙﾄ接着

 抽斗箱:ｼｭﾌﾟﾗｰｾﾞt15
  台輪:ｳﾚﾀﾝ塗装

 蝶番､把手､水栓､調理器具共
  A-079､080
 F-3b 2F実習室  W1830×D900×H800(850)
 調理台  ST-640Z-CE-KH/T(改)同等 2.0 か所

 天板:t35 SUS304 t0.8
  ｴﾝﾎﾞｽ加工 L面R加工

 ｼﾝｸ:SUS304 t1.0
  本体/ﾕﾆﾎﾞｰﾄﾞﾋﾟｭｱHi t18

 ﾊﾟｳﾀﾞｰｸﾞﾚｰU-160同等
  ｴｯｼﾞ:樹脂ｼｰﾄ t0.45 ﾎｯﾄﾒﾙﾄ接着

 扉/ﾕﾆﾎﾞｰﾄﾞﾋﾟｭｱHi t18同等
  ｴｯｼﾞ:ｾﾌﾃｨｴｯｼﾞt3.0 ﾎｯﾄﾒﾙﾄ接着

 抽斗箱:ｼｭﾌﾟﾗｰｾﾞt15
  台輪:ｳﾚﾀﾝ塗装

 蝶番､把手､水栓､調理器具共
  A-079､080
 F-4 2F実習室  W1830×D700×H800(850)
 調理台(教師用)  ST-640Z-CE-KH/T(改)同等 1.0 か所

 天板:t35 SUS304 t0.8
  ｴﾝﾎﾞｽ加工 L面R加工

 ｼﾝｸ:SUS304 t1.0
  本体/ﾕﾆﾎﾞｰﾄﾞﾋﾟｭｱHi t18

 ﾊﾟｳﾀﾞｰｸﾞﾚｰU-160同等
  ｴｯｼﾞ:樹脂ｼｰﾄ t0.45 ﾎｯﾄﾒﾙﾄ接着
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単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

 扉/ﾕﾆﾎﾞｰﾄﾞﾋﾟｭｱHi t18同等
  ｴｯｼﾞ:ｾﾌﾃｨｴｯｼﾞt3.0 ﾎｯﾄﾒﾙﾄ接着

 抽斗箱:ｼｭﾌﾟﾗｰｾﾞt15
  台輪:ｳﾚﾀﾝ塗装

 蝶番､把手､水栓､調理器具共
  A-079､080
 2F美術工芸室
 扉  950×600×20 2.0 か所
 2F美術工芸室
 扉  1110×600×20 2.0 か所
 F-5 美術工芸室
 流し台  W1800×D600×H800 1.0 か所

 A-77

 1F 会議室他
 ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ  W3600×H1200 5.0 か所

 A-026他

 2F 音楽室
 ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ  W3600×H1200 五線譜入 1.0 か所
 2F 美術工芸室
 掲示板  W1550×H1200 1.0 か所

 A-030､A-045

 2F 音楽室他
 掲示板  W1800×H1200 3.0 か所

 A-039

 天井点検口取外し・再取付  450角 1.0 か所

 天井点検口取外し・再取付  600角 22.0 か所

 ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取外し･再取付  ｼﾝｸﾞﾙ 16.5 ｍ

 ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取外し･再取付  ﾀﾞﾌﾞﾙ 39.0 ｍ
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単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

 1F 図書室
 ｽﾁｰﾙｵｰﾌﾟﾝ書棚 取外し･再設置  W1800×D170×H2420 2連結 1.0 か所

 A-026

 1F 図書室
 ｽﾁｰﾙｵｰﾌﾟﾝ書棚 取外し･再設置  W2700×D170×H2420 3連結 1.0 か所

 A-026

 1F 図書室
 ｽﾁｰﾙｵｰﾌﾟﾝ書棚 取外し･再設置  W6300×D170×H2420 7連結 1.0 か所

 A-026

 1F 図書室
 ｽﾁｰﾙ書棚 取外し･再設置  W1000×D380×H1855 1.0 か所

 A-026

 1F 図書室
 木製書棚 取外し･再設置  W1800×D200×H1450 1.0 か所

 A-026

 1F 図書室
 木製書棚 取外し･再設置  W1800×D360×H1450 1.0 か所

 A-026

 1F 図書室  W1800×D710×H2000
 ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾃﾞｽｸ 取外し･再設置  2人用 木製 1.0 か所

 1F 図書室他
 鏡 取外し･再設置  450×600 3.0 か所

 A-036

 壁ｱﾙﾐﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ清掃  42.1 ㎡

 和室 炉清掃  400角 2.0 か所
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単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

 2F 実習室
 吊り下げ式反射鏡清掃  1800×900 1.0 か所

 A-045

 ＜サイン＞  
 No.26  W250×H250 壁付
 和室ﾌﾟﾚｰﾄｻｲﾝ  本体:ｱﾙﾐ複合ﾊﾟﾈﾙ t3.0 接着 2.0 か所

 捨貼ｱﾙﾐ t3.0 ﾋﾞｽ止め
  表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ巻込貼
 No.27  W460×H1350 自立
 自立ｽﾀﾝﾄﾞ誘導ｻｲﾝ  本体:既存ｽﾀﾝﾄﾞ 2.0 か所

 表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ巻込貼
 
 No.28  H=30､40 扉付
 ｼｰﾄ切り文字ｻｲﾝ  表示:ﾏｽｷﾝｸﾞﾌｨﾙﾑ貼 15.0 か所

 ｼｰﾄ切文字
 

 小　計
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中央公民館長寿命化改修工事 Ⅰ-5.塗装改修

Ⅰ-5  塗装改修工事

(1)  改修 1.0 式

 小　計

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位
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中央公民館長寿命化改修工事 Ⅰ-5.塗装改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

(1)  改修

1)  内部 1.0 式

 小　計
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単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

1)  内部

 巾木  木部 糸幅300mm以下
 SOP塗り  工程B種 9.1 ｍ

 素地ごしらえB種共

 巾木  既存木部 糸幅300mm以下
 SOP塗り  工程B種 142.0 ｍ

 下地調整RB種(塗替え面)

 壁  ﾓﾙﾀﾙ面
 EP-G塗り  工程B種(一般) 1.3 ㎡

 素地ごしらえB種共
 A-025

 壁  既存ﾓﾙﾀﾙ面
 EP-G塗り  工程B種(一般) 362.0 ㎡

 下地調整RB種(塗替え面)

 壁  既存けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面
 EP-G塗り  工程B種(一般) 21.5 ㎡

 下地調整RB種(塗替え面)

 壁  既存ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)
 EP-G塗り  工程B種(一般) 190.0 ㎡

 下地調整RB種(塗替え面)

 壁  暗色塗装 既存ﾓﾙﾀﾙ面
 EP-G塗り  工程B種(一般) 50.4 ㎡

 下地調整RB種(塗替え面)
 
 壁  暗色塗装 既存けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面
 EP-G塗り  工程B種(一般) 147.0 ㎡

 下地調整RB種(塗替え面)
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単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

 壁  塗装下
 ｹﾚﾝ清掃  既存ﾎﾞｰﾄﾞ面 50.9 ㎡
 天井  暗色塗装 既存ﾎﾞｰﾄﾞ面
 EP-G塗り  工程B種(見上) 74.4 ㎡

 下地調整RB種(塗替え面)
 
 天井  けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面
 EP-G塗り  工程B種(見上) 63.7 ㎡

 素地ごしらえB種共

 下り天井  ﾎﾞｰﾄﾞ面
 EP-G塗り  工程B種(見上) 7.9 ㎡

 素地ごしらえA種共

 木部 糸幅300mm以下
 SOP塗り  工程B種 36.1 ｍ

 素地ごしらえB種共

 既存木部 糸幅300mm以下
 SOP塗り  工程B種 469.0 ｍ

 下地調整RB種(塗替え面)

 木部
 CL塗り  工程B種 6.4 ㎡

 素地ごしらえB種共

 木部 糸幅300mm以下
 CL塗り  工程B種 2.8 ｍ

 素地ごしらえB種共

 小　計
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中央公民館長寿命化改修工事 Ⅰ-6.環境配慮改修

Ⅰ-6  環境配慮改修工事

(1)  撤去 1.0 式

 小　計

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位
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中央公民館長寿命化改修工事 Ⅰ-6.環境配慮改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

(1)  撤去

1)  内部 1.0 式

 小　計

No.44



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅰ-6.環境配慮改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

1)  内部

 粉じん飛散抑制剤吹付  ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材面 1,473.0 ㎡
 床
 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ撤去  t2.8 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有LV3 479.7 ㎡

 A-002

 H100 t3.0
 半硬質ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ巾木撤去  ｱｽﾍﾞｽﾄ含有LV3 255.5 ｍ
 壁
 ｼﾞｭﾗｸｻﾃﾝ吹付撤去  ｱｽﾍﾞｽﾄ含有LV3 87.9 ㎡
 壁
 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ撤去  ｱｽﾍﾞｽﾄ含有LV3 159.0 ㎡
 天井
 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ撤去  ｱｽﾍﾞｽﾄ含有LV3 90.9 ㎡
 天井  t12 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有LV3
 岩綿吸音板撤去  捨貼PBt9.0共 398.0 ㎡
 天井
 化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ撤去  t9.0 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有LV3 167.0 ㎡
 天井
 石綿ｹｲｶﾙ板撤去  t5.0 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有LV3 63.7 ㎡
 下り天井  H=500
 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ撤去  ｱｽﾍﾞｽﾄ含有LV3 3.3 ｍ

 小　計

No.45



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅰ-7.発生材処理

Ⅰ-7  発生材処理

(1)  積込 1.0 式

(2)  運搬 1.0 式

(3)  処分 1.0 式

 小　計

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

No.46



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅰ-7.発生材処理

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

(1)  積込

 内装材積込  機械 30.0 m3

 小　計

No.47



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅰ-7.発生材処理

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

(2)  運搬

 木類
 発生材運搬費  2tﾀﾞﾝﾌﾟ 片道25km程度 4.6 m3

 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
 発生材運搬費  4tﾀﾞﾝﾌﾟ 片道25km程度 3.2 m3

 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類
 発生材運搬費  4tﾀﾞﾝﾌﾟ 片道25km程度 5.3 m3

 その他ﾎﾞｰﾄﾞ類
 発生材運搬費  2tﾀﾞﾝﾌﾟ 片道25km程度 0.7 m3

 混合廃棄物
 発生材運搬費  4tﾀﾞﾝﾌﾟ 片道25km程度 6.8 m3

 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有物 LV3
 発生材運搬費  4tﾀﾞﾝﾌﾟ 片道25km程度 9.4 m3

 小　計

No.48



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅰ-7.発生材処理

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

(3)  処分

 発生材処分費  木類 4.6 m3

 発生材処分費  廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 3.2 m3

 発生材処分費  石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 5.3 m3

 発生材処分費  その他ﾎﾞｰﾄﾞ類 0.7 m3

 発生材処分費  混合廃棄物 6.8 m3

 発生材処分費  ｱｽﾍﾞｽﾄ含有物 LV3 9.4 m3

 有価物売却費  ｽﾁｰﾙ H3 2.7 t

 有価物売却費  ｱﾙﾐ 0.6 kg

 小　計

No.49



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅱ.ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ･それいゆぷらざ

 コミュニティセンター
Ⅱ  ・それいゆぷらざ

Ⅱ-1  直接仮設工事 1.0 式

Ⅱ-2  防水改修工事 1.0 式

Ⅱ-3  建具改修工事 1.0 式

Ⅱ-4  内装改修工事 1.0 式

Ⅱ-5  塗装改修工事 1.0 式

Ⅱ-6  環境配慮改修工事  1.0 式

Ⅱ-7  舞台機構改修工事  1.0 式

Ⅱ-8  発生材処理 1.0 式

 

            計

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

No.50



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅱ-1.直接仮設

Ⅱ-1  直接仮設工事

 墨出し 1.0 式

 養生  ｱｽﾍﾞｽﾄ養生含 1.0 式

 整理清掃後片付け 1.0 式

 内部足場 1.0 式

 仮設材運搬 1.0 式

 小　計

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

No.51



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅱ-2.防水改修

Ⅱ-2  防水改修工事

(1)  撤去 1.0 式

(2)  改修 1.0 式

 小　計

備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位 単 価 金 額

No.52



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅱ-2.防水改修

備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位 単 価 金 額

(1)  撤去

1)  内部 1.0 式

 小　計

No.53



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅱ-2.防水改修

備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位 単 価 金 額

(2)  改修

1)  内部 1.0 式

 小　計

No.54



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅱ-2.防水改修

備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位 単 価 金 額

1)  内部

 3F 楽屋廊下  一般部
 ｼｰﾘﾝｸﾞ  変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 5×5 6.2 ｍ

 小　計

No.55



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅱ-3.建具改修

Ⅱ-3  建具改修工事

(1)  撤去 1.0 式

(2)  改修 1.0 式

 小　計

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

No.56



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅱ-3.建具改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

(1)  撤去

 WD-3  
 親子開き戸撤去  W1200×H2000 ｽﾁｰﾙ枠共 集積共 5.0 か所
 WD-7  
 片開き戸撤去  W550×H2000 ｽﾁｰﾙ枠共 集積共 1.0 か所
 SD-3a  
 両開き戸撤去  W1600×H2000 枠共 集積共 1.0 か所
 SS-6  
 ｽﾗｯﾄ･ｼｬｯﾀｰBOX撤去  W1835×H1300 集積共 1.0 か所
 AP-4
 ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ撤去  W6900×H2700 集積共 1.0 か所

 ｶﾞﾗｽ撤去  集積共 0.6 ㎡
 AP-5
 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ撤去  ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ面 集積共 74.1 ㎡
 AW-40
 ｻｲﾝ撤去  ｶﾞﾗｽ面 1.0 か所

 50角×7か所･100角×1か所
 集積共

 既存ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去手間 28.1 ｍ

 小　計

No.57



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅱ-3.建具改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

(2)  改修

1)  木鋼製建具 1.0 式

2)  ｱﾙﾐ製建具 1.0 式

3)  鋼製建具 1.0 式

4)  軽量鋼製建具 1.0 式

5)  ｼｬｯﾀｰ 1.0 式

6)  ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 1.0 式

7)  ｶﾞﾗｽ 1.0 式

8)  その他 1.0 式

 小　計

No.58



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅱ-3.建具改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

1)  木製建具

 既存ｽﾁｰﾙ枠面 糸200以下
 SOP塗替  錆止め塗装･下地調整RB種 38.4 ｍ

 既存木建面
 SOP塗替  地調整RB種 31.8 ㎡

 WD-1･29
 既存木製建具ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 2.9 ㎡

 小　計

No.59



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅱ-3.建具改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

2)  ｱﾙﾐ製建具

 AW-40･50･AG-21
 既存ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 7.9 ㎡

 小　計

No.60



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅱ-3.建具改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

3)  鋼製建具

 既存鋼建面
 DP-A塗替  錆止め塗装･下地調整RB種 188.0 ㎡

 SD-3a･4～6･9･13･14･17･18･
 24･24b･25･26･29～31･33･35･
 36･42～44

 小　計

No.61



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅱ-3.建具改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

4)  軽量鋼製建具

 HSD-1  W1200×H2000
 額入片引きﾊﾝｶﾞｰ戸  扉:化粧亜鉛ﾒｯｷ鋼板 5.0 か所

 簡易防音ﾀｲﾌﾟ
 A-073

 HSD-2  W1030×H2000
 額ｶﾞﾗﾘ付片引きﾊﾝｶﾞｰ戸  扉:化粧亜鉛ﾒｯｷ鋼板 1.0 か所

 A-073

 LSD-2  W550×H2000
 ｶﾞﾗﾘ付片開き戸  枠見込80 1.0 か所

 扉:化粧亜鉛ﾒｯｷ鋼板
 A-073

 鋼製建具枠面 糸200以下
 DP-A  錆止め塗装･素地ごしらえ共 4.6 ｍ

 鋼製建具枠面 糸300以下
 DP-A  錆止め塗装･素地ごしらえ共 31.0 ｍ

 小　計

No.62



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅱ-3.建具改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

5)  ｼｬｯﾀｰ

 SS-6  W1835×H1300
 防火ｽﾁｰﾙｼｬｯﾀｰ  煙感連動特定防火設備 1.0 か所

 手動
 SUSﾚｰﾙ
 ｽﾁｰﾙ枠捨枠共
 危害防止装置
 ｼｬｯﾀｰBOX
 A-076
 質回84

 SS-1･2
 既存ｼｬｯﾀｰｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 28.3 ㎡

 小　計

No.63



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅱ-3.建具改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

6)  ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ

 AP-4
 ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ  W6900×H2700 1.0 か所

 亜鉛ﾒｯｷ鋼板t40

 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼  ｽﾁｰﾙﾊﾟﾃｨｼｮﾝ面 37.3 ㎡

 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼替  既存ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ面 74.1 ㎡

 小　計

No.64



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅱ-3.建具改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

7)  ｶﾞﾗｽ

 LSD-2
 型板ｶﾞﾗｽ  t4 100角 1.0 か所

 HSD-2
 型板ｶﾞﾗｽ  t4 W150×H600 1.0 か所

 HSD-1
 学校強化ｶﾞﾗｽ  t4 W150×H600 5.0 か所

 ｶﾞﾗｽ止ｼｰﾘﾝｸﾞ  両面 9.4 ｍ

 ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ  両面 1.2 ㎡

 既存ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ  両面 14.8 ㎡

 小　計

No.65



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅱ-3.建具改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

8)  その他

 建具枠廻りｼｰﾘﾝｸﾞ  MS-2 25×10 5.2 ｍ

 建具枠廻りｼｰﾘﾝｸﾞ打替  MS-2 15×10 28.1 ｍ

 建具枠廻りﾓﾙﾀﾙ詰 38.1 ｍ

 建具廻りﾓﾙﾀﾙ詰  W60×t150 7.6 ｍ
 A-025

 建具足元ﾓﾙﾀﾙ詰  W150×t47 0.7 ｍ

 小　計

No.66



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅱ-4.内装改修

Ⅱ-4  内装改修工事

(1)  撤去 1.0 式

(2)  改修 1.0 式

 小　計

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

No.67



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅱ-4.内装改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

(1)  撤去

1)  内部 1.0 式

 小　計

No.68



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅱ-4.内装改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

1)  内部

 鉄筋切断共
 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去  ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 0.1 m3
 床  t10
 ﾀｲﾙ撤去  下地ﾓﾙﾀﾙt40撤去共 集積共 1.5 ㎡
 3F 楽屋廊下 床
 養生ﾍﾞﾆﾔ撤去  t5.5 集積共 2.4 ㎡

 A-034
  
 床
 木床組撤去  合板 t12 58.2 ㎡

 際根太:90×30
  根太:60×45 @300

 集積共
  A-052，053

 床
 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ撤去  t2.8 集積共 127.0 ㎡

 A-002

 ｿﾌﾄ巾木撤去  H100 t3.0 集積共 120.0 m
 壁  t5
 ﾀｲﾙ撤去  張付ﾓﾙﾀﾙt15撤去共 集積共 51.8 ㎡
 壁
 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ撤去  集積共 436.0 ㎡
 天井
 軽量鉄骨天井下地撤去  19形 @225 集積共 183.0 ㎡
 天井
 軽量鉄骨天井下地撤去  19形 @300 集積共 150.0 ㎡
 天井
 軽量鉄骨天井下地撤去  19形 @360 集積共 382.0 ㎡

No.69



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅱ-4.内装改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

 下り天井  H=400
 軽量鉄骨天井下地撤去  19形 @360 集積共 16.0 ｍ
 天井
 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ撤去  集積共 43.1 ㎡
 天井
 ｹｲｶﾙ板撤去  t6.0 集積共 38.9 ㎡
 天井
 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ撤去  t9.0 集積共 92.9 ㎡

 ｶｯﾀｰ入れ  ｺﾝｸﾘｰﾄ面 48.6 ｍ

 1F 集会室他  W180+H180 t25 壁付L型
 ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去  木製 4.5 ｍ

 集積共
 A-039

 3F 映写室  W180×H180 t25 天井埋込ｺ型
 ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去  木製 2.2 ｍ

 集積共

 下り天井
 見切り材撤去  塩ﾋﾞ 25×25 集積共 16.0 ｍ

 ｽﾃﾝﾚｽ製 幅35 ｺﾞﾑﾀｲﾔ入
 階段滑り止め撤去  ﾌﾗｯﾄｴﾝﾄﾞ(ﾋﾞﾆﾙ製)共 5.5 ｍ

 集積共
 

 ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ撤去  ｱﾙﾐ 集積共 168.0 ｍ

 ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去  ｱﾙﾐ ｼﾝｸﾞﾙ 集積共 6.7 ｍ
 1F 厨房
 吊戸棚撤去  W1800×D600×H500 集積共 1.0 か所

 A-028､A-038

 3F 便所(控室脇)  W880×D180
 棚撤去  ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板ﾌﾗｯｼｭt15 1.0 か所

No.70



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅱ-4.内装改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

 集積共

 1F 厨房
 SUS調理台撤去  W775×D450×H800 集積共 1.0 か所

 A-028

 1F 厨房
 SUS調理台撤去  W900×D550×H800 集積共 1.0 か所

 A-028

 1F 厨房
 SUS調理台撤去  W1500×D600×H800 集積共 1.0 か所

 A-028

 1F 厨房
 SUS流し台撤去  W1050×D550×H800 集積共 1.0 か所

 A-028

 1F 集会室他
 ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ撤去  W3600×H1200 集積共 2.0 か所

 A-026他

 1F 集会室他
 掲示板撤去  W1800×H1200 集積共 4.0 か所

 A-039

 1F 厨房
 製氷機撤去  W630×D550×H900 集積共 1.0 か所

 A-028

 B1F 消毒室  W880×D2200×H1600 ｽﾁｰﾙ製
 くん蒸器撤去  集積共 1.0 か所

 A-25

 小　計
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中央公民館長寿命化改修工事 Ⅱ-4.内装改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

(2)  改修

1)  内部 1.0 式

 小　計
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中央公民館長寿命化改修工事 Ⅱ-4.内装改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

1)  内部

 ＜床＞  
 3F 楽屋廊下 床
 合板  t5.5 W1690×D1390 1.0 か所

 ﾗﾜﾝ2類 見え掛かり
 A-034

 床
 木床組  合板 t12 58.2 ㎡

 際根太:90×30
  根太:50×35 @300

 A-052，053

 床  張物下
 薄塗ﾓﾙﾀﾙ  既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面 725.0 ㎡
 床  金ごて 張物下 厚48
 ﾓﾙﾀﾙ塗り  既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面 1.5 ㎡
 床  t2.0 熱溶接工法
 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ  一般部 725.0 ㎡
 床  t2.0 熱溶接工法
 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ  多湿部 1.5 ㎡
 床  t2.0 熱溶接工法
 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ  多湿部 1.2 ㎡

 合板面
 
 床
 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗床  防滑･流し展べ 17.3 ㎡

 既存塗床面 下地調整共
 
 3F 楽屋廊下 床
 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗床  合板面 2.4 ㎡

 A-034
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中央公民館長寿命化改修工事 Ⅱ-4.内装改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

 床
 点字ｼｰﾄ  300角 注意喚起用 塩ﾋﾞ 0.5 ㎡
 床  張物下
 ｹﾚﾝ清掃  既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面 725.0 ㎡

 床清掃  517.0 ㎡

 ＜幅木・壁＞  

 ﾋﾞﾆﾙ巾木  H100 355.0 ｍ

 階段ﾋﾞﾆﾙ巾木  高さ330 3.0 ｍ
 給湯室  半磁器質 100角 ﾀｲﾌﾟⅠ Ⅲ類
 内装壁ﾀｲﾙ張り  下地ﾓﾙﾀﾙ別途 52.5 ㎡
 壁
 ﾓﾙﾀﾙ塗り  木ごて 内壁小口ﾀｲﾙ下地 厚15 52.5 ㎡
 壁  防火一級
 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ  ﾎﾞｰﾄﾞ面 3.2 ㎡

 素地ごしらえB種共
 
 壁  防火一級
 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ  ﾓﾙﾀﾙ面 1.3 ㎡

 素地ごしらえB種共
 
 壁  防火一級
 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ  既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面 223.0 ㎡

 素地ごしらえB種共
 
 壁  防火一級
 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ  既存CB面 2.0 ㎡

 素地ごしらえB種共
 
 壁  防火一級
 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ  既存ｹｲｶﾙ面 159.0 ㎡

 素地ごしらえB種共
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中央公民館長寿命化改修工事 Ⅱ-4.内装改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

 壁  防火一級
 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ  既存ﾎﾞｰﾄﾞ面 104.0 ㎡

 素地ごしらえB種共
 
 壁  ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚8
 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り  鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 75.1 ㎡

 目透かし
 
 壁  厚12.5 不燃
 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R)  鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 3.2 ㎡

 継目処理
 
 壁  張物下
 ｹﾚﾝ清掃  既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面 223.0 ㎡
 壁  張物下
 ｹﾚﾝ清掃  既存CB面 2.0 ㎡
 壁  張物下
 ｹﾚﾝ清掃  既存ｹｲｶﾙ面 159.0 ㎡
 壁  張物下
 ｹﾚﾝ清掃  既存ﾎﾞｰﾄﾞ面 104.0 ㎡

 壁清掃  1,266.0 ㎡

 ＜天井＞  
 天井  19形(屋内)
 軽量鉄骨天井下地  ふところ1.5m未満 186.0 ㎡

 下地張りなし @225
  ｲﾝｻｰﾄ別途
 天井  19形(屋内)
 軽量鉄骨天井下地  ふところ1.5m未満 108.0 ㎡

 下地張りなし @300
  ｲﾝｻｰﾄ別途
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中央公民館長寿命化改修工事 Ⅱ-4.内装改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

 天井  19形(屋内)
 軽量鉄骨天井下地  ふところ1.5m未満 382.0 ㎡

 下地張りあり @360
  ｲﾝｻｰﾄ別途
 斜天井  19形(屋内)
 軽量鉄骨天井下地  1.5m以上3.0m未満 38.9 ㎡

 振れ止め補強共
  下地張りあり @360

 ｲﾝｻｰﾄ別途
 
 下り天井  19形(屋内)
 軽量鉄骨下がり壁下地  H300～500程度 39.0 ｍ

 軽量鉄骨天井開口補強  1.0 式

 天井ｲﾝｻｰﾄ  既存RC面 676.0 ㎡
 斜天井
 天井ｲﾝｻｰﾄ  既存RC面 38.9 ㎡
 天井  ﾎﾞｰﾄﾞ面
 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ  素地ごしらえB種共 94.1 ㎡
 天井  既存ｹｲｶﾙ面
 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ  素地ごしらえB種共 43.1 ㎡
 斜天井  ｹｲｶﾙ面
 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ  素地ごしらえB種共 38.9 ㎡
 下り天井  H=200
 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ  防火一級 12.4 ｍ

 ﾎﾞｰﾄﾞ面
  素地ごしらえB種共

 A-042

 下り天井  H=500
 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ  防火一級 10.6 ｍ

 ﾎﾞｰﾄﾞ面
  素地ごしらえB種共

 A-042
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中央公民館長寿命化改修工事 Ⅱ-4.内装改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

 天井  ﾌﾗｯﾄ 内部用 厚12 不燃
 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り(DR)  下張GB-NC厚9.5共 382.0 ㎡
 下り天井  H=400
 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り(DR)  ﾌﾗｯﾄ 内部用 厚12 不燃 16.0 ｍ

 下張GB-NC厚9.5共
  A-042
 天井
 化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-D)  厚9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 突付け 186.0 ㎡
 天井  ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚5
 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り  目透かし 14.2 ㎡
 斜天井  ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚5
 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り  突付け 38.9 ㎡
 天井  (GB-NC)
 不燃積層せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り  厚9.5 不燃 化粧無し 94.1 ㎡

 継目処理
 
 下り天井  H=200
 不燃積層せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り  (GB-NC) 12.4 ｍ

 厚9.5 不燃 化粧無し
  継目処理

 A-042

 下り天井  H=500
 不燃積層せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り  (GB-NC) 10.6 ｍ

 厚9.5 不燃 化粧無し
  継目処理

 A-042

 斜天井
 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R)  厚12.5 不燃 下地張り 38.9 ㎡

 天井廻縁  塩化ﾋﾞﾆﾙ製 412.0 ｍ
 天井  張物下
 ｹﾚﾝ清掃  既存ｹｲｶﾙ面 43.1 ㎡

 天井清掃  682.0 ㎡
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中央公民館長寿命化改修工事 Ⅱ-4.内装改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

 ＜その他＞
 1F 集会室他  木製
 ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ  W180+H180 t25 壁付L型 4.5 ｍ

 A-039

 1F 集会室他  木製 L2700
 ｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ  W150×H150 ﾗﾜﾝ合板 t20 2.0 か所

 A-026､A-040､A-031

 下り天井
 ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞ  ﾎﾞｰﾄﾞ出隅 23.0 ｍ
 下り天井
 ｺｰﾅｰ見切  25×25 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 16.0 ｍ

 A-015

 ｽﾃﾝﾚｽ製 幅35 ｺﾞﾑﾀｲﾔ入
 階段滑り止め  ﾌﾗｯﾄｴﾝﾄﾞ(ﾋﾞﾆﾙ製)共 5.5 ｍ

 接着工法
  A-030

 ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ  ｱﾙﾐ ｼﾝｸﾞﾙ 4.5 ｍ

 ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ  ｼﾙﾊﾞｰ ﾎﾞｰﾄﾞ二重張り 167.0 ｍ

 天井点検口  450角 33.0 か所
 1F 集会室他
 手動ｽｸﾘｰﾝ  W2400×H1800 2.0 か所

 A-026､A-040

 3F 便所(控室脇)  W880×D150
 棚  ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板ﾌﾗｯｼｭt15 1.0 か所
 1F 厨房
 SUS調理台  W900×D550×H810 1.0 か所

 A-028､A-081
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中央公民館長寿命化改修工事 Ⅱ-4.内装改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

 1F 厨房
 SUS流し台  W1050×D550×H810 1.0 か所

 A-028､A-081

 1F 集会室他
 ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ  W3600×H1200 2.0 か所

 A-026他

 1F 集会室他
 掲示板  W1800×H1200 4.0 か所

 A-039

 1F 厨房
 製氷機  W630×D550×H900 1.0 か所

 A-028､A-081

 3F ﾎｰﾙ客席  ｽﾄｯﾊﾟｰｺﾞﾑ交換
 座席改修  張地破れ､足補強部の座席含む 200.0 か所
 3F ﾎｰﾙ客席
 座席改修  足補強金物 14.0 か所
 3F ﾎｰﾙ客席
 座席改修  張地破れ(座) 6.0 か所
 3F ﾎｰﾙ客席
 座席改修  張地破れ(背) 7.0 か所
 3F ﾎｰﾙ客席
 座席ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ  200席 1.0 式

 天井点検口取外し・再取付  450角 3.0 か所

 天井点検口取外し・再取付  600角 14.0 か所

 ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取外し･再取付  ｼﾝｸﾞﾙ 15.5 ｍ
 3F 控室(1)(2)
 ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 取外し･再設置  SUS ｼﾝｸﾞﾙ 天井付 7.8 ｍ

 A-034
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中央公民館長寿命化改修工事 Ⅱ-4.内装改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

 B1F 整理室
 既存中量棚 取外し･再設置  W(880×3)×D600×H1815 1.0 か所

 A-025

 B1F 整理室
 既存中量棚 取外し･再設置  W(880×4)×D600×H1815 1.0 か所

 A-025

 B1F 整理室
 既存中量棚 取外し･再設置  W3600×D270×H1750 1.0 か所

 A-025

 B1F 整理室
 既存中量棚 取外し･再設置  W1870×D500×H2240 4.0 か所

 A-025

 B1F 暗室
 既存中量棚 取外し･再設置  W880×D600×H1815 1.0 か所

 A-025

 B1F 暗室
 既存中量棚 取外し･再設置  W1200×D600×H1810 1.0 か所

 A-025

 1F 図書室他
 鏡 取外し･再設置  450×600 2.0 か所

 A-036

 1F ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･ﾋﾞｭｰﾛｰ
 行事予定黒板 取外し･再設置  1800×1200 1.0 か所

 A-028

 3F 控室(1)(2)
 ｶｳﾝﾀｰ清掃  大理石面 3.5 ㎡

 A-052､A-053
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中央公民館長寿命化改修工事 Ⅱ-4.内装改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

 3F 控室(1)(2)
 鏡清掃  6.6 ㎡

 A-023､A-052､A-053

 ＜サイン＞  
 No.28  H=30､40 扉付
 ｼｰﾄ切り文字ｻｲﾝ  表示:ﾏｽｷﾝｸﾞﾌｨﾙﾑ貼 18.0 か所

 ｼｰﾄ切文字
 

 小　計
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中央公民館長寿命化改修工事 Ⅱ-5.塗装改修

Ⅱ-5  塗装改修工事

(1)  改修 1.0 式

 小　計

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位
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中央公民館長寿命化改修工事 Ⅱ-5.塗装改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

(1)  改修

1)  内部 1.0 式

 小　計

No.83



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅱ-5.塗装改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

1)  内部

 床  既存木部
 UC塗装  工程A種 79.6 ㎡

 下地調整RB種(塗替え面)

 立上  既存木部
 UC塗装  工程B種 6.7 ㎡

 下地調整RB種(塗替え面)

 上裏  既存木部
 UC塗装  工程B種 5.6 ㎡

 下地調整RB種(塗替え面)

 床
 ｻﾝﾀﾞｰ掛け  既存床集成材面/塗装面 79.6 ㎡
 立上
 ｻﾝﾀﾞｰ掛け  既存床集成材面/塗装面 6.7 ㎡
 上裏
 ｻﾝﾀﾞｰ掛け  既存床集成材面/塗装面 5.6 ㎡
 巾木  既存木部 糸幅300mm以下
 SOP塗り  工程B種 78.8 ｍ

 下地調整RB種(塗替え面)

 壁  ﾓﾙﾀﾙ面
 EP-G塗り  工程B種(一般) 0.6 ㎡

 素地ごしらえB種共

 壁  けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面
 EP-G塗り  工程B種(一般) 75.1 ㎡

 素地ごしらえB種共
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中央公民館長寿命化改修工事 Ⅱ-5.塗装改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

 壁  既存ﾓﾙﾀﾙ面
 EP-G塗り  工程B種(一般) 436.0 ㎡

 下地調整RB種(塗替え面)

 壁  既存けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面
 EP-G塗り  工程B種(一般) 78.3 ㎡

 下地調整RB種(塗替え面)

 壁  既存ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)
 EP-G塗り  工程B種(一般) 130.0 ㎡

 下地調整RB種(塗替え面)

 壁  暗色塗装
 EP-G塗り  ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般) 0.8 ㎡

 素地ごしらえB種共
 
 壁  暗色塗装 既存ﾓﾙﾀﾙ面
 EP-G塗り  工程B種(一般) 43.3 ㎡

 下地調整RB種(塗替え面)
 
 3F ﾎｰﾙ客席 ﾎﾜｲｴ側 壁  既存ｽﾁｰﾙ格子/焼付塗装面
 DP塗り  下地調整RB種(塗替え面) 106.0 ㎡

 天井  けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面
 EP-G塗り  工程B種(見上) 14.2 ㎡

 素地ごしらえB種共

 天井  ﾎﾞｰﾄﾞ面
 EP-G塗り  工程B種(見上) 25.0 ㎡

 素地ごしらえB種共

 天井  暗色塗装 既存ﾎﾞｰﾄﾞ面
 EP-G塗り  工程B種(見上) 13.1 ㎡

 下地調整RB種(塗替え面)
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中央公民館長寿命化改修工事 Ⅱ-5.塗装改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

 木部 糸幅300mm以下
 SOP塗り  工程B種 9.9 ｍ

 素地ごしらえB種共

 既存木部 糸幅300mm以下
 SOP塗り  工程B種 200.0 ｍ

 下地調整RB種(塗替え面)

 小　計

No.86



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅱ-6.環境配慮改修

Ⅱ-6  環境配慮改修工事

(1)  撤去 1.0 式

 小　計

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

No.87



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅱ-6.環境配慮改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

(1)  撤去

1)  内部 1.0 式

 小　計

No.88



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅱ-6.環境配慮改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

1)  内部

 粉じん飛散抑制剤吹付  ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材面 1,437.0 ㎡
 床
 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ撤去  t2.8 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有LV3 599.7 ㎡

 A-002

 H100 t3.0
 半硬質ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ巾木撤去  ｱｽﾍﾞｽﾄ含有LV3 237.0 ｍ

 H100～250 t3.0
 階段半硬質ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ巾木撤去  ｱｽﾍﾞｽﾄ含有LV3 3.0 ｍ
 壁
 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ撤去  ｱｽﾍﾞｽﾄ含有LV3 55.2 ㎡
 壁
 有孔ｹｲｶﾙ板撤去  t8.0 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有LV3 75.1 ㎡
 天井
 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ撤去  ｱｽﾍﾞｽﾄ含有LV3 92.9 ㎡
 天井  t12 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有LV3
 岩綿吸音板撤去  捨貼PBt9.0共 382.0 ㎡
 天井
 化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ撤去  t9.0 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有LV3 183.0 ㎡
 天井
 石綿ｹｲｶﾙ板撤去  t5.0 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有LV3 18.2 ㎡
 下り天井  H=400
 岩綿吸音板撤去  t12 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有LV3 16.0 ｍ

 捨貼PBt9.5共
 

 小　計
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中央公民館長寿命化改修工事 Ⅱ-7.舞台機構改修

Ⅱ-7  舞台機構改修工事

(1)  改修 1.0 式

 小　計

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位
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中央公民館長寿命化改修工事 Ⅱ-7.舞台機構改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

(1)  改修

1)  内部 1.0 式

 小　計

No.91



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅱ-7.舞台機構改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

1)  内部

 直接仮設工事 1.0 式

 舞台吊物機構設備工事 1.0 式

 舞台吊物電装品関係工事 1.0 式

 舞台幕類、ﾚｰﾙ等交換工事 1.0 式
 舞台装置
 共通仮設費 1.0 式
 舞台装置
 現場管理費 1.0 式
 舞台装置
 一般管理費 1.0 式

 小　計
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中央公民館長寿命化改修工事 Ⅱ-8.発生材処理

Ⅱ-8  発生材処理

(1)  積込 1.0 式

(2)  運搬 1.0 式

(3)  処分 1.0 式

 小　計

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

No.93



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅱ-8.発生材処理

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

(1)  積込

 ｺﾝｸﾘｰﾄ類積込  機械 0.1 m3

 内装材積込  機械 21.1 m3

 小　計
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中央公民館長寿命化改修工事 Ⅱ-8.発生材処理

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

(2)  運搬

 ｺﾝｸﾘｰﾄ類
 発生材運搬費  2tﾀﾞﾝﾌﾟ 片道25km程度 0.1 m3

 ﾓﾙﾀﾙ類
 発生材運搬費  2tﾀﾞﾝﾌﾟ 片道25km程度 0.8 m3

 ﾀｲﾙ類
 発生材運搬費  2tﾀﾞﾝﾌﾟ 片道25km程度 0.3 m3

 木類
 発生材運搬費  2tﾀﾞﾝﾌﾟ 片道25km程度 0.3 m3

 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
 発生材運搬費  4tﾀﾞﾝﾌﾟ 片道25km程度 1.6 m3

 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類
 発生材運搬費  4tﾀﾞﾝﾌﾟ 片道25km程度 4.3 m3

 その他ﾎﾞｰﾄﾞ類
 発生材運搬費  2tﾀﾞﾝﾌﾟ 片道25km程度 0.2 m3

 混合廃棄物
 発生材運搬費  4tﾀﾞﾝﾌﾟ 片道25km程度 4.7 m3

 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有物 LV3
 発生材運搬費  4tﾀﾞﾝﾌﾟ 片道25km程度 8.9 m3

 小　計

No.95



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅱ-8.発生材処理

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

(3)  処分

 発生材処分費  ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.1 m3

 発生材処分費  ﾓﾙﾀﾙ類 0.8 m3

 発生材処分費  ﾀｲﾙ類 0.3 m3

 発生材処分費  木類 0.3 m3

 発生材処分費  廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 1.6 m3

 発生材処分費  石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 4.3 m3

 発生材処分費  その他ﾎﾞｰﾄﾞ類 0.2 m3

 発生材処分費  混合廃棄物 4.7 m3

 発生材処分費  ｱｽﾍﾞｽﾄ含有物 LV3 8.9 m3

 有価物売却費  ｽﾁｰﾙ H3 2.7 t

 小　計
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中央公民館長寿命化改修工事 Ⅲ.共用

Ⅲ  共用

Ⅲ-1  直接仮設工事 1.0 式

Ⅲ-2  防水改修工事 1.0 式

Ⅲ-3  外部改修工事 1.0 式

Ⅲ-4  建具改修工事 1.0 式

Ⅲ-5  内装改修工事 1.0 式

Ⅲ-6  塗装改修工事  1.0 式

Ⅲ-7  躯体改修工事  1.0 式

Ⅲ-8  環境配慮改修工事 1.0 式

Ⅲ-9  外構改修工事 1.0 式

Ⅲ-10  発生材処理 1.0 式

 小　計

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位
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中央公民館長寿命化改修工事 Ⅲ-1.直接仮設

Ⅲ-1  直接仮設工事

 墨出し 1.0 式

 養生 1.0 式

 整理清掃後片付け 1.0 式

 外部足場 1.0 式

 内部足場 1.0 式

 災害防止 1.0 式

 仮設材運搬 1.0 式

 小　計

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

No.98



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅲ-2.防水改修

Ⅲ-2  防水改修工事

(1)  撤去 1.0 式

(2)  改修 1.0 式

 小　計

　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

No.99



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅲ-2.防水改修

　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(1)  撤去

1)  外部 1.0 式

2)  内部 1.0 式

 小　計
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中央公民館長寿命化改修工事 Ⅲ-2.防水改修

　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

1)  外部

 2F屋根(基礎撤去 新設部)  ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ
 防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ撤去  集積共 0.9 m3
 2F屋根(基礎撤去 新設部)
 ｶｯﾀｰ入れ  ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚80 49.8 ｍ
 屋根
 ｼｰﾄ防水撤去  集積共 1,018.0 ㎡
 屋根
 塗膜防水撤去  集積共 1,278.0 ㎡
 屋根
 脱気装置撤去  ｽﾃﾝﾚｽ  集積共 22.0 か所
 屋根  　
 伸縮目地ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去  20×10 集積共 845.0 ｍ
 水切ｱｺﾞ  　
 目地ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去  10×10 集積共 179.0 ｍ
 ﾊﾞﾙｺﾆｰ床
 ｼｰﾄ防水撤去  集積共 33.6 ㎡
 ﾊﾞﾙｺﾆｰ床
 塗膜防水撤去  集積共 33.6 ㎡
 ﾊﾞﾙｺﾆｰ床  　
 伸縮目地ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去  20×10 集積共 31.6 ｍ
 ﾊﾞﾙｺﾆｰ立上り  　
 目地ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去  10×10 集積共 95.2 ｍ
 屋外階段立上り  　
 目地ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去  10×10 集積共 200.0 ｍ
 既存ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ取合い  　
 ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去  15×10 集積共 12.4 ｍ
 既存丸環取合い  　
 ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去  10×10 集積共 3.1 ｍ
 　  ｽﾃﾝﾚｽ ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ
 ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝｶﾊﾞｰ撤去  W265×D170×H190 15.0 か所

 集積共
 A-013

No.101



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅲ-2.防水改修

　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい
 竪樋撤去  径100 集積共 169.0 ｍ
 R1F屋上
 ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ鉄骨架台撤去  4400×2800×H550 集積共 1.0 か所

 A-014

 小　計

No.102



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅲ-2.防水改修

　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(2)  改修

1)  外部 1.0 式

 小　計

No.103



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅲ-2.防水改修

　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

1)  外部

 屋根
 高圧水洗清掃  水圧10～15Mpa 1,280.0 ㎡
 屋根立上り
 高圧水洗清掃  水圧10～15Mpa 171.0 ㎡
 笠木
 高圧水洗清掃  水圧10～15Mpa 164.0 ㎡
 水切ｱｺﾞ
 高圧水洗清掃  水圧10～15Mpa 90.4 ㎡
 庇
 高圧水洗清掃  水圧10～15Mpa 1.4 ㎡
 梁天端
 高圧水洗清掃  水圧10～15Mpa 6.7 ㎡
 屋上階段
 高圧水洗清掃  水圧10～15Mpa 5.2 ㎡
 機械基礎
 高圧水洗清掃  水圧10～15Mpa 28.2 ㎡
 屋上庭園床
 高圧水洗清掃  水圧10～15Mpa 108.0 ㎡
 屋上庭園床立上り
 高圧水洗清掃  水圧10～15Mpa 42.2 ㎡
 ﾊﾞﾙｺﾆｰ床
 高圧水洗清掃  水圧10～15Mpa 128.0 ㎡
 ﾊﾞﾙｺﾆｰ床立上り
 高圧水洗清掃  水圧10～15Mpa 23.2 ㎡
 屋外階段床
 高圧水洗清掃  水圧10～15Mpa 265.0 ㎡
 屋外階段床立上り
 高圧水洗清掃  水圧10～15Mpa 35.6 ㎡

 RF客席部屋根
 仮り防水  水性ｱｸﾘﾙ系防水材 260.0 ㎡

No.104



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅲ-2.防水改修

　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

 RF客席部屋根  X-1 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系
 塗膜防水  OTｺｰﾄ塗(ｼﾘｺﾝｸｰﾙ)共 260.0 ㎡

 既存RC面

 RF客席部屋根立上り  X-2 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系
 塗膜防水  既存RC面 18.3 ㎡
 RF客席部屋根
 脱気装置  ｽﾃﾝﾚｽ 塗膜防水用 6.0 か所
 RF舞台部分屋根  X-1 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系
 塗膜防水  OTｺｰﾄ塗(ｼﾘｺﾝｸｰﾙ)共 74.1 ㎡

 既存RC面

 RF舞台部分屋根立上り  X-2 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系
 塗膜防水  既存RC面 24.0 ㎡
 屋根  D-1
 露出ｱｽﾌｧﾙﾄ防水  既存RC面 939.0 ㎡
 2F屋根(基礎撤去 新設部)  D-1
 露出ｱｽﾌｧﾙﾄ防水  新設押えｺﾝｸﾘｰﾄ面 4.7 ㎡
 2F屋根(基礎撤去 新設部)  径6.0 100×100
 溶接金網敷  新設押えｺﾝｸﾘｰﾄ面 4.7 ㎡
 2F屋根(基礎撤去 新設部)  防水下地
 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ  新設押えｺﾝｸﾘｰﾄ面 4.7 ㎡
 屋根立上り  D-1 　
 露出ｱｽﾌｧﾙﾄ防水  既存RC面 127.0 ㎡
 屋根立上り  ｱﾙﾐ押え金物
 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水押え金物  ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾘﾝｸﾞ共 474.0 ｍ
 屋根立上り(基礎新設部)  D-1
 露出ｱｽﾌｧﾙﾄ防水  新設RC面 15.8 ㎡
 屋根立上り(基礎新設部)  B種 ｺｰﾝ処理無
 打放し面補修  防水下地 15.8 ㎡
 屋根
 脱気装置  ｽﾃﾝﾚｽ ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用 16.0 か所
 屋根  ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
 伸縮目地ｼｰﾘﾝｸﾞ打替え  20×10 808.0 ｍ
 笠木  X-2 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系
 塗膜防水  W120 既存RC面 41.5 ｍ
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中央公民館長寿命化改修工事 Ⅲ-2.防水改修

　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

 笠木  X-2 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系
 塗膜防水  W410×H140 糸幅550 153.0 ｍ

 既存RC面

 笠木  X-2 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系
 塗膜防水  W410×H145 糸幅555 100.0 ｍ

 既存RC面

 笠木  X-2 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系
 塗膜防水  W440×H140 糸幅580 21.2 ｍ

 既存RC面

 笠木  X-2 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系
 塗膜防水  W450×H140 糸幅590 12.5 ｍ

 既存RC面

 水切ｱｺﾞ  X-2 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系
 塗膜防水  W255 既存RC面 43.3 ｍ
 水切ｱｺﾞ  X-2 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系
 塗膜防水  H140 既存RC面 13.7 ｍ
 水切ｱｺﾞ  X-2 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系
 塗膜防水  W210×H140 糸幅350 125.0 ｍ

 既存RC面

 水切ｱｺﾞ  X-2 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系
 塗膜防水  W250×H140 糸幅390 23.2 ｍ

 既存RC面

 水切ｱｺﾞ  X-2 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系
 塗膜防水  W260×H140 糸幅400 4.0 ｍ

 既存RC面

 水切ｱｺﾞ  X-2 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系
 塗膜防水  W270×H140 糸幅410 15.4 ｍ

 既存RC面

No.106



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅲ-2.防水改修

　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

 水切ｱｺﾞ  X-2 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系
 塗膜防水  W320×H140 糸幅460 3.7 ｍ

 既存RC面

 水切ｱｺﾞ  X-2 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系
 塗膜防水  W370×H140 糸幅510 9.0 ｍ

 既存RC面

 水切ｱｺﾞ  X-2 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系
 塗膜防水  W450×H140 糸幅590 13.6 ｍ

 既存RC面

 水切ｱｺﾞ  X-2 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系
 塗膜防水  W80×H140 糸幅220 10.9 ｍ

 既存RC面

 水切ｱｺﾞ  変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
 目地ｼｰﾘﾝｸﾞ打替え  10×10 179.0 ｍ
 庇  X-2 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系
 塗膜防水  既存RC面 1.4 ㎡
 ﾊﾄ小屋天端  X-2 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系
 塗膜防水  既存RC面 6.9 ㎡
 ﾊﾄ小屋見付  X-2 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系
 塗膜防水  H130 既存RC面 4.2 ｍ
 ﾊﾄ小屋見付  X-2 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系
 塗膜防水  H145 既存RC面 2.8 ｍ
 ﾊﾄ小屋見付  X-2 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系
 塗膜防水  H200 既存RC面 2.6 ｍ
 ﾊﾄ小屋壁  X-2 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系
 塗膜防水  既存RC面 1.1 ㎡
 屋上階段踊場  X-2 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系
 塗膜防水  既存RC面 3.3 ㎡
 屋上階段段部  X-2 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系
 塗膜防水  既存RC面 1.9 ㎡
 梁天端  X-2 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系
 塗膜防水  W300 既存RC面 20.0 ｍ
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 梁天端  X-2 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系
 塗膜防水  W450 既存RC面 1.5 ｍ
 機械基礎天端  X-2 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系
 塗膜防水  既存RC面 17.2 ㎡
 機械基礎立上り  X-2 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系
 塗膜防水  既存RC面 11.0 ㎡
 新設太陽光基礎天端  X-2 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系
 塗膜防水  新設RC面 20.3 ㎡
 新設太陽光基礎天端  　
 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ  防水下地 20.3 ㎡
 新設太陽光基礎立上り  X-2 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系
 塗膜防水  新設RC面 18.1 ㎡
 新設太陽光基礎立上り  B種 ｺｰﾝ処理無
 打放し面補修  防水下地 18.1 ㎡
 新設機械基礎廻り  変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
 ｼｰﾘﾝｸﾞ  10×10 105.0 ｍ
 屋上庭園床
 耐候性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ  熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着 58.7 ㎡
 屋上庭園床
 塗膜防水  X-2 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 58.7 ㎡
 屋上庭園床
 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ全面補修  防水下地 58.7 ㎡
 屋上庭園排水溝  X-2 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系
 塗膜防水  W400×H80 糸幅480 8.4 ｍ
 屋上庭園排水溝  防水下地
 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ全面補修  W400×H80 糸幅480 8.4 ｍ
 屋上庭園床  ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
 伸縮目地ｼｰﾘﾝｸﾞ打替え  20×10 37.0 ｍ
 屋上庭園床立上り  熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着
 耐候性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ  H150 端部押えｼｰﾘﾝｸﾞ共 31.9 ｍ
 屋上庭園床立上り  　
 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ全面補修  張物下地 H150 31.9 ｍ
 屋上庭園植込床
 FRP防水  　 44.8 ㎡
 屋上庭園植込床
 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ全面補修  防水下地 44.8 ㎡
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 屋上庭園植込立上り
 FRP防水  既存PC桝面 3.1 ㎡
 屋上庭園植込立上り
 FRP防水  　 6.2 ㎡
 屋上庭園植込立上り
 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ全面補修  防水下地 6.2 ㎡
 ﾊﾞﾙｺﾆｰ床  ｱﾝｶｰﾋﾟｰﾆﾝｸﾞ部分
 ﾓﾙﾀﾙ浮き補修  ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 8.6 ㎡
 ﾊﾞﾙｺﾆｰ床  X-2 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系
 塗膜防水  OTｺｰﾄ塗(ｼﾘｺﾝｸｰﾙ)共 94.8 ㎡

 既存RC面

 ﾊﾞﾙｺﾆｰ床立上り  X-2 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系
 塗膜防水  W200 既存RC面 95.2 ｍ
 ﾊﾞﾙｺﾆｰ立上り  変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
 目地ｼｰﾘﾝｸﾞ打替え  10×10 95.2 ｍ
 3Fﾊﾞﾙｺﾆｰ床  X-1 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系
 塗膜防水  OTｺｰﾄ塗(ｼﾘｺﾝｸｰﾙ)共 33.6 ㎡

 既存RC面

 3Fﾊﾞﾙｺﾆｰ床立上り  X-2 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系
 塗膜防水  既存RC面 4.2 ㎡
 3Fﾊﾞﾙｺﾆｰ床  ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
 伸縮目地ｼｰﾘﾝｸﾞ打替え  20×10 31.6 ｍ
 屋外階段踊場  ｱﾝｶｰﾋﾟｰﾆﾝｸﾞ部分
 ﾓﾙﾀﾙ浮き補修  ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 7.2 ㎡
 屋外階段踊場  X-2 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系
 塗膜防水  OTｺｰﾄ塗(ｼﾘｺﾝｸｰﾙ)共 143.0 ㎡

 既存RC面

 屋外階段踊場排水溝  X-2 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系
 塗膜防水  W50 既存RC面 8.1 ｍ
 屋外階段踊場立上り  X-2 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系
 塗膜防水  W200 既存RC面 111.0 ｍ
 屋外階段踊場立上り  変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
 目地ｼｰﾘﾝｸﾞ打替え  10×10 111.0 ｍ
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 屋外階段段部  X-2 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系
 塗膜防水  OTｺｰﾄ塗(ｼﾘｺﾝｸｰﾙ)共 119.0 ㎡

 既存RC面

 屋外階段段部排水溝  X-2 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系
 塗膜防水  W50 既存RC面 56.2 ｍ
 屋外階段段部立上り  X-2 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系
 塗膜防水  W100～200 既存RC面 89.4 ｍ
 屋外階段段部立上り  変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
 目地ｼｰﾘﾝｸﾞ打替え  10×10 89.4 ｍ
 既存ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ取合い  変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
 ｼｰﾘﾝｸﾞ打替え  15×10 12.4 ｍ
 既存丸環取合い  変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
 ｼｰﾘﾝｸﾞ打替え  10×10 3.1 ｍ
 屋上  ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装 RB下地処理共
 既存ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ塗替え  径100　横形ろく屋根用 15.0 か所
 屋上庭園  ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装 RB下地処理共
 既存ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ塗替え  径100　横形ろく屋根用 2.0 か所
 屋上庭園  ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装 RB下地処理共
 既存ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ塗替え  径150　竪形ろく屋根用 1.0 か所
 ﾊﾞﾙｺﾆｰ､屋外階段  ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装 RB下地処理共
 既存ﾌﾛｱﾄﾞﾚｲﾝ塗替え  径100　竪形用 2.0 か所
 ﾊﾞﾙｺﾆｰ､屋外階段  ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装 RB下地処理共
 既存ﾌﾛｱﾄﾞﾚｲﾝ塗替え  径100　中継用 12.0 か所
 　  硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)
 呼樋  径100 L350 17.0 か所

 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)
 竪樋  径100 163.0 ｍ
 屋上
 樋受け石  PC製 3.0 か所

 小　計
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Ⅲ-3  外部改修工事

(1)  撤去 1.0 式

(2)  改修 1.0 式

 小　計

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位
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(1)  撤去

 　  　
 打継目地ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去  20×15 集積共 1,016.0 ｍ
 　  　
 誘発目地ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去  20×15 集積共 704.0 ｍ

 屋上庭園床
 炻器質ﾀｲﾙ撤去  下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共 58.7 ㎡
 屋上庭園排水溝
 炻器質ﾀｲﾙ撤去  下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共 4.0 ㎡
 屋上庭園立上り
 炻器質ﾀｲﾙ撤去  下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共 4.8 ㎡
 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾁ､ﾃﾗｽ床
 炻器質ﾀｲﾙ撤去  下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共 168.0 ㎡
 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾁ立上り
 炻器質ﾀｲﾙ撤去  下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共 5.4 ㎡
 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾁ床
 点字ﾌﾞﾛｯｸ撤去  300角 集積共 5.9 ㎡
 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾁ軒天
 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板撤去  厚5+5 集積共 34.6 ㎡
 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾁ軒天
 軽量鉄骨天井下地撤去  集積共 34.6 ㎡
 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾁ軒天
 ｱﾙﾐ廻縁撤去  集積共 33.2 ｍ
 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾁｽﾛｰﾌﾟ
 手摺撤去  ｽﾃﾝﾚｽ H800 集積共 19.9 ｍ
 屋上庭園
 透水管廻り砕石撤去  W300×H250 集積共 19.4 ｍ
 仮移植場
 土留めﾌﾞﾛｯｸ撤去  ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ H200 集積共 28.0 ｍ

 小　計
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(2)  改修

 外壁
 高圧水洗清掃  水圧10～15Mpa 2,568.0 ㎡
 手摺壁
 高圧水洗清掃  水圧10～15Mpa 410.0 ㎡
 手摺壁天端
 高圧水洗清掃  水圧10～15Mpa 28.0 ㎡
 根廻り
 高圧水洗清掃  水圧10～15Mpa 33.4 ㎡
 軒天
 高圧水洗清掃  水圧10～15Mpa 360.0 ㎡
 ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ擁壁
 高圧水洗清掃  水圧10～15Mpa 297.0 ㎡
 ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ擁壁天端
 高圧水洗清掃  水圧10～15Mpa 21.7 ㎡
 ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ排水溝
 高圧水洗清掃  水圧10～15Mpa 15.7 ㎡

 外壁  田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:
 ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ補修  ﾉﾝｶｯﾄﾌｨﾙﾑ工法同等 1.2 ｍ
 手摺壁  田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:
 ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ補修  ﾉﾝｶｯﾄﾌｨﾙﾑ工法同等 2.3 ｍ
 手摺壁天端  田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:
 ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ補修  ﾉﾝｶｯﾄﾌｨﾙﾑ工法同等 0.8 ｍ
 水切  田島ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ:
 ｺﾝｸﾘｰﾄひび割れ補修  ﾉﾝｶｯﾄﾌｨﾙﾑ工法同等 1.2 ｍ
 外壁  劣化部ﾊﾂﾘ除去､鉄筋発錆部
 ｺﾝｸﾘｰﾄ裂割れ補修  ｹﾚﾝ除去､ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填 1.0 か所

 W100×H75
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単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

 外壁  劣化部ﾊﾂﾘ除去､鉄筋発錆部
 ｺﾝｸﾘｰﾄ裂割れ補修  ｹﾚﾝ除去､ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填 1.0 か所

 W150×H100

 手摺壁  劣化部ﾊﾂﾘ除去､鉄筋発錆部
 ｺﾝｸﾘｰﾄ裂割れ補修  ｹﾚﾝ除去､ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填 1.0 か所

 W100×H100

 根廻り  ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ 16穴/㎡
 ﾓﾙﾀﾙ浮き補修  ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 4.9 ｍ

 欠損部 厚20ﾓﾙﾀﾙ補修
 H100

 根廻り  ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ 16穴/㎡
 ﾓﾙﾀﾙ浮き補修  ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 0.2 ｍ

 欠損部 厚20ﾓﾙﾀﾙ補修
 H150

 根廻り  ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ 16穴/㎡
 ﾓﾙﾀﾙ浮き補修  ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 9.8 ｍ

 欠損部 厚20ﾓﾙﾀﾙ補修
 H200

 根廻り  ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ 16穴/㎡
 ﾓﾙﾀﾙ浮き補修  ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 1.1 ｍ

 欠損部 厚20ﾓﾙﾀﾙ補修
 H300

 東側1Fﾄﾞｱ下  ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ 16穴/㎡
 ﾓﾙﾀﾙ割れ補修  ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 2.1 ｍ

 欠損部 厚20ﾓﾙﾀﾙ補修
 H100

 外壁  上塗材:ﾌｯ素
 可とう形改修塗材E  C-2補修共 2,568.0 ㎡

 既存RC面

 手摺壁  上塗材:ﾌｯ素
 可とう形改修塗材E  C-2補修共 410.0 ㎡

 既存RC面
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単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

 軒天  上塗材:ﾌｯ素
 可とう形改修塗材E  C-2補修共 360.0 ㎡

 既存RC面

 ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ擁壁  ﾌｧｳﾝﾃﾞｰｼｮﾝ工法
 ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し塗材  既存RC面 297.0 ㎡

 C-2補修共

 手摺壁天端  X-2 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系
 塗膜防水  W170 既存RC面 160.0 ｍ
 手摺壁天端  X-2 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系
 塗膜防水  W300 既存RC面 2.4 ｍ
 ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ擁壁天端  X-2 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系
 塗膜防水  W200 既存RC面 6.7 ｍ
 ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ擁壁天端  X-2 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系
 塗膜防水  W250 既存RC面 81.5 ｍ
 ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ排水溝  X-2 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系
 塗膜防水  W180×H50/150 糸幅380 41.4 ｍ

 既存RC面

 　  変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
 打継目地ｼｰﾘﾝｸﾞ打替え  20×15 1,016.0 ｍ
 　  変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
 誘発目地ｼｰﾘﾝｸﾞ打替え  20×15 704.0 ｍ

 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾁ､ﾃﾗｽ 床
 磁器質ﾀｲﾙ張  200角 無ゆう 180.0 ㎡
 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾁ､ﾃﾗｽ 床  　
 磁器質段鼻ﾀｲﾙ張  200角用 無ゆう 9.5 ｍ
 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾁ 巾木  100×200 無ゆう
 磁器質ﾀｲﾙ張  H100～400 21.5 ｍ

 A-015

 ﾃﾗｽ階段
 磁器質ﾀｲﾙ張  200角 無ゆう 2.7 ㎡
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単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

 ﾃﾗｽ階段  　
 磁器質段鼻ﾀｲﾙ張  200角用 無ゆう 8.5 ｍ
 ﾃﾗｽｽﾛｰﾌﾟ床
 磁器質ﾀｲﾙ張  200角 無ゆう 6.6 ㎡
 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾁ､ﾃﾗｽ床
 ﾓﾙﾀﾙ塗り  木ごて 一般ﾀｲﾙ下地 180.0 ㎡
 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾁ巾木  木ごて 一般ﾀｲﾙ下地
 ﾓﾙﾀﾙ塗り  H100～400 21.5 ｍ
 ﾃﾗｽ階段
 ﾓﾙﾀﾙ塗り  木ごて 一般ﾀｲﾙ下地 2.7 ㎡
 ﾃﾗｽｽﾛｰﾌﾟ床
 ﾓﾙﾀﾙ塗り  木ごて 一般ﾀｲﾙ下地 6.6 ㎡
 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾁ床
 点字ﾀｲﾙ  300角 注意喚起用 2.4 ㎡
 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾁ床
 点字ﾀｲﾙ  300角 誘導用 3.5 ㎡
 屋外階段踊場
 点字ﾀｲﾙ  300角 注意喚起用 13.1 ㎡
 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾁ軒天
 ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ  W100 ｶﾗｰ電解着色 34.6 ㎡
 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾁ軒天
 ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ用廻縁  ｶﾗｰ電解着色 33.2 ｍ
 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾁ軒天  25形(屋外)
 軽量鉄骨天井下地  ふところ1.0以上2.5m未満 34.6 ㎡

 金属成形板用 @360
 ｲﾝｻｰﾄ共

 ﾃﾗｽｽﾛｰﾌﾟ立上り天端  　
 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ  W150+150 吹付下地 4.4 ｍ
 ﾃﾗｽｽﾛｰﾌﾟ立上り  吹付下地
 打放し面補修  B種 ｺｰﾝ処理 1.8 ㎡
 ﾃﾗｽｽﾛｰﾌﾟ立上り  上塗材:ﾌｯ素
 可とう形改修塗材E  新設RC面 3.1 ㎡
 ﾃﾗｽｽﾛｰﾌﾟ  ｽﾃﾝﾚｽHL H850
 手摺  手摺:径32.0､支柱:径38.0 4.4 ｍ

 G-004(a断面図)
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 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾁ  ｱﾙﾐ押出型材 H800
 手摺  陽極酸化･塗装複合被覆 21.0 ｍ

 手摺:径42.7
 四国化成:SB手摺2段同等
 G-007

 屋上庭園床
 耐候性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ  熱溶接工法 ｴﾎﾟｷｼ接着 3.2 ㎡
 ﾃﾗｽ床 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張端末  変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
 ｼｰﾘﾝｸﾞ  10×10 16.9 ｍ
 2F屋上
 既存ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ清掃  600×600 ｱｸﾘﾄﾞｰﾑ 2.0 か所

 A-013

 R1F屋上
 既存ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ清掃  1300×1300 ｱｸﾘﾄﾞｰﾑ 2.0 か所

 A-013

 屋上
 既存丸環清掃  ｽﾃﾝﾚｽ 外径125 22.0 か所

 A-013

 　
 既存煙突陣笠清掃  ｽﾃﾝﾚｽ 1000×1000 1.0 か所

 A-014

 屋上階段  　
 既存手摺清掃  ｽﾃﾝﾚｽ H880 3.3 ｍ

 A-014

 ﾊﾞﾙｺﾆｰ  　
 既存手摺清掃  ｽﾃﾝﾚｽ H200 49.7 ｍ

 A-018
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 屋上階段  　
 既存手摺清掃  ｽﾃﾝﾚｽ H200 100.0 ｍ

 A-018

 屋上階段  　
 既存手摺清掃  ｽﾃﾝﾚｽ 2段 H360 10.3 ｍ

 A-019

 屋上階段  　
 既存壁付手摺清掃  ｽﾃﾝﾚｽ 径42.7 56.8 ｍ

 A-018

 屋上庭園
 既存手摺清掃  ｽﾃﾝﾚｽ H700 25.3 ｍ

 A-020

 屋上
 既存ﾀﾗｯﾌﾟ清掃  ｽﾃﾝﾚｽ W400×H2200 1.0 か所

 屋上
 既存ﾀﾗｯﾌﾟ清掃  ｽﾃﾝﾚｽ W400×H3500 1.0 か所

 屋上
 既存ﾀﾗｯﾌﾟ清掃  ｽﾃﾝﾚｽ W400×H5000 1.0 か所

 屋上庭園立上り
 既存ﾀｲﾙ清掃 16.1 ㎡

 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾁﾏｯﾄ下
 既存泥溜め消毒･清掃  ﾓﾙﾀﾙ 300×300×H300 4.0 か所

 A-015
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 ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾁ
 既存定礎板清掃  御影石 400×600×40 1.0 か所

 A-015

  
 既存館銘板清掃  ｽﾃﾝﾚｽ箱文字 18文字 150角 1.0 か所

 A-010

 施設名称ｻｲﾝ(大)  日本文:ﾁｬﾝﾈﾙ文字 SUS HL H300 1.0 か所
 21文字+16文字

 W1450×D1000×H200
 空調室外機基礎  ｺﾝｸﾘｰﾄ･型枠･鉄筋共 2.0 か所

 空調室外機基礎下
 ｺﾞﾑﾏｯﾄ敷  t5.0 2.9 ㎡

 ※植栽仮移植  外部駐車場を利用
 防水工事完了後再移植
 A-020

 屋上庭園
 客土移設･再設置  肥沃土 26.9 m3
 屋上庭園
 ﾅﾂﾂﾊﾞｷ仮移植･再移植  H2000 目通し周120 3本立 2.0 本
 屋上庭園
 ﾅﾂﾂﾊﾞｷ仮移植･再移植  H2500 目通し周150 3本立以上 4.0 本
 屋上庭園
 ﾅﾂﾂﾊﾞｷ仮移植･再移植  H3000 目通し周200 3本立以上 1.0 本
 屋上庭園
 ｺｸﾞﾏｻﾞｻ仮移植･再移植  H120 3芽立 70.0 本
 屋上庭園
 ｻﾂｷﾂﾊﾞｷ仮移植･再移植  H400 葉張500 40.0 本
 屋上庭園
 ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ仮移植･再移植  H600 葉張300 75.0 本
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 屋上庭園
 ｲﾇﾂｹﾞ仮移植･再移植  H1000 葉張400 20.0 本
 屋上庭園
 ﾂﾊﾞｷ仮移植･再移植  H1800 葉張500 12.0 本
 屋上庭園
 ｻｻﾞﾝｶ仮移植･再移植  H1800 葉張500 8.0 本
 屋上庭園
 景石移設･再設置  H750～1200程度 3.0 か所
 屋上庭園
 透水管取外し･再設置  径100 ﾎﾟﾗｺﾝﾊﾟｲﾌﾟ同等 19.4 ｍ
 屋上庭園
 透水管廻り砕石新設  W300×H250 19.4 ｍ
 仮移植場
 ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ養生 112.0 ㎡
 仮移植場
 土留め  ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ t150 H200 34.0 ｍ

 小　計
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Ⅲ-4  建具改修工事

(1)  撤去 1.0 式

(2)  改修 1.0 式

 小　計

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位
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(1)  撤去

 WD-3  
 親子開き戸撤去  W1200×H2000 ｽﾁｰﾙ枠共 1.0 か所
 AP-7
 電動ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝﾄﾞｱ撤去  W1200×H2000 枠共 1.0 か所
 TB-3
 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去  延L3280×H1900 1.0 か所
 TB-4
 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去  延L5295×H1900 1.0 か所
 TB-5
 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去  延L6625×H1900 1.0 か所
 TB-6
 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去  延L7210×H1900 1.0 か所
 TB-7
 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去  延L4410×H1900 1.0 か所

 ｶﾞﾗｽ撤去 4.1 ㎡
 AW-37
 ｼｰﾄ撤去  ｶﾞﾗｽ面 10.3 ㎡

 A-067

 AW-36  ｶﾞﾗｽ面 
 ｻｲﾝ撤去  50角×7か所･100角×1か所 1.0 か所

 A-067

 既存ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去手間 1,228.0 ｍ

 小　計
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単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

（2）  改修

1)  木製建具 1.0 式

2)  ｱﾙﾐ製建具 1.0 式

3)  ｱﾙﾐｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ 1.0 式

4)  鋼製建具 1.0 式

5)  軽量鋼製建具 1.0 式

6)  ｽﾃﾝﾚｽ製建具 1.0 式

7)  ｱﾙﾐﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 1.0 式

8)  ｴﾝｼﾞﾝ装置 1.0 式

9)  ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 1.0 式

10)  ｶﾞﾗｽ 1.0 式

11)  その他 1.0 式

 小　計
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単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

1)  木製建具

 既存木建面
 SOP塗替  下地調整RB種 13.0 ㎡

 既存ｽﾁｰﾙ枠面 糸200以下
 SOP塗替  錆止め塗装･下地調整RB種 14.4 ｍ

 小　計
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単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

2)  ｱﾙﾐ製建具

 AW-9  W7505×H1750
 ｱﾙﾐｻｯｼ一部改修  ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt3 W912×H250 1.0 か所
 AW-11  W5520×H1750
 ｱﾙﾐｻｯｼ一部改修  ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt3 W897×H250 1.0 か所
 AW-46  W3418×H1050
 ｱﾙﾐｻｯｼ一部改修  ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt3 W837×H500 1.0 か所
 AW-47  W6905×H1050
 ｱﾙﾐｻｯｼ一部改修  ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙt3 W837×H500 2か所 1.0 か所
 AP-1  W1250×H2020
 片引き自動ﾄﾞｱ  枠見込195 1.0 か所

 外付

 AW-51  W2730×H2565
 ﾓﾍｱ取付  両開き戸 1.0 か所

 既存ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 398.0 ㎡

 小　計
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3)  ｱﾙﾐｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ

 既存ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 99.7 ㎡

 小　計
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単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

4)  鋼製建具

 SD-1  W2700×H3100
 既存ﾄﾞｱ吊込調整  両開き戸 1.0 か所
 SD-2  W2100×H2500
 既存ﾄﾞｱ吊込調整  両開き戸 1.0 か所

 既存鋼建面
 DP-A塗替  錆止め塗装･下地調整RB種 354.0 ㎡

 既存鋼製建具ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ  SD-22･27･27' 12.9 ㎡

 小　計
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5)  ｽﾃﾝﾚｽ製建具

 SSD-1･1a･2･SS-3･4袖扉
 既存ｽﾃﾝﾚｽ製建具ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 109.0 ㎡
 ST-1～4
 既存ｽﾃﾝﾚｽ製建具ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ  糸300 42.1 ｍ

 小　計
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6)  軽量鋼製建具

 HSD-1
 額入片引きﾊﾝｶﾞｰ戸  W1200×H2000 1.0 か所

 扉:化粧亜鉛ﾒｯｷ鋼板
 簡易防音ﾀｲﾌﾟ
 A-073

 鋼製建具枠面 糸300以下
 DP-A塗り  錆止め塗装･素地ごしらえ共 5.2 ｍ

 小　計
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7)  ｱﾙﾐﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ

 AP-2･9･9'
 既存ｱﾙﾐﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 14.8 ㎡

 小　計

No.130



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅲ-4.建具改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

8)  ｴﾝｼﾞﾝ装置

 既存SSD-1  W2160×H2490 引分け用
 ｴﾝｼﾞﾝ装置  既存ｴﾝｼﾞﾝ装置取外し共 1.0 か所
 既存SSD-1a  W2160×H2490 引分け用
 ｴﾝｼﾞﾝ装置  既存ｴﾝｼﾞﾝ装置取外し共 1.0 か所
 AP-1
 ｴﾝｼﾞﾝ装置  W1250×H2020 片引き用 1.0 か所

 ﾀｯﾁ式

 小　計
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9)  ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

 TB-1（2F)  延L3385×H1900
 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ  高圧ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板t40 Rｴｯｼﾞ 1.0 か所

 扉W600 2枚
 隔て板W1200 1枚
 巾木:SUS H60

 TB-2（2F)  延L5625×H1900
 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ  高圧ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板t40 Rｴｯｼﾞ 1.0 か所

 扉W600 3枚
 隔て板W1400 2枚
 巾木:SUS H60

 TB-3  延L7020×H1900
 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ  高圧ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板t40 Rｴｯｼﾞ 1.0 か所

 扉W600 3枚
 隔て板W1200 2枚 W1600 1枚
 巾木:SUS H60

 TB-4  延L8505×H1900
 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ  高圧ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板t40 Rｴｯｼﾞ 1.0 か所

 扉W600 4枚
 隔て板W1500 3枚
 巾木:SUS H60

 TB-5  延L4720×H1900
 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ  高圧ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板t40 Rｴｯｼﾞ 1.0 か所

 扉W600 2枚
 隔て板W1050 2枚
 巾木:SUS H60

 TB-1(1F)
 既存ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ取外し再取付  延L3350×H1900 1.0 か所
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単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

 TB-2(1F)
 既存ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ取外し再取付  延L4820×H1900 1.0 か所

 既存木製建具ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ  TB-1(1F)･2(1F) 15.5 ㎡

 小　計
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単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

10)  ｶﾞﾗｽ

 ﾌﾛｰﾄｶﾞﾗｽ  t5 2.18㎡以下 (清掃別途) 2.6 ㎡

 網入型板ｶﾞﾗｽ  t6.8 2.18㎡以下 (清掃別途) 0.7 ㎡

 学校強化ｶﾞﾗｽ  t4 W150×H600 (副資材別途) 1.0 か所

 ｶﾞﾗｽ止ｼｰﾘﾝｸﾞ  両面 14.3 ｍ

 ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ  両面 6.8 ㎡

 既存ｶﾞﾗｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ  両面 1,164.0 ㎡

 小　計
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単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

11)  その他

 建具枠廻りｼｰﾘﾝｸﾞ打替  MS-2 15×10 1,228.0 ｍ

 建具枠廻りﾓﾙﾀﾙ詰 6.4 ｍ

 建具廻りﾓﾙﾀﾙ詰  W60×t150 97.9 ｍ
 A-025

 建具足元ﾓﾙﾀﾙ詰  W150×t47 22.4 ｍ

 小　計
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Ⅲ-5  内装改修工事

(1)  撤去 1.0 式

(2)  改修 1.0 式

 小　計

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位
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(1)  撤去

1)  内部 1.0 式

 小　計

No.137



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅲ-5.内装改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

1)  内部

 床  鉄筋切断共
 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去  ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 2.7 m3
 床  t10
 ﾀｲﾙ撤去  下地ﾓﾙﾀﾙt40撤去共 集積共 96.8 ㎡
 1F 男子便所 床下
 点検口廻りﾓﾙﾀﾙ撤去  集積共 0.5 ｍ
 床
 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去  t2.5 集積共 2.0 ㎡
 床
 ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱｼｰﾄ撤去  t1.8 集積共 7.2 ㎡
 床
 点字ｼｰﾄ撤去  300角 誘導用 集積共 102.0 か所
 床
 点字ｼｰﾄ撤去  300角 注意喚起用 集積共 48.0 か所

 ｿﾌﾄ巾木撤去  H100 t3.0 集積共 12.0 ｍ
 壁  t5
 ﾀｲﾙ撤去  張付ﾓﾙﾀﾙt15撤去共 集積共 310.0 ㎡
 天井
 軽量鉄骨天井下地撤去  19形 @225 集積共 66.4 ㎡
 天井
 軽量鉄骨天井下地撤去  19形 @300 集積共 117.0 ㎡
 天井
 軽量鉄骨天井下地撤去  19形 @360 集積共 838.0 ㎡
 下り天井  H=230
 軽量鉄骨天井下地撤去  19形 @360 集積共 2.8 ｍ
 天井
 化粧ﾎﾞｰﾄﾞ吸音板撤去  t3.2 不燃ｾﾗﾐｯｸ 集積共 30.0 ㎡

 ｶｯﾀｰ入れ  ﾓﾙﾀﾙ面 0.5 ｍ

 ｶｯﾀｰ入れ  ｺﾝｸﾘｰﾄ面 296.0 ｍ
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単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

 ｶｯﾀｰ入れ  大理石+RC ｶｳﾝﾀｰ部 2.8 ｍ

 床見切撤去  栂 50×100 集積共 2.2 ｍ
 下り天井
 見切り材撤去  塩ﾋﾞ 25×25 集積共 2.8 ｍ

 階段滑り止め撤去  ｽﾃﾝﾚｽ製 幅35 ｺﾞﾑﾀｲﾔ入 235.0 ｍ
 ﾌﾗｯﾄｴﾝﾄﾞ(ﾋﾞﾆﾙ製)共

  集積共

 ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ撤去  ｱﾙﾐ 集積共 55.1 ｍ
 1F 男子便所
 床下点検口撤去  600×600 集積共 1.0 か所
 1F ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ  W2760×D350 t140
 受付ｶｳﾝﾀｰ撤去  人工大理石 t25 1.0 か所

 集積共

 F-2a  ﾎﾟﾘﾌﾗｯｼｭ t20
 木製戸棚撤去  上段:W1050×D250×H800 2.0 か所

 棚板:2段
  下段:W1050×D370×H800

 棚板:1段
  集積共
 F-2a  ﾎﾟﾘﾌﾗｯｼｭ t20
 木製戸棚撤去  上段:W520×D250×H800 1.0 か所

 棚板:2段
  下段:W520×D370×H800

 棚板:1段
  集積共
 F-1  L1200×D600×H800
 ｷｯﾁﾝ撤去  上部 吊り戸棚､ﾌｰﾄﾞ共 3.0 か所

 集積共
 A-022

 1F ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ  ｽﾁｰﾙ製 W1850×D90×H1690
 案内板撤去  集積共 1.0 か所
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単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

 1F 廊下1  50角9文字+100角7文字
 ｶﾞﾗｽｼｰﾄ文字撤去  集積共 1.0 か所
 2F 女子便所
 洗面化粧台撤去  L1580 集積共 1.0 か所
 2F 男子便所
 洗面化粧台撤去  L1700 集積共 1.0 か所
 3F 男子･女子便所
 洗面化粧台撤去  L1880 集積共 2.0 か所

 ＜サイン＞  
 No.6  W1500×H300 壁付
 総合受付案内ｻｲﾝ撤去  本体:ｱﾙﾐ複合ﾊﾟﾈﾙt3.0 接着 1.0 か所

 捨貼ｱﾙﾐ t3.0 ﾋﾞｽ止め
  表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ巻込貼
 No.11  400角 壁付
 階段踊り場階数表示ｻｲﾝ撤去  本体:ｱﾙﾐ複合ﾊﾟﾈﾙ t3.0 接着 2.0 か所

 捨貼ｱﾙﾐ t3.0 ﾋﾞｽ止め
  表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ巻込貼
 No.13  W450×D50×H150 壁付
 室名ｻｲﾝ（小）撤去  本体:ｱﾙﾐ複合ﾊﾟﾈﾙ t3.0 16.0 か所

 下地:ﾎﾟﾝﾃﾞ鋼板曲加工 ﾋﾞｽ止め
  表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ巻込貼
 No.14  W700×D50×H150 壁付
 室名ｻｲﾝ（大）撤去  本体:ｱﾙﾐ複合ﾊﾟﾈﾙ t3.0 2.0 か所

 下地:ﾎﾟﾝﾃﾞ鋼板曲加工 ﾋﾞｽ止め
  表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ巻込貼
 No.16  W800×H2350 壁付
 男女ﾄｲﾚﾌﾟﾚｰﾄｻｲﾝ撤去  本体:ｱﾙﾐ複合ﾊﾟﾈﾙ t3.0 接着 4.0 か所

 捨貼ｱﾙﾐ t3.0 ﾋﾞｽ止め
  表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ巻込貼
 No.17  W1070×H600 壁付
 ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚｻｲﾝ撤去  本体:ｱﾙﾐ複合ﾊﾟﾈﾙ t3.0 接着 2.0 か所

 捨貼ｱﾙﾐ t3.0 ﾋﾞｽ止め
  表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ巻込貼
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 No.18  W250×H360 4台/か所 壁付
 ｺﾞﾐ分別ｻｲﾝﾌﾟﾚｰﾄ撤去  本体:ｱﾙﾐ複合ﾊﾟﾈﾙ t3.0 接着 2.0 か所

 捨貼ｱﾙﾐ t3.0 ﾋﾞｽ止め
  表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ巻込貼
 No.20  W1820×H2000 扉付
 ｶﾞﾗｽ自動ﾄﾞｱﾌｫｸﾞﾗｽｼｰﾄｻｲﾝ撤去  文字:H50､100 11+7文字 1.0 か所

 ｼｰﾄ切文字
  衝突安全ｼｰﾄ:ﾌｫｸﾞﾗｽｼｰﾄ H950
 No.23  W1715×H515 壁付
 ﾄｲﾚ誘導ｻｲﾝ撤去  本体:ｱﾙﾐ複合ﾊﾟﾈﾙ t3.0 接着 1.0 か所

 捨貼ｱﾙﾐ t3.0 ﾋﾞｽ止め
  表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ巻込貼
 No.24  W1600×H190 壁付
 ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ入口ｻｲﾝ撤去  本体:ﾎﾟﾝﾃﾞ鋼板 曲加工 1.0 か所

 ｱﾝｶｰﾋﾞｽ止め
  表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ貼
 No.29  W1000×H300 天井吊
 吊り下げ誘導ｻｲﾝ-2撤去  本体:ｱﾙﾐ複合ﾊﾟﾈﾙt3.0 1.0 か所

 吊下金物加工
  表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ上貼 両面仕様

 小　計
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(2)  改修

1)  内部 1.0 式

 小　計
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1)  内部

 ＜床＞  
 床  金ごて 張物下 厚47
 ﾓﾙﾀﾙ塗り  既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面 434.0 ㎡
 床  金ごて 張物下 厚48
 ﾓﾙﾀﾙ塗り  既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面 105.0 ㎡
 床  金ごて 張物下 厚48
 ﾓﾙﾀﾙ塗り  既存ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ面 13.7 ㎡
 床  張物下
 薄塗ﾓﾙﾀﾙ  既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面 616.0 ㎡
 床  張物下
 薄塗ﾓﾙﾀﾙ  既存ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ面 11.8 ㎡
 1F 男子便所 床下
 点検口廻りﾓﾙﾀﾙ詰  0.5 ｍ
 床  t2.0 熱溶接工法
 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　階段室含む  一般部 (無地) 591.0 ㎡
 床  t2.0 熱溶接工法
 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ  多湿部 (無地) 112.0 ㎡
 床  t2.0 木目 熱溶接工法
 階段ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ  一般部 11.8 ㎡
 床  t2.0 熱溶接工法
 汚垂れｼｰﾄ  多湿部 6.5 ㎡
 床  ﾎﾓｼﾞﾆｱｽ t3.0
 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ  一般部 436.0 ㎡
 床  ﾎﾓｼﾞﾆｱｽ t3.0
 階段ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ  一般部 23.6 ㎡
 床  300角 誘導用
 点字ｼｰﾄ  塩化ﾋﾞﾆﾙ製 9.3 ㎡
 床  300角 注意喚起用
 点字ｼｰﾄ  塩化ﾋﾞﾆﾙ製 8.5 ㎡
 床  張物下
 ｹﾚﾝ清掃  既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面 616.0 ㎡
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単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

 床  張物下
 ｹﾚﾝ清掃  既存ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ面 11.8 ㎡

 床清掃  256.0 ㎡

 ＜幅木・壁＞  
 巾木  t47 張物下
 ﾓﾙﾀﾙ塗り  既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面 10.3 ㎡

 ﾋﾞﾆﾙ巾木  H100 349.0 ｍ

 階段ﾋﾞﾆﾙ巾木  高さ330 45.5 ｍ
 給湯室  半磁器質 100角
 内装壁ﾀｲﾙ張り  下地ﾓﾙﾀﾙ別途 34.6 ㎡
 便所  半磁器質 100×200
 内装壁ﾀｲﾙ張り  下地ﾓﾙﾀﾙ別途 269.0 ㎡
 壁
 ﾓﾙﾀﾙ塗り  木ごて 内壁ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地 厚15 304.0 ㎡

 消火栓廻りﾓﾙﾀﾙ詰  W100×t140 27.8 ｍ
 A-025

 壁
 軽量鉄骨壁下地  65形 下地張りなし @300 6.4 ㎡
 壁  ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚8
 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り  鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 1.3 ㎡

 目透かし
 
 壁  厚12.5 不燃
 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R)  鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 7.1 ㎡

 継目処理
 

 壁清掃  444.0 ㎡
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単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

 ＜天井＞  
 天井
 ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ  W100 LGS面 (ｶﾗｰ電解着色) 30.0 ㎡
 天井  19形(屋内)
 軽量鉄骨天井下地  ふところ1.5m未満 188.0 ㎡

 下地張りなし @225
  ｲﾝｻｰﾄ別途
 天井  19形(屋内)
 軽量鉄骨天井下地  ふところ1.5m未満 806.0 ㎡

 下地張りあり @360
  ｲﾝｻｰﾄ別途
 天井  19形(屋内)
 軽量鉄骨天井下地  ふところ1.5m未満 30.0 ㎡

 金属成形板用 @360
  ｲﾝｻｰﾄ別途
 下り天井  19形(屋内)
 軽量鉄骨下がり壁下地  H300～500程度 2.8 ｍ

 軽量鉄骨天井開口補強  1.0 式

 天井ｲﾝｻｰﾄ  既存RC面 1,024.0 ㎡
 天井  ﾌﾗｯﾄ 内部用 厚12 不燃
 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り(DR)  下張GB-NC厚9.5共 806.0 ㎡
 下り天井  H=230
 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り(DR)  ﾌﾗｯﾄ 内部用 厚12 不燃 2.8 ｍ

 下張GB-NC厚9.5共
 
 天井
 化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-D)  厚9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 突付け 188.0 ㎡

 ｱﾙﾐ製
 天井廻縁  ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ用 25.9 ｍ

 天井廻縁  塩化ﾋﾞﾆﾙ製 675.0 ｍ

 天井清掃  223.0 ㎡
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 ＜その他＞  
 B1F 清掃員更衣室
 上框  木製 30×50 2.2 ｍ

 A-025

 1F 授乳室  木製
 ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ  W180+H180 t25 壁付L型 1.1 ｍ

 A-039

 1F 便所  ﾗﾜﾝ合板 Ⅰ類 見え隠れ
 L型手摺取付補強板  t12 900×900 2.0 か所
 下り天井
 ｺｰﾅｰ見切  25×25 (塩ﾋﾞ) 2.8 ｍ

 A-015

 ｽﾃﾝﾚｽ製 幅35 ｺﾞﾑﾀｲﾔ入
 階段滑り止め  ﾌﾗｯﾄｴﾝﾄﾞ(ﾋﾞﾆﾙ製)共 235.0 ｍ

 接着工法
  A-030
 1F ﾛﾋﾞｰ
 床見切  SUS 14.2 ｍ

 A-015

 ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ  ｱﾙﾐ製 ｼﾝｸﾞﾙ (軽量用) 1.1 ｍ
 各階 便所
 吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ  ｱﾙﾐ製 6.6 ｍ

 ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ  ｼﾙﾊﾞｰ ﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5 50.4 ｍ

 天井点検口  450角 ｱﾙﾐ 40.0 か所
 1F 男子便所  一般型充填用 ｱﾙﾐ目地
 床下点検口  600×600 1.0 か所
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 1F ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ  W1375×D400×H750
 受付ｶｳﾝﾀｰ  ﾀﾓ集成材 t50 UC塗 1.0 か所

 支柱ﾊﾟｲﾌﾟ:SUS HL t2.0 φ60
  ﾌﾞﾗｹｯﾄ SUS FB W50

 75×200 2か所
  A-043
 1F ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ  W1375×D400×H990
 受付ｶｳﾝﾀｰ  ﾀﾓ集成材 t50 UC塗 1.0 か所

 支柱ﾊﾟｲﾌﾟ:SUS HL t2.0 φ60
  ﾌﾞﾗｹｯﾄ SUS FB W50

 75×200 2か所
  A-043
 1F 授乳室  L2350×D450
 ｶｳﾝﾀｰ  ﾀﾓ集成材 t35 UC 1.0 か所

 SUS FB-60 W50加工
  200×75 2か所

 A-029
 
 1､2F 男子便所  150×150 三角形
 棚  t15 ﾎﾟﾘﾌﾗｯｼｭ 2.0 か所
 1､2F 掃除用具入  W300×D150
 棚  t15 ﾎﾟﾘﾌﾗｯｼｭ 2.0 か所

 A-023
 
 F-2a  上段:W970×D270×H850
 収納戸棚  可動棚:2段 2.0 か所

 棚受:9段 @50
  扉木口:ｾﾌﾃｨｰｴｯｼﾞ

 耐震ﾗｯﾁ共
  下段:W970×D370×H800

 天板:ﾀﾓ集成材 t30 R5加工 UC塗装
  共

 可動棚:1段
  棚受:5段 @50

 扉木口:ｾﾌﾃｨｰｴｯｼﾞ
  A-079
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 F-2b  上段:W520×D270×H850
 収納戸棚  可動棚:2段 1.0 か所

 棚受:9段 @50
  扉木口:ｾﾌﾃｨｰｴｯｼﾞ

 耐震ﾗｯﾁ共
  下段:W520×D370×H800

 天板:ﾀﾓ集成材 t30 R5加工 UC塗装
  共

 可動棚:1段
  棚受:5段 @50

 扉木口:ｾﾌﾃｨｰｴｯｼﾞ
  A-079
 F-1  W1200 ﾍﾞｰｼｯｸﾀｲﾌﾟ
 ｷｯﾁﾝ  加熱機器なし 3.0 か所

 吊戸棚 W1200×D370×H470共
  LIXIL:Tio同等

 A-079

 各階 便所
 洗面器用手摺  樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ φ32 6.0 か所
 各階 男子便所
 小便器用手摺  樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ φ32 5.0 か所
 1､2F 男子便所
 Ｌ型手摺  RC面取付 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ φ32 2.0 か所
 各階 便所
 Ｌ型手摺  ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ面 樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ φ32 4.0 か所
 1F 授乳室
 ｵﾑﾂ交換台  W620×D850×H930 1.0 か所

 ｵﾓｲｵ:ｵﾑﾂっ子たっち BR-TC同等
  A-029
 1F 授乳室
 ｵﾑﾂ交換台  ｺﾝﾋﾞ:縦型 1.0 か所

 ｽﾏｰﾄﾎｰﾙﾄﾞ OK-F11同等
  A-029
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 3F ﾎﾜｲｴ  L2850程度
 手摺補修  ﾋﾞｽ止め 3か所 1.0 か所

 A-004､A-034

 額縁ｶｯﾄ手間  8mmｶｯﾄ (10.7mm→2.0mm) 1.9 ｍ
 A-046

 天井点検口取外し・再取付  450角 4.0 か所

 天井点検口取外し・再取付  600角 36.0 か所
 1F 事務室
 ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取外し･再取付  ﾀﾞﾌﾞﾙ 壁付 3.9 ｍ

 A-036

 1F 図書室他
 鏡 取外し･再設置  450×600 1.0 か所

 A-036

 1F 女子便所
 洗面化粧台 取外し･再設置  L1580 1.0 か所
 1F 男子便所
 洗面化粧台 取外し･再設置  L1700 1.0 か所
 2F 女子便所
 洗面化粧台新設  L1580 洗面器開口2か所 1.0 か所
 2F 男子便所
 洗面化粧台新設  L1700 洗面器開口2か所 1.0 か所
 3F 男子･女子便所
 洗面化粧台新設  L1880 洗面器開口2か所 2.0 か所
 1F 男子便所
 ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ 取外し･再設置  W600程度 1.0 か所

 A-021

 1F 授乳室前廊下
 手洗いｶｳﾝﾀｰ  L1500 洗面器開口1か所 1.0 か所
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 1F 身障者用便所
 ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ 取外し･再設置  W600程度 1.0 か所

 A-024

 1F 身障者用便所
 ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ 取外し･再設置  W300程度 1.0 か所

 A-024

 1F 廊下-3
 既存掲示板 取外し･再設置  1800×1200 1.0 か所

 A-039

 1F ﾛﾋﾞｰ
 既存掲示板 取外し･再設置  2700×1200 1.0 か所

 A-025

 2F 廊下
 既存掲示板 取外し･再設置  1800×900 1.0 か所
 1F 廊下-3
 SUSﾌﾟﾚｰﾄｻｲﾝ 取外し･再設置  200角 1.0 か所

 A-028

 1F 廊下-3他  1500×1500
 絵画 取外し･再設置  絵画名入 2.0 か所

 A-028､A-030

 3F ﾛﾋﾞｰ3
 化粧ﾄﾞｰﾑﾙｰﾊﾞｰ 取外し･再設置  1300×1300 1.0 か所

 A-055

 壁ｱﾙﾐﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ清掃  26.5 ㎡
 1､2F 男子便所
 ﾗｲﾆﾝｸﾞ甲板清掃  W150 10.8 ｍ
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 ACW
 額縁清掃  ｱﾙﾐ面 31.9 ｍ

 A-017

 階段
 笠木清掃  ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ面 21.7 ｍ

 A-017

 各階 便所他
 鏡清掃  7.5 ㎡

 A-023､A-052､A-053

 ＜サイン＞  
 No.5  W1200×H1700 自立
 総合案内ﾌｨﾙﾑｻｲﾝ  本体:既存ﾊﾟﾈﾙ 1.0 か所

 表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ
 
 No.6  W1500×H300 壁付
 総合受付案内ｻｲﾝ  本体:ｱﾙﾐ複合ﾊﾟﾈﾙt3.0 接着 1.0 か所

 捨貼ｱﾙﾐ t3.0 ﾋﾞｽ止め
  表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ巻込貼
 No.7  W200×H200 突出
 突出しｻｲﾝ200  本体:ｱﾙﾐ複合ﾊﾟﾈﾙ t3.0 2.0 か所

 ｽﾁｰﾙ曲加工 塗装仕上
  表示:IJ印刷 両面仕様
 No.8  W2400×H1200 壁付
 全館案内ｻｲﾝ  本体:ｱﾙﾐ複合ﾊﾟﾈﾙt3.0 接着 1.0 か所

 捨貼ｱﾙﾐ t3.0 ﾋﾞｽ止め
  表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ巻込貼

 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ照明
 
 No.9  200角 壁付
 壁面ﾌﾟﾚｰﾄｻｲﾝ200  本体:ｱﾙﾐ複合ﾊﾟﾈﾙt3.0 3.0 か所

 捨板 t3.0 ﾋﾞｽ止め
  表示:IJ印刷 片面仕様
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 No.10  300角 突出
 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ突出ｻｲﾝ300  本体:ｱﾙﾐ複合ﾊﾟﾈﾙ t3.0 3.0 か所

 ｽﾁｰﾙ曲加工 塗装仕上
  表示:IJ印刷 両面仕様
 No.11  400角 壁付
 階段踊り場階数表示ｻｲﾝ  本体:ｱﾙﾐ複合ﾊﾟﾈﾙ t3.0 接着 2.0 か所

 捨貼ｱﾙﾐ t3.0 ﾋﾞｽ止め
  表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ巻込貼
 No.12  W450×H650 壁付
 ＥＶ案内ｻｲﾝ  本体:ｱﾙﾐ複合ﾊﾟﾈﾙ t3.0 1.0 か所

 ﾏｸﾞﾈｯﾄｼｰﾄt1.5 止め
  表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ巻込貼
 No.13  W450×D50×H150 壁付
 室名ｻｲﾝ（小）  本体:ｱﾙﾐ複合ﾊﾟﾈﾙ t3.0 16.0 か所

 下地:ﾎﾟﾝﾃﾞ鋼板曲加工 ﾋﾞｽ止め
  表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ巻込貼
 No.14  W700×D50×H150 壁付
 室名ｻｲﾝ（大）  本体:ｱﾙﾐ複合ﾊﾟﾈﾙ t3.0 2.0 か所

 下地:ﾎﾟﾝﾃﾞ鋼板曲加工 ﾋﾞｽ止め
  表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ巻込貼
 No.15  W1000×H300 天井吊
 吊り下げ誘導ｻｲﾝ-1  本体:既存ﾍﾞｰｽ板 1.0 か所

 表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ上貼
 
 No.16  W800×H2350 壁付
 男女ﾄｲﾚﾌﾟﾚｰﾄｻｲﾝ  本体:ｱﾙﾐ複合ﾊﾟﾈﾙ t3.0 接着 4.0 か所

 捨貼ｱﾙﾐ t3.0 ﾋﾞｽ止め
  表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ巻込貼
 No.17  W1070×H600 壁付
 ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚｻｲﾝ  本体:ｱﾙﾐ複合ﾊﾟﾈﾙ t3.0 接着 2.0 か所

 捨貼ｱﾙﾐ t3.0 ﾋﾞｽ止め
  表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ巻込貼
 No.18  W250×H360 4台/か所 壁付
 ｺﾞﾐ分別ｻｲﾝﾌﾟﾚｰﾄ  本体:ｱﾙﾐ複合ﾊﾟﾈﾙ t3.0 接着 2.0 か所

 捨貼ｱﾙﾐ t3.0 ﾋﾞｽ止め
  表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ巻込貼
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 No.19  W2220×H2400 門型 壁付
 入口ｹﾞｰﾄｻｲﾝ  本体:既存ｹﾞｰﾄﾍﾞｰｽ 1.0 か所

 文字:H65､130 11+7文字
  ﾁｬﾝﾈﾙ文字 SUS HL仕上

 表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ指定色
  ｶﾗｰｼｰﾄ上貼
 No.20  W1820×H2000 扉付
 ｶﾞﾗｽ自動ﾄﾞｱﾌｫｸﾞﾗｽｼｰﾄｻｲﾝ  文字:H50､100 11+7文字 1.0 か所

 ｼｰﾄ切文字
  衝突安全ｼｰﾄ:ﾌｫｸﾞﾗｽｼｰﾄ H950

 No.21  W700×H970 壁付
 客室案内ｻｲﾝ  本体: 1.0 か所

 既存ｱﾙﾐ複合ﾊﾟﾈﾙ t3.0 接着
  表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ巻込貼
 No.22  W1400×H2115 扉付
 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ扉ｻｲﾝ  本体:既存EV扉素地のまま 3.0 か所

 表示:扉ﾃﾞｻﾞｲﾝｼｰﾄ
  ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ上貼
 No.23  W1715×H515 壁付
 ﾄｲﾚ誘導ｻｲﾝ  本体:ｱﾙﾐ複合ﾊﾟﾈﾙ t3.0 接着 1.0 か所

 捨貼ｱﾙﾐ t3.0 ﾋﾞｽ止め
  表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ巻込貼
 No.24  W1600×H190 壁付
 ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ入口ｻｲﾝ  本体:ﾎﾟﾝﾃﾞ鋼板 曲加工 1.0 か所

 ｱﾝｶｰﾋﾞｽ止め
  表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ貼
 No.25  W600×H750 壁付
 ﾌﾛｱ案内ｻｲﾝ  本体:ｱﾙﾐ複合ﾊﾟﾈﾙ t3.0 接着 2.0 か所

 捨貼ｱﾙﾐ t3.0 ﾋﾞｽ止め
  表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ巻込貼
 No.27  W460×H1350 自立
 自立ｽﾀﾝﾄﾞ誘導ｻｲﾝ  本体:既存ｽﾀﾝﾄﾞ 2.0 か所

 表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ巻込貼
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 No.28  H=30､40 扉付
 ｼｰﾄ切り文字ｻｲﾝ  表示:ﾏｽｷﾝｸﾞﾌｨﾙﾑ貼 20.0 か所

 ｼｰﾄ切文字
 
 No.29  W1000×H300 天井吊
 吊り下げ誘導ｻｲﾝ-2  本体:ｱﾙﾐ複合ﾊﾟﾈﾙt3.0 1.0 か所

 吊下金物加工
  表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ上貼 両面仕様

 小　計
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Ⅲ-6  塗装改修工事

(1)  改修 1.0 式

 小　計

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位
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単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

(1)  改修

1)  外部 1.0 式

2)  内部 1.0 式

 小　計
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1)  外部

 ﾄﾞｰﾑ屋根  2液性雀溶剤系ﾌｯ素樹脂
 屋根用高反射率塗  RB下地処理共 192.0 ㎡

 既存銅板屋根面
 ｷｸｽｲ:SPﾊﾟﾜｰｻｰﾓF同等
 A-015

 既存屋上配管用架台  既存亜鉛めっき鋼面
 DP塗替え  下地調整共 3.0 ㎡

 A-013

 既存高架水槽鉄骨架台  既存亜鉛めっき鋼面
 DP塗替え  下地調整共 25.9 ㎡

 A-014

 ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ擁壁ﾌｪﾝｽ  既存鉄鋼面
 DP塗替え  下地調整共 99.0 ㎡

 既存避雷導体ｵﾆﾖﾘ線  既存鉄鋼面 糸幅300mm以下
 DP塗替え  下地調整共 194.0 ｍ

 A-013

 既存避雷針  既存鉄鋼面 糸幅300mm以下
 DP塗替え  下地調整共 20.0 ｍ

 軒天  既存けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面
 EP-G塗替え  下地調整共 33.2 ㎡
 既存ﾏﾝﾎｰﾙ蓋  既存鋳鉄面 径300
 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ樹脂塗替え  RB下地処理共 3.0 か所

 A-020
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 小　計

No.158



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅲ-6.塗装改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

2)  内部

 巾木  既存ﾓﾙﾀﾙ面
 EP-G塗り  工程B種(一般) 10.5 ㎡

 下地調整RB種(塗替え面)

 壁  ﾓﾙﾀﾙ面
 EP-G塗り  工程B種(一般) 8.8 ㎡

 素地ごしらえB種共
 A-025

 壁  ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)
 EP-G塗り  工程B種(一般) 7.1 ㎡

 素地ごしらえA種共

 壁  けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面
 EP-G塗り  工程B種(一般) 1.3 ㎡

 素地ごしらえB種共

 壁  既存ﾓﾙﾀﾙ面
 EP-G塗り  工程B種(一般) 1,076.0 ㎡

 下地調整RB種(塗替え面)

 壁  既存ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)
 EP-G塗り  工程B種(一般) 32.8 ㎡

 下地調整RB種(塗替え面)

 天井  既存ﾓﾙﾀﾙ面
 EP-G塗り  工程B種(見上) 50.1 ㎡

 下地調整RB種(塗替え面)

 段裏  既存ﾓﾙﾀﾙ面
 EP-G塗り  工程B種(見上) 54.1 ㎡

 下地調整RB種(塗替え面)

No.159



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅲ-6.塗装改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

 天井  既存ﾎﾞｰﾄﾞ面
 EP-G塗り  工程B種(見上) 9.9 ㎡

 下地調整RB種(塗替え面)

 木部 糸幅300mm以下
 SOP塗り  工程B種 1.1 ｍ

 素地ごしらえB種共

 木部
 SOP塗り  工程B種 1.6 ㎡

 素地ごしらえB種共

 既存木部 糸幅300mm以下
 SOP塗り  工程B種 309.0 ｍ

 下地調整RB種(塗替え面)

 既存鉄鋼面
 DP-A塗替  錆止め塗装･下地調整RB種 53.9 ㎡

 小　計

No.160



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅲ-7.躯体改修

Ⅲ-7  躯体改修工事

(1)  撤去 1.0 式

(2)  改修 1.0 式

 小　計

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位
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中央公民館長寿命化改修工事 Ⅲ-7.躯体改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

(1)  撤去

 鉄筋切断共
 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去  ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 5.8 m3

 ｶｯﾀｰ入れ  ｺﾝｸﾘｰﾄ面 74.1 ｍ

 小　計

No.162



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅲ-7.躯体改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

(2)  改修

1)  土工 1.0 式

2)  地業 1.0 式

3)  鉄筋 1.0 式

4)  ｺﾝｸﾘｰﾄ 1.0 式

5)  型枠 1.0 式

6)  鉄骨 1.0 式

 小　計
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中央公民館長寿命化改修工事 Ⅲ-7.躯体改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

1)  土工

 根切  小規模土工 4.8 m3

 床付け 5.0 ㎡

 埋戻し(B種)  小規模土工 発生土 3.6 m3

 敷きならし  締め固め共 1.2 m3

 土工機械運搬     根切り、埋戻し(小規模土工) 2.0 往復

 小　計

No.164



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅲ-7.躯体改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

2)  地業

 再生切込砕石 
 砂利地業  t100 基礎下 0.5 m3

 再生切込砕石 
 砂利地業  t100 土間下 0.7 m3

 再生切込砕石 
 砂利地業  t150 土間下 15.6 m3

 小　計
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中央公民館長寿命化改修工事 Ⅲ-7.躯体改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

3)  鉄筋

 異形鉄筋  SD295 D10 1.0 ｔ

 異形鉄筋  SD295 D13 1.0 ｔ

 鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  鉄くずH2等級 ▲0.1 ｔ

 鉄筋加工組立  小型構造物 1.9 ｔ

 鉄筋運搬費  4t車 30km程度 1.9 ｔ

 あと施工ｱﾝｶｰ  材工共 金属系 下向打 D10 532.0 本

 あと施工ｱﾝｶｰ  材工共 金属系 横向打 D10 64.0 本

 小　計

No.166



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅲ-7.躯体改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

4)  ｺﾝｸﾘｰﾄ

 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ  Fc=21 S=18 11.5 m3
 基礎
 躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ  Fc=21 S=18 1.2 m3
 地下
 躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ  Fc=21 S=18 0.2 m3
 地上
 躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ  Fc=21 S=18 5.9 m3
 内部
 防水押えｺﾝｸﾘｰﾄ  Fc=18 S=18 0.3 m3

 構造体強度補正 1.0 式

 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 1.0 式
 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 

 目荒らし  床 8.3 ㎡

 小　計
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中央公民館長寿命化改修工事 Ⅲ-7.躯体改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

5)  型枠

 小型構造物用型枠  擁壁、囲障の基礎等 23.0 ㎡
 地下軸部 

 普通合板型枠  耐震改修用 1.1 ㎡
 地上軸部 

 普通合板型枠  耐震改修用 41.5 ㎡

 型枠運搬費  4t車 30km程度 65.6 ㎡

 小　計

No.168



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅲ-7.躯体改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

6)  鉄骨

 室外機基礎架台鉄骨  ﾒｯｷ 1.0 式

 小　計

No.169



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅲ-8.環境配慮改修

Ⅲ-8  環境配慮改修工事

(1)  撤去 1.0 式

 小　計

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位
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中央公民館長寿命化改修工事 Ⅲ-8.環境配慮改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

(1)  撤去

1)  外部 1.0 式

2)  内部 1.0 式

 小　計
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中央公民館長寿命化改修工事 Ⅲ-8.環境配慮改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

1)  外部

 粉じん飛散抑制剤吹付  ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材面 260.0 ㎡
 RF客席部屋根
 露出ｱｽﾌｧﾙﾄ防水撤去  ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾚﾍﾞﾙ3 集積共 260.0 ㎡

 小　計

No.172



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅲ-8.環境配慮改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

2)  内部

 粉じん飛散抑制剤吹付  ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材面 2,122.0 ㎡
 床  t15 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有LV3
 ﾀｲﾙ撤去  下地ﾓﾙﾀﾙt35撤去共 437.0 ㎡
 巾木  H100
 ﾀｲﾙ撤去  t15 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有LV3 90.3 ｍ

 下地ﾓﾙﾀﾙt35撤去共
 
 床
 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ撤去  t2.8 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有LV3 587.0 ㎡

 A-002

 床
 階段長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ撤去  t2.8 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有LV3 35.3 ㎡

 A-002

 H100 t3.0
 半硬質ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ巾木撤去  ｱｽﾍﾞｽﾄ含有LV3 235.0 ｍ

 H100～250 t3.0
 階段半硬質ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ巾木撤去  ｱｽﾍﾞｽﾄ含有LV3 45.5 ｍ
 天井  t12 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有LV3
 岩綿吸音板撤去  捨貼PBt9.0共 808.0 ㎡
 天井
 化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ撤去  t9.0 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有LV3 66.4 ㎡
 天井
 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ撤去  t6+6 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有LV3 30.0 ㎡
 天井
 石綿ｹｲｶﾙ板撤去  t5.0 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有LV3 117.0 ㎡
 下り天井  H=230
 岩綿吸音板撤去  t12 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有LV3 2.8 ｍ

 捨貼PBt9.5共
 

No.173



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅲ-8.環境配慮改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

 小　計
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中央公民館長寿命化改修工事 Ⅲ-9.外構改修

Ⅲ-9  外構改修工事

(1)  撤去 1.0 式

（2）  舗装 1.0 式

（3）  囲障 1.0 式

（4）  排水 1.0 式

（5）  植栽 1.0 式

（6）  その他 1.0 式

 小　計

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位
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中央公民館長寿命化改修工事 Ⅲ-9.外構改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

(1)  撤去

1)  外構解体 1.0 式

2)  樹木伐採･抜根 1.0 式

 小　計

No.176



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅲ-9.外構改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

1)  外構解体

 ｺﾝｸﾘｰﾄ  ｺﾝｸﾘｰﾄ厚15㎝
 舗装とりこわし  砕石厚15㎝ 221.0 ㎡

 集積・積込み共

 炻器質ﾀｲﾙ  ﾀｲﾙ厚ﾓﾙﾀﾙ共 5cm
 舗装とりこわし  ｺﾝｸﾘｰﾄ厚12㎝ 118.0 ㎡

 砕石厚15㎝
 集積・積込み共

 ｱｽﾌｧﾙﾄ  ｱｽﾌｧﾙﾄ厚5㎝
 舗装とりこわし  砕石厚25㎝ 390.0 ㎡

 集積・積込み共

 自転車置場(1)  W1655×D12000×H1800
 とりこわし  集積・積込み共 1.0 か所
 自転車置場(2)  W3600×D7200×H1800
 とりこわし  集積・積込み共 1.0 か所
 自転車置場(3)  W1655×D16800×H1800
 とりこわし  集積・積込み共 1.0 か所
 門柱  W3135+W3125×H1350
 とりこわし  集積・積込み共 1.0 か所
 花壇  延L4755程度
 とりこわし  集積・積込み共 1.0 か所
 擁壁ｺﾝｸﾘｰﾄ  W6580×H500
 とりこわし  集積・積込み共 1.0 か所
 腰ｺﾝｸﾘｰﾄ  W9860×H1350
 とりこわし  集積・積込み共 1.0 か所
 ｽﾁｰﾙﾌｪﾝｽ基礎  W4160×H250
 とりこわし  集積・積込み共 1.0 か所
 ｽﾁｰﾙﾌｪﾝｽ  H=750
 とりこわし  集積・積込み共 6.6 ｍ
 ｽﾁｰﾙﾌｪﾝｽ  H=1900
 とりこわし  集積・積込み共 4.3 ｍ

No.177



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅲ-9.外構改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

 車止め  PC製 180/205×250×600
 とりこわし  集積・積込み共 33.0 組
 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸA  150/170×200×600
 とりこわし  集積・積込み共 29.0 ｍ
 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸA  120×120×600
 とりこわし  集積・積込み共 10.0 ｍ
 ｷｭｰﾋﾞｸﾙｺﾝｸﾘｰﾄ基礎  W2400×D5000×H100
 とりこわし  集積・積込み共 1.0 か所
 発電機ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎  W1350×D3000×H120
 とりこわし  集積・積込み共 1.0 か所
 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎  W420×D720×H100
 とりこわし  集積・積込み共 1.0 か所
 点字ﾀｲﾙ  点状ﾌﾞﾛｯｸ t30 300×300
 とりこわし  集積・積込み共 8.0 か所
 点字ﾀｲﾙ  線状ﾌﾞﾛｯｸ t30 300×300
 とりこわし  集積・積込み共 82.0 か所
 集水枡  PU形 500×500×610
 とりこわし  集積・積込み共 1.0 か所
 表札  SUS箱文字ｻｲﾝ100角(上9､下7文字)
 撤去  集積・積込み共 2.0 か所
 表札  ｱｸﾘﾌﾟﾚｰﾄｻｲﾝ t=5 1,050×100
 撤去  集積・積込み共 2.0 か所
 表札  黒御影石 1200×250
 撤去  集積・積込み共 2.0 か所
 既存排水側溝側面  150×150
 孔あけ  集積・積込み共 1.0 か所

 ｶｯﾀｰ入れ  ｺﾝｸﾘｰﾄ面 52.7 ｍ

 ｶｯﾀｰ入れ  ｱｽﾌｧﾙﾄ面 39.0 ｍ
 路面標示  ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ
 切削  W=150 332.0 ｍ
 路面標示  ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ
 切削  身障者ｼﾝﾎﾞﾙﾏｰｸ 1700角 2.0 か所

 とりこわし機械運搬  ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 1.0 式
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中央公民館長寿命化改修工事 Ⅲ-9.外構改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

 小　計
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中央公民館長寿命化改修工事 Ⅲ-9.外構改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

2)  樹木伐採･抜根

 伐採抜根  幹周15㎝未満 726.0 本

 伐採抜根  幹周60～80㎝未満 5.0 本

 伐採抜根  幹周100～120㎝未満 2.0 本

 小　計

No.180



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅲ-9.外構改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

（2）  舗装

 全厚 t250
 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装       歩道用 68.6 ㎡

 ｺﾝｸﾘｰﾄ t150 FC=18N/mm2
 溶接金網 6φ 150×150
 再生砕石 t100
 ｺﾝｸﾘｰﾄ刷毛引仕上
 (土工事別計上)

 全厚 t200
 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装       歩道用 64.0 ㎡

 ｺﾝｸﾘｰﾄ t100 FC=21N/mm2
 溶接金網 6φ 100×100
 再生砕石 t100
 (土工事別計上)
 全厚 t340

 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装  歩道用 110.0 ㎡
 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ t60 100×200
 敷砂 t30
 ｺﾝｸﾘｰﾄ t100 FC=18N/mm2
 粒度調整砕石 t150
 (土工事別計上)

 全厚 t300
 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装  歩道用 169.0 ㎡

 密粒 t50
 再生砕石 t100
 再生粒度調整砕石 t150
 (土工事別計上)

No.181



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅲ-9.外構改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

 全厚 t300
 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装  車道用 19.9 ㎡

 密粒 t50
 再生砕石 t100
 再生粒度調整砕石 t150
 (土工事別計上)
 全厚 t300

 ｽﾀﾝﾌﾟｺﾝｸﾘｰﾄ舗装  ｺﾝｸﾘｰﾄ t150 FC=18N/mm2 83.6 ㎡
 溶接金網 6φ 150×150
 再生砕石 t150
 割り石模様
 (土工事別計上)
 全厚 t260

 緑化ﾌﾞﾛｯｸ舗装  車道用 92.6 ㎡
 駐車場用緑化ﾌﾞﾛｯｸ敷き t80 客土共

 敷砂 t20
 再生砕石 t160
 (土工事別計上)
 t50

 砂利敷舗装  (土工事別計上) 5.3 ㎡
 150/170×200×600

 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ  据付ﾓﾙﾀﾙ t20 32.1 ｍ
 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ t50
 砕石 t100
 (土工事別計上)

 120×120×600
 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ t30 16.6 ｍ

 再生粒度調整砕石 t80
 (土工事別計上)
 100×100×600

 縁石  砕石 t160 45.7 ｍ
 (土工事別計上)
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 PC製
 車止め  100/180×120×600 25.0 組

 2か所/組
 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ･接着剤併用固定
 ｻｲｺﾝ工業:NPS-120 程度
 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装上部
 PC製

 車止め  100/180×120×600 7.0 組
 2か所/組
 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ･接着剤併用固定
 ｻｲｺﾝ工業:NPS-120 程度
 緑化ﾌﾞﾛｯｸ上部
 注意喚起型

 視覚障害者用ﾌﾞﾛｯｸ  点状ﾌﾞﾛｯｸ t30 300×300 16.0 か所
 ﾓﾙﾀﾙ t10
 ｺﾝｸﾘｰﾄ t85 FC=18N/mm2
 再生砕石 t100
 (土工事別計上)
 誘導表示型

 視覚障害者用ﾌﾞﾛｯｸ  点状ﾌﾞﾛｯｸ t30 300×300 79.0 か所
 ﾓﾙﾀﾙ t10
 ｺﾝｸﾘｰﾄ t85 FC=18N/mm2
 再生砕石 t100
 (土工事別計上)
 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 白色

 路面標示  W=100 204.0 ｍ
 溶融

 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 黄色
 路面標示  W=100 72.1 ｍ

 溶融

 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 白色
 路面標示  直進矢印 W=650 L=6250 1.0 か所

 溶融
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 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 白色
 路面標示  右折矢印 W=5250 L=5300 1.0 か所

 溶融

 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 白色
 路面標示  右折矢印 W=5300 L=5350 1.0 か所

 溶融

 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 白色
 路面標示  左折矢印 W=2100 L=4200 1.0 か所

 溶融

 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 白色
 路面標示  ｾﾞﾌﾞﾗｿﾞｰﾝ 1200×11000 1.0 か所

 溶融

 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ
 路面標示  身障者ｼﾝﾎﾞﾙﾏｰｸ 1700角 2.0 か所

 溶融

 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 青色
 路面標示  塗装 10.0 ㎡

 溶融

 すきとり 10.2 m3

 盛土  発生土 10.2 m3

 盛土  囲障工事発生土から流用 1.2 m3

 土工機械運搬 1.0 式

 舗装機械運搬 1.0 式

 小　計
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（3）  囲障

 RC D250×H1350×L1000
 戸当り用ｺﾝｸﾘｰﾄ壁  (土工事別計上) 1.0 か所

 RC D150×H1250×L1290
 戸当り用ｺﾝｸﾘｰﾄ壁  (土工事別計上) 1.0 か所

 RC D150×H950
 擁壁ｺﾝｸﾘｰﾄ  (土工事別計上) 4.0 ｍ

 RC D150×H500
 擁壁ｺﾝｸﾘｰﾄ  (土工事別計上) 7.8 ｍ

 ｽﾁｰﾙ製 H=1800
 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ  (基礎別計上) 9.8 ｍ

 ｽﾁｰﾙ製 W1000×H1800
 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉  (基礎別計上) 1.0 か所

 RC W150×D150×H250
 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ基礎  (土工事別計上) 3.0  か所

 RC D150×H150
 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ基礎  (土工事別計上) 4.3 ｍ

 RC D150×H250
 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ基礎  (土工事別計上) 4.0 ｍ

 W5500×H1250
 ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝ門扉  ﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ(片開き) 1.0 か所

 (ﾚｰﾙ基礎別計上)
 四国化成:ｸﾚﾃﾞｨｱｺｰⅠ型 CD1-550S程度

 RC W800×D5300×H300
 ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝ門扉ﾚｰﾙ基礎  (土工事別計上) 1.0 か所

 既存ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ小口補修  ｽﾁｰﾙ製 H=750 1.0 か所
 壁
 高圧水洗清掃  水圧10-15Mpa 320.0 ㎡
 巾木  H=100
 高圧水洗清掃  水圧10-15Mpa 532.0 ｍ
 天端  W=230
 高圧水洗清掃  水圧10-15Mpa 5.1 ｍ
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 天端  W=250
 高圧水洗清掃  水圧10-15Mpa 4.8 ｍ
 天端  X-2(ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系)
 塗膜防水  W=150 258.0 ｍ

 既存RC面

 天端  X-2(ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系)
 塗膜防水  W=250 7.7 ｍ

 既存RC面

 壁  ﾌｧｳﾝﾃﾞｰｼｮﾝ工法
 ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し塗材  既存RC面 320.0 ㎡

 C-2補修共

 壁  1200×250
 ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し塗材  ﾌｧｳﾝﾃﾞｰｼｮﾝ工法 ﾓﾙﾀﾙ面 2.0 か所

 ｻｲﾝ撤去跡ﾓﾙﾀﾙ塗　t=15共
 C-2補修共

 天端  W=230
 ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し塗材  ﾌｧｳﾝﾃﾞｰｼｮﾝ工法 5.1 ｍ

 既存RC面
 C-2補修共

 天端  W=250
 ｺﾝｸﾘｰﾄ打ち放し塗材  ﾌｧｳﾝﾃﾞｰｼｮﾝ工法 4.8 ｍ

 既存RC面
 C-2補修共

 壁  DP
 耐候性塗料  H=750 244.0 ｍ

 ｽﾁｰﾙﾌｪﾝｽ面 RB下地調整共

 壁  DP
 耐候性塗料  H=1900 21.0 ｍ

 ｽﾁｰﾙﾌｪﾝｽ面 RB下地調整共

 壁  DP
 耐候性塗料  H=1250 0.9 ｍ
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 ｱﾙﾐﾌｪﾝｽ面 RB下地調整共

 外灯  DP
 耐候性塗料  ｽﾁｰﾙ面 RB下地調整共 0.2 ㎡
 壁  t=30 150×200
 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修  露出鉄筋錆止め共 1.0 か所

 既存RC面

 壁  100×100H
 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修  ﾊﾂﾘ共 4.0 か所

 既存RC面

 壁  100×200H
 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修  ﾊﾂﾘ共 5.0 か所

 既存RC面

 壁  100×400H
 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修  ﾊﾂﾘ共 1.0 か所

 既存RC面

 壁  150×150H
 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修  ﾊﾂﾘ共 4.0 か所

 既存RC面

 壁  150×200H
 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修  ﾊﾂﾘ共 2.0 か所

 既存RC面

 壁  150×700H
 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修  ﾊﾂﾘ共 1.0 か所

 既存RC面

 壁  200×100H
 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修  ﾊﾂﾘ共 3.0 か所

 既存RC面
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 壁  200×200H
 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修  ﾊﾂﾘ共 3.0 か所

 既存RC面

 壁  200×300H
 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修  ﾊﾂﾘ共 2.0 か所

 既存RC面

 壁  200×400H
 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修  ﾊﾂﾘ共 3.0 か所

 既存RC面

 壁  250×300H
 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修  ﾊﾂﾘ共 2.0 か所

 既存RC面

 壁  250×400H
 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修  ﾊﾂﾘ共 1.0 か所

 既存RC面

 壁  300×200H
 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修  ﾊﾂﾘ共 2.0 か所

 既存RC面

 壁  300×300H
 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修  ﾊﾂﾘ共 1.0 か所

 既存RC面

 壁  300×350H
 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修  ﾊﾂﾘ共 1.0 か所

 既存RC面

 壁  300×400H
 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修  ﾊﾂﾘ共 1.0 か所

 既存RC面
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 壁  400×200H
 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修  ﾊﾂﾘ共 1.0 か所

 既存RC面

 壁  400×300H
 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修  ﾊﾂﾘ共 1.0 か所

 既存RC面

 壁  400×500H
 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修  ﾊﾂﾘ共 1.0 か所

 既存RC面

 壁  450×250H
 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修  ﾊﾂﾘ共 1.0 か所

 既存RC面

 壁  500×300H
 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修  ﾊﾂﾘ共 3.0 か所

 既存RC面

 壁  500×400H
 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修  ﾊﾂﾘ共 1.0 か所

 既存RC面

 壁  500×550H
 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修  ﾊﾂﾘ共 1.0 か所

 既存RC面

 壁  600×250H
 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修  ﾊﾂﾘ共 1.0 か所

 既存RC面

 壁  800×200H
 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修  ﾊﾂﾘ共 2.0 か所

 既存RC面
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 壁  800×500H
 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修  ﾊﾂﾘ共 1.0 か所

 既存RC面

 SUS W450×D250×H370
 郵便受取外し再取付  既存擁壁面取付 1.0 か所

 根切り  小規模土工 12.6 m3

 埋戻し(B種)  小規模土工 発生土 9.5 m3

 敷きならし  締め固め共 1.9 m3

 小　計
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（4）  排水

 PC既製品 U-240
 排水側溝  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ t30 68.3 ｍ

 再生砕石 t100
 (土工事別計上)

 排水側溝  ｽﾁｰﾙｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-10
 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋  溝巾=240 68.3 ｍ

 受枠共

 PC既製品 500角
 集水枡  桝底深さ H=610 2.0 か所

 再生砕石 t100
 (土工事別計上)

 集水枡  ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-10
 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋  蓋巾=500角 2.0 か所

 細目
 ｽﾁｰﾙ製ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ付
 受枠共

 VP 100φ
 排水管  管底深さ H=300 10.1 ｍ

 (土工事別計上)

 W200×H220
 既存排水溝内部清掃  既存ﾓﾙﾀﾙ面 9.9 ｍ

 W250×H200
 既存排水溝内部清掃  既存RC面 7.2 ｍ

 500×500×H485
 既存排水溝内部清掃  既存RC面 1.0 か所

 根切り  小規模土工 8.7 m3

 埋戻し(B種)  小規模土工 発生土 2.9 m3
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 敷きならし  締め固め共 5.8 m3

 小　計
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（5）  植栽

 ｿﾖｺﾞ  H2.7×W0.7 1.0 本

 芝生 23.4 ㎡
 ｸﾙﾒﾂﾂｼﾞ

 移植  H0.7×W0.5 14.0 本
 ｸﾙﾒﾂﾂｼﾞ

 移植  H2.0×C0.06×W1.5 3.0 本

 小　計

No.193



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅲ-9.外構改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

（6）  その他

 φ114.3 H=690
 ﾊﾞﾘｶｰ  上下埋め込み式 5.0 か所

 ﾁｪｰﾝ内蔵型
 基礎共
 (土工事別計上)
 ｻﾝﾎﾟｰﾙ:LA-12KC-BF程度
 φ114.3 H=690

 ﾊﾞﾘｶｰ  上下埋め込み式 4.0 か所
 両端ｴﾝﾄﾞ用
 基礎共
 (土工事別計上)
 ｻﾝﾎﾟｰﾙ:LA-12KC-E-BF程度
 W900×D1800×H200

 空調室外機基礎  ｺﾝｸﾘｰﾄ･型枠･鉄筋共 2.0 か所
 (土工事別計上)

 W1000×D1450×H150
 空調室外機基礎  ｺﾝｸﾘｰﾄ･型枠･鉄筋共 3.0 か所

 (土工事別計上)

 W550×D1200×H150
 空調室外機基礎  ｺﾝｸﾘｰﾄ･型枠･鉄筋共 9.0 か所

 (土工事別計上)

 W2400×D4700×H200
 ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎  ｺﾝｸﾘｰﾄ･型枠･鉄筋共 1.0 か所

 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装上部

 W2000×D2700×H200
 地上型油庫基礎  ｺﾝｸﾘｰﾄ･型枠･鉄筋共 1.0 か所

 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装上部

No.194



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅲ-9.外構改修

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

 W1600×D3920×H200
 発電機基礎  ｺﾝｸﾘｰﾄ･型枠･鉄筋共 1.0 か所

 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装上部

 物置取外し再取付  W800×D900 1.0 か所

 施設名称ｻｲﾝA  日本文:ﾁｬﾝﾈﾙ文字 SUS HL 1.0 か所
 21文字+16文字
 英文:ﾍﾞｰｽ板 SUS 2B +
 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ 2枚

 施設名称ｻｲﾝB  日本文:ﾁｬﾝﾈﾙ文字 SUS HL 1.0 か所
 21文字+16文字
 英文:ﾍﾞｰｽ板 SUS 2B +
 ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ 2枚

 ｱﾙﾐ複合場ﾈﾙ t3
 外部案内ｻｲﾝ  屋外用ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄｼｰﾄ 1.0 か所

 既存ﾊﾟﾈﾙ下地調整共

 根切り  小規模土工 65.5 m3

 埋戻し(B種)  小規模土工 発生土 48.2 m3

 盛土  発生土 2.9 m3

 敷きならし  締め固め共 14.5 m3

 小　計
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Ⅲ-10  発生材処理

(1)  積込 1.0 式

(2)  運搬 1.0 式

(3)  処分 1.0 式

 小　計

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

No.196



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅲ-10.発生材処理

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

(1)  積込

 ｺﾝｸﾘｰﾄ類積込  機械 107.0 m3

 内装材積込  機械 385.2 m3

 小　計

No.197



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅲ-10.発生材処理

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

(2)  運搬

 ｺﾝｸﾘｰﾄ類
 発生材運搬費  10tﾀﾞﾝﾌﾟ 片道25km程度 107.0 m3

 ｱｽﾌｧﾙﾄ類
 発生材運搬費  4tﾀﾞﾝﾌﾟ 片道25km程度 29.3 t

 路盤材
 発生材運搬費  10tﾀﾞﾝﾌﾟ 片道25km程度 178.0 m3

 ﾓﾙﾀﾙ類
 発生材運搬費  10tﾀﾞﾝﾌﾟ 片道25km程度 24.1 m3

 ﾀｲﾙ類
 発生材運搬費  10tﾀﾞﾝﾌﾟ 片道25km程度 21.0 m3

 木類
 発生材運搬費  10tﾀﾞﾝﾌﾟ 片道25km程度 105.0 m3

 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
 発生材運搬費  4tﾀﾞﾝﾌﾟ 片道25km程度 2.5 m3

 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類
 発生材運搬費  4tﾀﾞﾝﾌﾟ 片道25km程度 7.3 m3

 その他ﾎﾞｰﾄﾞ類
 発生材運搬費  2tﾀﾞﾝﾌﾟ 片道25km程度 0.4 m3

 混合廃棄物
 発生材運搬費  4tﾀﾞﾝﾌﾟ 片道25km程度 5.7 m3

 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有物 LV3
 発生材運搬費  4tﾀﾞﾝﾌﾟ 片道25km程度 22.1 m3

 小　計

No.198



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅲ-10.発生材処理

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

(3)  処分

 発生材処分費  ｺﾝｸﾘｰﾄ類 246.0 t

 発生材処分費  ｱｽﾌｧﾙﾄ類 29.3 t

 発生材処分費  路盤材 178.0 m3

 発生材処分費  ﾓﾙﾀﾙ類 24.1 m3

 発生材処分費  ﾀｲﾙ類 21.0 m3

 発生材処分費  木類 105.0 m3

 発生材処分費  廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 2.5 m3

 発生材処分費  石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 7.3 m3

 発生材処分費  その他ﾎﾞｰﾄﾞ類 0.4 m3

 発生材処分費  混合廃棄物 5.7 m3

 発生材処分費  ｱｽﾍﾞｽﾄ含有物 LV3 22.1 m3

 有価物売却費  ｽﾁｰﾙ H2 4.7 t

 有価物売却費  ｽﾁｰﾙ H3 2.7 t

 有価物売却費  ｽﾁｰﾙ H4 0.1 t

 有価物売却費  ｱﾙﾐ 5.0 kg

 有価物売却費  ｽﾃﾝﾚｽ 156.0 kg

No.199



中央公民館長寿命化改修工事 Ⅲ-10.発生材処理

単 価 金 額 備 考　名　　　　　称　　 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

 小　計

No.200



中央公民館長寿命化改修工事 別紙明細

  
別紙-1  墨出し

 墨出し(内部改修)  複合改修 971.0 ㎡

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 小　計

単 価 金 額 備 考別紙明細 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

No.201



中央公民館長寿命化改修工事 別紙明細

単 価 金 額 備 考別紙明細 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

  
別紙-2  養生

 養生(内部改修)  個別改修 42.1 ㎡

 養生(内部改修)  複合改修 1,008.0 ㎡
 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有Lv3撤去部
 床養生 824.0 ㎡
 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有Lv3撤去部
 壁養生 351.0 ㎡
 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有Lv3撤去部
 開口部養生 319.0 ㎡
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 小　計

No.202



中央公民館長寿命化改修工事 別紙明細

単 価 金 額 備 考別紙明細 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

  
別紙-3  整理清掃後片付け

 整理清掃後片付け(内部改修)  個別改修 42.1 ㎡

 整理清掃後片付け(内部改修)  複合改修 1,008.0 ㎡
 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有Lv3撤去部
 整理清掃後片付け 824.0 ㎡
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 小　計

No.203



中央公民館長寿命化改修工事 別紙明細

単 価 金 額 備 考別紙明細 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

  
別紙-4  内部足場

 階高4.0m以下 脚立足場
 内部仕上足場(改修)  一般 893.0 ㎡

 階高4.0m以下 脚立足場
 内部仕上足場(改修)  既存塗膜の除去無し 78.8 ㎡

 階高4.0m以下 脚立足場
 内部仕上足場(改修)  清掃用 26.0 ㎡

 枠組棚足場
 内部仕上足場(手すり先行方式)  階高5.7m以上7.4未満 78.5 ㎡

 清掃用
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 小　計

No.204



中央公民館長寿命化改修工事 別紙明細

単 価 金 額 備 考別紙明細 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

  
別紙-5  仮設材運搬

  
 仮設材運搬(内部仕上足場)  脚立足場 998.0 ㎡
  
 仮設材運搬(内部仕上足場)  棚足場 78.5 ㎡
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 小　計

No.205



中央公民館長寿命化改修工事 別紙明細

単 価 金 額 備 考別紙明細 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

別紙-6  軽量鉄骨天井開口補強

 19形(屋内) 150×150mm程度
 軽量鉄骨天井開口補強  ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 82.0 か所

 19形(屋内) 600×600mm程度
 軽量鉄骨天井開口補強  ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 24.0 か所

 19形(屋内) 1300×1300mm程度
 軽量鉄骨天井開口補強  ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 26.0 か所

 19形(屋内) 300×1200mm程度
 軽量鉄骨天井開口補強  ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 53.0 か所

 19形(屋内) 1000×1900
 軽量鉄骨天井開口補強  ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 2.0 か所

 19形(屋内) 1300×800
 軽量鉄骨天井開口補強  ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 9.0 か所

 小　計

No.206



中央公民館長寿命化改修工事 別紙明細

単 価 金 額 備 考別紙明細 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

別紙-7  墨出し

 墨出し(内部改修)  個別改修 204.0 ㎡

 墨出し(内部改修)  複合改修 695.0 ㎡

 小　計

No.207



中央公民館長寿命化改修工事 別紙明細

単 価 金 額 備 考別紙明細 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

別紙-8  養生

 養生(内部改修)  個別改修 204.0 ㎡

 養生(内部改修)  複合改修 718.0 ㎡
 舞台
 養生(内部改修)  ﾍﾞﾆﾔ板t5.5 複合改修 100.0 ㎡

 B1F 収蔵庫1
 ｼｰﾄ養生 ①中量棚 W2640×D600×H1815 1.0 か所

 A-025

 B1F 収蔵庫1
 ｼｰﾄ養生 ①中量棚 W3520×D600×H1815 1.0 か所

 A-025

 B1F 収蔵庫1
 ｼｰﾄ養生 ①中量棚 W7920×D600×H1815 1.0 か所

 A-025

 B1F 収蔵庫1  A 可動棚 W3655×D940×H2220
 ｼｰﾄ養生  固定 1.0 か所

 B1F 収蔵庫1  A 可動棚 W3655×D940×H2220
 ｼｰﾄ養生  可動 9.0 か所

 B1F 収蔵庫1
 ｼｰﾄ養生  ﾊﾟﾚｯﾄ W6000×D1300×H1800 1.0 か所

 A-025

No.208



中央公民館長寿命化改修工事 別紙明細

単 価 金 額 備 考別紙明細 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

 B1F 収蔵庫2
 ｼｰﾄ養生 ③中量棚 W1190×D460×H1810 1.0 か所

 A-025

 B1F 収蔵庫2
 ｼｰﾄ養生 ③中量棚 W2380×D460×H1810 1.0 か所

 A-025

 B1F 収蔵庫2
 ｼｰﾄ養生 ③中量棚 W3570×D460×H1810 1.0 か所

 A-025

 B1F 収蔵庫2
 ｼｰﾄ養生 ④中量棚 W880×D460×H1810 1.0 か所

 A-025

 B1F 収蔵庫2
 ｼｰﾄ養生  B可動棚 W2000×D490×H2250 10.0 か所

 A-025

 B1F 消毒室
 ｼｰﾄ養生 ⑤中量棚 W1800×D450×H2100 1.0 か所

 A-025

 B1F 消毒室
 ｼｰﾄ養生 ⑥中量棚 W1200×D450×H2160 1.0 か所

 A-025

 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有Lv3撤去部
 床養生 800.0 ㎡
 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有Lv3撤去部
 壁養生 385.0 ㎡
 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有Lv3撤去部
 開口部養生 278.0 ㎡

No.209



中央公民館長寿命化改修工事 別紙明細

単 価 金 額 備 考別紙明細 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

 小　計

No.210



中央公民館長寿命化改修工事 別紙明細

単 価 金 額 備 考別紙明細 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

別紙-9  整理清掃後片付け

 整理清掃後片付け(内部改修)  個別改修 204.0 ㎡

 整理清掃後片付け(内部改修)  複合改修 818.0 ㎡
 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有Lv3撤去部
 整理清掃後片付け 100.0 ㎡

 小　計

No.211



中央公民館長寿命化改修工事 別紙明細

単 価 金 額 備 考別紙明細 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

別紙-10  内部足場

 階高4.0m以下 脚立足場
 内部仕上足場(改修)  一般 776.0 ㎡

 階高4.0m以下
 内部仕上足場(改修)  既存塗膜の除去無し 12.3 ㎡

 階高4.0m以下 脚立足場
 内部仕上足場(改修)  清掃用 310.0 ㎡

 階高5.7m以上7.4未満 枠組棚足場
 内部仕上足場(手すり先行方式)  清掃用 8.8 ㎡

 内部仕上足場(手すり先行方式)  階高7.4m以上9.1未満 枠組棚足場 162.0 ㎡

 内部仕上足場(手すり先行方式)  階高9.1m以上10.8未満 枠組棚足場 70.7 ㎡

 小　計

No.212



中央公民館長寿命化改修工事 別紙明細

単 価 金 額 備 考別紙明細 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

別紙-11  仮設材運搬

 仮設材運搬(内部仕上足場)  脚立足場 4階建 1,341.0 ㎡

 仮設材運搬(内部仕上足場)  棚足場 242.0 ㎡

 小　計

No.213



中央公民館長寿命化改修工事 別紙明細

単 価 金 額 備 考別紙明細 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

別紙-12  軽量鉄骨天井開口補強

 19形(屋内) 150×150mm程度
 軽量鉄骨天井開口補強  ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 69.0 か所

 19形(屋内) 450×450mm程度
 軽量鉄骨天井開口補強  ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 1.0 か所

 19形(屋内) 600×600mm程度
 軽量鉄骨天井開口補強  ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 8.0 か所

 19形(屋内) 1300×1300mm程度
 軽量鉄骨天井開口補強  ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 20.0 か所

 19形(屋内) 300×1200mm程度
 軽量鉄骨天井開口補強  ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 70.0 か所

 19形(屋内) 800×1600
 軽量鉄骨天井開口補強  ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 2.0 か所

 19形(屋内) 1300×800
 軽量鉄骨天井開口補強  ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 11.0 か所

 小　計

No.214



中央公民館長寿命化改修工事 別紙明細

単 価 金 額 備 考別紙明細 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

別紙-13  墨出し

 墨出し(内部改修)  個別改修 34.5 ㎡

 墨出し(内部改修)  複合改修 1,089.0 ㎡

 小　計

No.215



中央公民館長寿命化改修工事 別紙明細

単 価 金 額 備 考別紙明細 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

別紙-14  養生

 養生(防水改修)  塗膜･ｼｰﾄ防水 1,758.0 ㎡

 養生(外壁改修) 982.0 ㎡

 養生(内部改修)  個別改修 34.5 ㎡

 養生(内部改修)  複合改修 1,100.0 ㎡
 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有Lv3撤去部
 床養生 1,238.0 ㎡
 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有Lv3撤去部
 壁養生 1,109.0 ㎡
 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有Lv3撤去部
 開口部養生 635.0 ㎡

 RF客席部屋根 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有Lv3撤去部

 壁養生 111.0 ㎡
 RF客席部屋根 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有Lv3撤去部  垂直面隔離養生用
 枠組本足場(手すり先行方式)  建枠 600×1700 高さ12m未満 111.0 ㎡

 期間1.0ヶ月

 RF客席部屋根 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有Lv3撤去部

 天井養生 260.0 ㎡

 小　計

No.216



中央公民館長寿命化改修工事 別紙明細

単 価 金 額 備 考別紙明細 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

  
別紙-15  整理清掃後片付け

 整理清掃後片付け(防水改修)  露出防水･簡易防水 1,758.0 ㎡

 整理清掃後片付け(外壁改修) 982.0 ㎡

 整理清掃後片付け(内部改修)  個別改修 34.5 ㎡

 整理清掃後片付け(内部改修)  複合改修 1,100.0 ㎡
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 小　計

No.217



中央公民館長寿命化改修工事 別紙明細

単 価 金 額 備 考別紙明細 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

別紙-16  外部足場

 建枠 600×1700 高さ12m未満
 枠組本足場(手すり先行方式)  期間10ヶ月 165.0 ㎡

 建枠 900×1700 高さ22m未満
 枠組本足場(手すり先行方式)  期間10ヶ月 4,121.0 ㎡
 ﾄﾞｰﾑ屋根  W2000
 跳ね出しｽﾃｰｼﾞ足場  期間10ヶ月 41.5 ㎡

 枠組本足場用
 安全手摺(手すり先行方式)  期間10ヶ月 536.0 ｍ

 小　計

No.218



中央公民館長寿命化改修工事 別紙明細

単 価 金 額 備 考別紙明細 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

別紙-17  内部足場

 階高4.0m以下 脚立足場
 内部仕上足場(改修)  一般 894.0 ㎡

 階高4.0m以下
 内部仕上足場(改修)  既存塗膜の除去無し 11.1 ㎡

 階高4.0m以下 脚立足場
 内部仕上足場(改修)  清掃用 239.0 ㎡

 階高5.7m以上7.4未満
 内部仕上足場(簡易型移動式足場)  期間10ヶ月 152.0 ㎡

 内部階段仕上足場  期間10ヶ月 40.7 ㎡

 小　計

No.219



中央公民館長寿命化改修工事 別紙明細

単 価 金 額 備 考別紙明細 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

  
別紙-18  災害防止

 養生ｼｰﾄ張り  期間10ヶ月 3,656.0 ㎡

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 小　計

No.220



中央公民館長寿命化改修工事 別紙明細

単 価 金 額 備 考別紙明細 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

  
別紙-19  仮設材運搬

 手すり先行方式
 仮設材運搬(枠組本足場)  建枠幅600 165.0 ㎡

 手すり先行方式
 仮設材運搬(枠組本足場)  建枠幅900(二枚布) 4,121.0 ㎡

 仮設材運搬(跳ね出しｽﾃｰｼﾞ足場) 41.5 ㎡
  
 仮設材運搬(安全手すり)  枠組本足場用(手すり先行方式) 536.0 ｍ
  
 仮設材運搬(内部仕上足場)  脚立足場 (3階建) 1,144.0 ㎡
  
 仮設材運搬(内部仕上足場)  簡易型移動式足場 (4段) 152.0 ㎡

 仮設材運搬(内部仕上足場)  内部階段仕上足場 40.7 ㎡
  

  

  

  

  

  

  

 小　計

No.221



中央公民館長寿命化改修工事 別紙明細

単 価 金 額 備 考別紙明細 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

別紙-20  軽量鉄骨天井開口補強

 19形(屋内) 150×150mm程度
 軽量鉄骨天井開口補強  ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 165.0 か所

 19形(屋内) 600×600mm程度
 軽量鉄骨天井開口補強  ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 50.0 か所

 19形(屋内) 1300×1300mm程度
 軽量鉄骨天井開口補強  ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 22.0 か所

 19形(屋内) 300×1200mm程度
 軽量鉄骨天井開口補強  ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 3.0 か所

 19形(屋内) 1000×1900
 軽量鉄骨天井開口補強  ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 8.0 か所

 19形(屋内) 1300×800
 軽量鉄骨天井開口補強  ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 13.0 か所

 小　計

No.222



中央公民館長寿命化改修工事 別紙明細

単 価 金 額 備 考別紙明細 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

  
別紙-21  構造体強度補正

 基礎
 構造体強度補正  21+3N S18 →24N S18 1.2 m3
 B1F
 構造体強度補正  21+6N S18 →27N S18 0.2 m3
 1F
 構造体強度補正  21+6N S18 →27N S18 0.2 m3
 2F
 構造体強度補正  21+6N S18 →27N S18 4.0 m3
 屋上
 構造体強度補正  21+6N S18 →27N S18 1.7 m3
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 小　計

No.223



中央公民館長寿命化改修工事 別紙明細

単 価 金 額 備 考別紙明細 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

別紙-22  ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間

 (ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾁ)
 土間  小型構造物
 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  人力打設 8.1 m3

 工作物の基礎等

 (ﾃﾗｽ)
 土間  小型構造物
 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  人力打設 3.4 m3

 工作物の基礎等

 基礎  小型構造物
 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  人力打設 1.2 m3

 工作物の基礎等

 (和便器廻り床復旧)
 1F床  小型構造物
 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  人力打設 0.2 m3

 工作物の基礎等

 1F床  小型構造物
 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  人力打設 0.2 m3

 工作物の基礎等

 2F  小型構造物
 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  人力打設 0.4 m3

 工作物の基礎等

 内部  防水保護ｺﾝｸﾘｰﾄ
 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  人力打設 0.3 m3

No.224



中央公民館長寿命化改修工事 別紙明細

単 価 金 額 備 考別紙明細 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

 (設備基礎)
 小型構造物

 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  人力打設 3.6 m3
 工作物の基礎等

 小型構造物
 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  人力打設 1.7 m3

 工作物の基礎等

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 小　計

No.225



中央公民館長寿命化改修工事 別紙明細

単 価 金 額 備 考別紙明細 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

別紙-23  室外機基礎架台鉄骨  ﾒｯｷ

 H形鋼  SS400 H-175X175X7.5X11 0.7 t

 鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  鉄くずH2等級 ▲0.02 t

 工場加工組立  副資材､溶接材料及び溶接手間共 0.7 t

 溶融亜鉛ﾒｯｷ  HDZT77 0.7 t

 鉄骨運搬費 0.7 t

 鉄骨建方手間 0.7 t

 柱底均しﾓﾙﾀﾙ  200X200 t50 12.0 か所

 ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ  金属系 M10 下向き 材工共 24.0 本
  

  

  

  

  

  

 小　計

No.226



中央公民館長寿命化改修工事 別紙明細

単 価 金 額 備 考別紙明細 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

別紙-24  とりこわし機械運搬

 とりこわし機械運搬  ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 2.0 往復

 小　計

No.227



中央公民館長寿命化改修工事 別紙明細

単 価 金 額 備 考別紙明細 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

  
別紙-25  土工機械運搬

 土工機械運搬  根切り、埋戻し(小規模土工) 2.0 往復

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 小　計

No.228



中央公民館長寿命化改修工事 別紙明細

単 価 金 額 備 考別紙明細 名 称 形 状 ・ 寸 法 数 量 単位

別紙-26  舗装機械運搬

 舗装機械運搬  ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ 2.0 往復

 舗装機械運搬  振動ﾛｰﾗ 2.0 往復

 舗装機械運搬  ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ 2.0 往復

 小　計

No.229



電気設備工事　種目別内訳 1

電気設備工事

A.公民館 
1 

式
B.その他 

1 
式

C.共用部 
1 

式
計

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考



電気設備工事　科目別内訳 2

A-1.電灯設備   
1 

式
A-2.動力設備 

1 
式

A-3.発電設備 
1 

式
A-4.構内交換設備

1 
式

A-5.拡声設備 
1 

式
A-6.火災報知設備

1 
式

A-7.構内配電線路
1 

式
A-8.受変電設備

1 
式

A-9.  発生材処理
1 

式
計

A.公民館

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考



電気設備工事　科目別内訳 3

B-1.電灯設備   
1 

式
B-2.動力設備 

1 
式

B-3.発電設備 
1 

式
B-4.構内情報通信網設備

1 
式

B-5.構内交換設備
1 

式
B-6.映像・音響設備

1 
式

B-7.拡声設備 
1 

式
B-8.監視カメラ設備

1 
式

B-9.火災報知設備
1 

式
B-10.構内配電線路

1 
式

B-11.受変電設備 
1 

式
B-12.発生材処理 

1 
式

計

B.その他

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考



電気設備工事　科目別内訳 4

C-1.電灯設備   
1 

式
C-2.発電設備

1 
式

C-3.構内情報通信網設備
1 

式
C-4.構内交換設備

1 
式

C-5.情報表示設備 
1 

式
C-6.拡声設備

1 
式

C-7.誘導支援設備
1 

式
C-8.テレビ共同受信設備

1 
式

C-9.監視カメラ設備
1 

式
C-10.火災報知設備

1 
式

C-11.構内配電線路
1 

式
C-12.発生材処理

1 
式

計

C.共用部

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考



電気設備工事　中科目別内訳 5

A-1.電灯設備   A-1-1.電灯幹線  
1 式

A-1.電灯設備 A-1-2.電灯分岐 
1 式

A-1.電灯設備 A-1-3.コンセント分岐
1 式

計

A-2.動力設備 A-2-1.動力幹線 
1 式

A-2.動力設備 A-2-2.動力分岐 
1 式

計

A-3.発電設備 A-3-1.自家発電（原動機） 
1 式

A-3.発電設備 A-3-2.太陽光発電 
1 式

計

A.公民館

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考



電気設備工事　中科目別内訳 6

A-4.構内交換設備
1 式

A-5.拡声設備
1 式

A-6.火災報知設備 自動火災報知 
1 式

A-7.構内配電線路
1 式

A-8.受変電設備
1 式

A.公民館

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考



電気設備工事　中科目別内訳 7

A-9.発生材処理
1 式

B.その他

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考



電気設備工事　中科目別内訳 8

B-1.電灯設備   B-1-1.電灯幹線  
1 式

B-1.電灯設備 B-1-2.電灯分岐 
1 式

B-1.電灯設備 B-1-3.コンセント分岐
1 式

計 1 式

B-2.動力設備 B-2-1.動力幹線 
1 式

B-2.動力設備 B-2-2.動力分岐 
1 式

計 1 式

B-3.発電設備 B-3-1.自家発電（原動機）
1 式

B-3.発電設備 B-3-2.太陽光発電
1 式

計 1 式

B.その他

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考



電気設備工事　中科目別内訳 9

B-4.構内情報通信網設備
1 式

B-5.構内交換設備
1 式

B-6.映像・音響設備
1 式

B-7.拡声設備 
1 式

B-8.監視カメラ設備
1 式

B.その他

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考



電気設備工事　中科目別内訳 10

B-9.火災報知設備 自動火災報知   
1 式

B-10.構内配電線路
1 式

B-11.受変電設備 
1 式

B-12.発生材処理 
1 式

B.その他

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考



電気設備工事　中科目別内訳 11

C-1.電灯設備    C-1-1.電灯分岐  
1   式

C-1.電灯設備    C-1-2.コンセント分岐
1   式

計 1   式

C-2.発電設備 自家発電（原動機）
1   式

C-3.構内情報通信網設備
1   式

C-4.構内交換設備
1   式

C.共用部

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考



電気設備工事　中科目別内訳 12

C-5.情報表示設備
1   式

C-6.拡声設備    
1   式

C-7.誘導支援設備 トイレ等呼出    
1   式

C-8.テレビ共同受信設備
1   式

C-9.監視カメラ設備
1   式

C.共用部

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考



電気設備工事　中科目別内訳 13

C-10.火災報知設備 C-10-1.自動火災報知
1   式

C-10.火災報知設備 C-10-2.自動閉鎖  
1   式

計
1   式

C-11.構内配電線路
1   式

C-12.発生材処理 
1   式

C.共用部

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考



電気設備工事　細目別内訳 14

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 5.5mm2                          
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 19.8

ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ   8mm2                          
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 8.6

ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ  14mm2                          
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 60.2

ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ        2mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井           

7.7
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井           
13.8

ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井               

80.4
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井               
24.5

ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井               

18.5
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ     100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井               
11.2

ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管  露出配管         54㎜           
(VE)            8.6

ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管  露出配管         70㎜           
(VE)            8.6

ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管  露出配管         82㎜           
(VE)            8.6

ｍ

計

A.公民館 A-1.電灯設備 A-1-1.電灯幹線

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



電気設備工事　細目別内訳 15

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 1.6㎜                           
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 111.

ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井            
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 104.
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)          
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 32.7
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 615.
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)          
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 135.
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C 管内                  
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 18.1
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 54.2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)          
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 15.1
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ
ねじなし電線管  隠ぺい・埋込配管 19㎜           
(E)             3.4

ｍ
ねじなし電線管  隠ぺい・埋込配管 25㎜           
(E)             5.2

ｍ
ねじなし電線管  隠ぺい配管       39㎜           
(E)             2.6

ｍ
合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜           
電線管 (PF単層) 61.9

ｍ
合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 22㎜           
電線管 (PF単層) 30.1

ｍ
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P 15A ×1    ﾈｰﾑ付             
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   -             -                 6.

個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P 15A ×2    ﾈｰﾑ付             
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   -             -                 10.

個

A.公民館 A-1.電灯設備 A-1-2.電灯分岐

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



電気設備工事　細目別内訳 16

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P 15A ×3    ﾈｰﾑ付             
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   -             -                 4.

個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       3W 15A ×1    ﾈｰﾑ付             
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   -             -                 4.

個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       3W 15A ×2    ﾈｰﾑ付             
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   -             -                 3.

個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P 15A ×1    ﾈｰﾑ付             
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   PL ×1        -                 8.

個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P 15A ×2    ﾈｰﾑ付             
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   PL ×1        -                 2.

個
熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲ 親機                            
ｯﾁ              2.

個
熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲ 子機                            
ｯﾁ              4.

個
ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ用 1回路用                         
操作ﾕﾆｯﾄ        2.

個
金属製          中四角 浅型 D44                 
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 8.
付)             個
LED照明器具     図示A402                        

3.
台

LED照明器具     図示C401                        
7.

台
LED照明器具     図示C402                        

8.
台

LED照明器具     図示C403                        
2.

台
LED照明器具     図示C404                        

20.
台

LED照明器具     図示C405                        
18.

台

A.公民館 A-1.電灯設備 A-1-2.電灯分岐

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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LED照明器具     図示E402                        
15.

台
LED照明器具     図示I200                        

58.
台

LED照明器具     図示J201                        
2.

台
LED照明器具     図示J401                        

18.
台

LED照明器具     図示K204                        
3.

台
LED照明器具     図示L402                        

31.
台

LED照明器具     図示R150                        
8.

台
LED照明器具     図示T601                        

1.
台

LED照明器具     図示a204                        
6.

台
LED照明器具     図示c601                        

7.
台

LED照明器具     図示a09                         
1.

台
LED照明器具     図示a13                         

14.
台

LED照明器具     図示a30                         
9.

台
LED照明器具     図示b30                         

2.
台

LED照明器具     図示ｲB1                         
4.

台

A.公民館 A-1.電灯設備 A-1-2.電灯分岐

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



電気設備工事　細目別内訳 18

防災照明ﾘﾓｺﾝ    
1.

個

計

A.公民館 A-1.電灯設備 A-1-2.電灯分岐

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 9.
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)          
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 44.7
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C 管内                  
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 5.2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 627.
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)          
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 186.
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ
ねじなし電線管  隠ぺい・埋込配管 25㎜           
(E)             5.2

ｍ
合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜           
電線管 (PF単層) 44.7

ｍ
合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 22㎜           
電線管 (PF単層) 70.5

ｍ
ｺﾝｾﾝﾄ           2P15A×1                        
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   連用形                          1.

125V                            個
ｺﾝｾﾝﾄ           2P15A×2                        
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   連用形                          54.

125V                            個
ｺﾝｾﾝﾄ           2P15A×1(ﾇｹ止め)                
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   連用形                          9.

125V                            個
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝｱｳﾄﾚｯﾄ   内部固定式                      

2P15A×2                        4.
個

金属製          中四角 浅型 D44                 
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 64.
付)             個

計

A.公民館 A-1.電灯設備 A-1-3.コンセント分岐

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ  14mm2                          
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 12.9

ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ  22mm2                          
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 16.8

ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ        2mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井           

4.7
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井           
2.6

ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井               

13.3
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井               
36.1

ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ     100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井               

19.8
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ     150mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井               
15.5

ｍ
ねじなし電線管  隠ぺい配管       39㎜           
(E)             1.7

ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管  露出配管         22㎜           
(VE)            1.7

ｍ
1P-1盤          屋内鋼板製壁掛型                
(公民館)        1.

面
1P-2盤          屋内鋼板製壁掛型                
(公民館)        1.

面
1P-3盤          屋内鋼板製壁掛型                
(公民館)        1.

面
計

A.公民館 A-2.動力設備 A-2-1.動力幹線

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ   8mm2                          
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 36.1

ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ  14mm2                          
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 28.4

ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ  22mm2                          
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 17.2

ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 95.
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 52.
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ        2mm2- 3C 管内                 

27.5
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ        2mm2- 4C 管内                 
80.

ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ        2mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井           

98.9
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      3.5mm2- 4C 管内                 
20.6

ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井           

30.1
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ        8mm2- 4C 管内                 
45.2

ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      14mm2 管内                     

87.7
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      22mm2 管内                     
27.5

ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ     150mm2 管内                     

15.5
ｍ

厚鋼電線管      露出配管         22㎜           
(G)             7.7

ｍ

A.公民館 A-2.動力設備 A-2-2.動力分岐

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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ねじなし電線管  露出配管         25㎜           
(E)             8.6

ｍ
ねじなし電線管  露出配管         39㎜           
(E)             8.6

ｍ
ねじなし電線管  露出配管         63㎜           
(E)             5.2

ｍ
金属製可とう電線  24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水           
管(電動機等接続) 10.

か所
電動機接続      工費 電動機結線 7.5kW以下       
工費            直入始動方式                    10.

台
金属製          中四角 浅型 D44                 
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 1.
付)             個

計

A.公民館 A-2.動力設備 A-2-2.動力分岐

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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自家発電機      三相100kVA　超低騒音型          
油庫　950L　軽油                1   
試運転・消防検査立会・輸送費共  式

自家発電機      三相100kVA                      
据付費          1   

式

計

A.公民館 A-3.発電設備 A-3-1.自家発電（原動機）

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙ  410W                            
(公民館分)        80.

枚
同上架台        
(公民館分)        1   

式
太陽電池延長ｹｰﾌﾞ
ﾙ               6.
(公民館分)        組
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ   10kW　単相3線　保護装置         
(公民館分)        屋外壁掛                        3.

台
ﾊﾟﾜｺﾝﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ   鋼板製　屋外壁掛                
(公民館分)        1.

台
小型計測装置    屋内形                          
(公民館分)        1.

台
日射計          付属ｹｰﾌﾞﾙ共                     
(公民館分)        1.

台
気温計          付属ｹｰﾌﾞﾙ共                     
(公民館分)        1.

台
表示装置        屋内壁掛形　43ｲﾝﾁ               
(公民館分)        1.

台
据付工事費      
(公民館分)        1   

式
現地試験調整費  
(公民館分)        1   

式
法定福利費      
(公民館分)        1   

式
諸経費          
(公民館分)        1   

式
搬入費          25tﾗﾌﾀｰ　ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ共              
(公民館分)        1   

式

A.公民館 A-3.発電設備 A-3-2.太陽光発電

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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厚鋼電線管      露出配管         16㎜           
(G)             6.5

ｍ
厚鋼電線管      露出配管         22㎜           
(G)             19.6

ｍ
厚鋼電線管      露出配管         28㎜           
(G)             16.8

ｍ
厚鋼電線管      露出配管         54㎜           
(G)             29.5

ｍ
厚鋼電線管      露出配管         82㎜           
(G)             9.8

ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 5.5mm2                          
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 67.2

ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ  14mm2                          
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 28.7

ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      22mm2 管内                     

29.5
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井               
27.8

ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      22mm2 ﾗｯｸ                      

9.8
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ     100mm2 管内                     
9.8

ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ     100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井               

13.9
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ     100mm2 ﾗｯｸ                      
4.9

ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ        2mm2-  2C                    

管内                            19.6
ｍ

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ        2mm2-  2C                    
ﾋﾟｯﾄ・天井                      49.2

ｍ

A.公民館 A-3.発電設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ        2mm2-  2C                    
ﾗｯｸ                             4.9

ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ   1.2 ㎜- 　2P                    

管内                            9.8
ｍ

EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ   1.2 ㎜- 　2P                    
ﾋﾟｯﾄ・天井                      35.2

ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ   1.2 ㎜- 　2P                    

ﾗｯｸ                             4.9
ｍ

EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ   1.2 ㎜-   5P                    
管内                            16.8

ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ   1.2 ㎜-   5P                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      13.9
ｍ

EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ   1.2 ㎜-   5P                    
ﾗｯｸ                             4.9

ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ     CAT5E   4P ﾋﾟｯﾄ・天井           

23.7
ｍ

計

A.公民館 A-3.発電設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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通信・情報ｺﾝｾﾝﾄ 金属ﾌﾟﾚｰﾄ 6極4心                
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ                    12.

個
計

A.公民館 A-4.構内交換設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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ｽﾋﾟｰｶ           SC4Hi-1(3) V0                   
18.

個
ｽﾋﾟｰｶ           SC4Hi-1(3) V3                   

10.
個

ｱｯﾃﾈｰﾀ           5W S(金属製)                   
15.

個
電源制御器      AC100V断 制御                   

2.
台

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   3C                    
ﾋﾟｯﾄ・天井                      138.

ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   3C                    

FEP内(PF･CD)                    64.5
ｍ

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜           
電線管 (PF単層) 64.5

ｍ
計

A.公民館 A-5.拡声設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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光電式煙感知器  2種 蓄積型   露出               
21.

個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器   差動式 2種  露出                

8.
個

ｽﾎﾟｯﾄ形感知器   定温式 特種 防水                
6.

個
計

A.公民館 A-6.火災報知設備 自動火災報知

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ  38mm2 管内                     
8.2

ｍ
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ  38mm2 FEP内(PF･CD)             

29.5
ｍ

EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ   1.2 ㎜- 　2P                    
管内                            8.2

ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ   1.2 ㎜- 　2P                    

FEP内(PF･CD)                    2.8
ｍ

端末処理         38mm2 屋外                     
6kV EM-CET      ｼｭﾘﾝｸﾊﾞｯｸ抑制対応               1.

か所
架空線用地絡付高 SUS製・VT・LA内蔵               
圧受電用区分開閉 方向性 7.2kV 300A               1. 台
器(GR付PAS)(公民
館)             

計

A.公民館 A-7.構内配電線路

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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受変電設備      
(公民館分)        1   

式
搬入費          複数搬入  7000kg以下            

2.
ｔ

変圧器(屋内)    ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kV-210/105V  100kVA 
(50Hz用) ﾓｰﾙﾄﾞ  2.
JIS C 4306-2013 台
変圧器(屋内)    ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V      300kVA 
(50Hz用) ﾓｰﾙﾄﾞ  1.
JIS C 4306-2013 台
変圧器(屋内)    ﾓｰﾙﾄﾞ ｽｺｯﾄ 200V-200/100V  50KVA 

1.
台

高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ  油入式    (L=6%用)   50kvar     
(50Hz用)        3.

台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 ﾓｰﾙﾄﾞ形   L=6%  (50kvar用)      
直列ﾘｱｸﾄﾙ       3.
(50Hz用)        台
端末処理         38mm2 屋外                     
6kV EM-CET      ｼｭﾘﾝｸﾊﾞｯｸ抑制対応               1.

か所
計

A.公民館 A-8.受変電設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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照明器具　撤去  図示A402                        
再使用しない                    3.

台
照明器具　撤去  図示C401                        

再使用しない                    12.
台

照明器具　撤去  図示C402                        
再使用しない                    68.

台
照明器具　撤去  図示F401

再使用しない                    1.
台

照明器具　撤去  図示J201
再使用しない                    2.

台
照明器具　撤去  図示J401

再使用しない                    18.
台

照明器具　撤去  図示K204
再使用しない                    3.

台
照明器具　撤去  図示O601

再使用しない                    5.
台

照明器具　撤去  図示P100
再使用しない                    47.

台
照明器具　撤去  図示P601

再使用しない                    12.
台

照明器具　撤去  図示R100
再使用しない                    4.

台
照明器具　撤去  図示R150

再使用しない                    4.
台

照明器具　撤去  図示V201
再使用しない                    2.

台
照明器具　撤去  図示a204

再使用しない                    6.
台

照明器具　撤去  図示F401
再使用しない                    1.

台

A.公民館 A-9.発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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照明器具　撤去  図示H201’
再使用しない                    3.

台
照明器具　撤去  図示H401’

再使用しない                    17.
台

照明器具　撤去  図示J201
再使用しない                    2.

台
照明器具　撤去  図示R150

再使用しない                    3.
台

照明器具　撤去  図示V201'
再使用しない                    1.

台
照明器具　撤去  図示b201

再使用しない                    2.
台

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ　撤去 1P15A×1                        
6.

個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ　撤去 1P15A×2                        

10.
個

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ　撤去 1P15A×3                        
4.

個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ　撤去 3W15A×1                        

4.
個

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ　撤去 3W15A×2                        
4.

個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ　撤去 1P15A×1・PL×1                 

8.
個

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ　撤去 1P15A×2・PL×1                 
2.

個
ｺﾝｾﾝﾄ　撤去     2P15A×2                        

55.
個

ﾊｲﾃﾝｼｮﾝｱｳﾄﾚｯﾄ   
撤去            6.

個

A.公民館 A-9.発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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受変電設備　撤去
(公民館)        1   

式
ｽﾋﾟｰｶ　撤去     SC4Hi-1(3) V0                   

18.
個

ｽﾋﾟｰｶ　撤去     SC4Hi-1(3) V3                   
10.

個
ｱｯﾃﾈｰﾀ　撤去     5W S(金属製)                   

15.
個

煙感知器　撤去  
21.

個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器   
撤去            14.

個
発生材処理      運搬共                          
(公民館)        1   

式

計

A.公民館 A-9.発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 5.5mm2                          
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 26.2

ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ   8mm2                          
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 11.4

ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ  14mm2                          
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 79.8

ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ        2mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井           

10.3
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井           
18.2

ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井               

107.
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井               
32.5

ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井               

24.5
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ     100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井               
14.8

ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管  露出配管         54㎜           
(VE)            11.4

ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管  露出配管         70㎜           
(VE)            11.4

ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管  露出配管         82㎜           
(VE)            11.4

ｍ
GL-1盤          屋内鋼板製壁掛型                
(その他)        1.

面
GL-2盤          屋内鋼板製壁掛型                
(その他)        1.

面
計

B.その他 B-1.電灯設備 B-1-1.電灯幹線

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 1.6㎜                           
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 147.

ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井            
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 138.
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)          
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 43.3
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 815.
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)          
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 180.
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C 管内                  
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 23.9
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 71.8
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)          
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 20.
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ
ねじなし電線管  隠ぺい・埋込配管 19㎜           
(E)             4.6

ｍ
ねじなし電線管  隠ぺい・埋込配管 25㎜           
(E)             6.8

ｍ
ねじなし電線管  隠ぺい配管       39㎜           
(E)             3.4

ｍ
合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜           
電線管 (PF単層) 82.1

ｍ
合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 22㎜           
電線管 (PF単層) 39.9

ｍ
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P 15A ×1    ﾈｰﾑ付             
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   -             -                 3.

個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P 15A ×2    ﾈｰﾑ付             
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   -             -                 4.

個

B.その他 B-1.電灯設備 B-1-2.電灯分岐

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       3W 15A ×2    ﾈｰﾑ付             
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   -             -                 1.

個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P 15A ×1    ﾈｰﾑ付             
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   PL ×1        -                 4.

個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P 15A ×2    ﾈｰﾑ付             
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   PL ×1        -                 2.

個
金属製          中四角 浅型 D44                 
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 4.
付)             個
LED照明器具     図示A401                        

26.
台

LED照明器具     図示C401                        
13.

台
LED照明器具     図示C402                        

4.
台

LED照明器具     図示C403                        
24.

台
LED照明器具     図示C404                        

13.
台

LED照明器具     図示C405                        
8.

台
LED照明器具     図示E402                        

7.
台

LED照明器具     図示E404                        
21.

台
LED照明器具     図示G402                        

40.
台

LED照明器具     図示H300                        
45.

台
LED照明器具     図示I200                        

26.
台

B.その他 B-1.電灯設備 B-1-2.電灯分岐

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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LED照明器具     図示K204                        
7.

台
LED照明器具     図示M601                        

2.
台

LED照明器具     図示P601                        
13.

台
LED照明器具     図示R150                        

5.
台

LED照明器具     図示T601                        
3.

台
LED照明器具     図示e405                        

2.
台

LED照明器具     図示h101                        
1.

台
LED照明器具     図示a09                         

9.
台

LED照明器具     図示a13                         
3.

台
LED照明器具     図示a30                         

13.
台

LED照明器具     図示a30h                        
4.

台
LED照明器具     図示b13                         

1.
台

LED照明器具     図示b30                         
10.

台
LED照明器具     図示b30h                        

2.
台

LED照明器具     図示ｲA1                         
7.

台

B.その他 B-1.電灯設備 B-1-2.電灯分岐

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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LED照明器具     図示ｲB1                         
8.

台
LED照明器具     図示y                           

6.
台

計

B.その他 B-1.電灯設備 B-1-2.電灯分岐

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 12.
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)          
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 59.3
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C 管内                  
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 6.8
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 832.
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)          
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 247.
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ
ねじなし電線管  隠ぺい・埋込配管 25㎜           
(E)             6.8

ｍ
合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜           
電線管 (PF単層) 59.3

ｍ
合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 22㎜           
電線管 (PF単層) 93.5

ｍ
1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜)                     

24.
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ           
附属品          12.

個
1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ      
附属品          12.

個
ｺﾝｾﾝﾄ           2P15A×1                        
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   連用形                          1.

125V                            個
ｺﾝｾﾝﾄ           2P15A×2                        
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   連用形                          71.

125V                            個
ｺﾝｾﾝﾄ           2P15A×1(接地極付)              
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   連用形                          3.

125V                            個
ｺﾝｾﾝﾄ           2P15A×2(接地極付)              
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   連用形                          4.

125V                            個

B.その他 B-1.電灯設備 B-1-3.コンセント分岐

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



電気設備工事　細目別内訳 41

ｺﾝｾﾝﾄ           2P15A×2(接地極付)              
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   連用形　赤色                    14.

125V                            個
ｺﾝｾﾝﾄ           2P15A×1(接地極接地端子付)      
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   連用形                          2.

125V                            個
ｺﾝｾﾝﾄ           2P15A×2                        
(防雨形)        (抜止め 接地極×2 接地端子付き) 6.

個
金属製          中四角 浅型 D44                 
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 10.
付)             個

計

B.その他 B-1.電灯設備 B-1-3.コンセント分岐

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ  14mm2                          
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 17.1

ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ  22mm2                          
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 22.2

ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ        2mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井           

6.3
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井           
3.4

ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井               

17.7
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井               
47.9

ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ     100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井               

26.2
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ     150mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井               
20.5

ｍ
ねじなし電線管  隠ぺい配管       39㎜           
(E)             2.3

ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管  露出配管         22㎜           
(VE)            2.3

ｍ
1P-1盤          屋内鋼板製壁掛型                
(その他)        1.

面
1P-2盤          屋内鋼板製壁掛型                
(その他)        1.

面
1P-3盤          屋内鋼板製壁掛型                
(その他)        1.

面
計

B.その他 B-2.動力設備 B-2-1.動力幹線

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ   8mm2                          
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 47.9

ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ  14mm2                          
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 37.6

ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ  22mm2                          
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 22.8

ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 126.
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 69.
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ        2mm2- 3C 管内                 

36.5
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ        2mm2- 4C 管内                 
106.

ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ        2mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井           

131.
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      3.5mm2- 4C 管内                 
27.4

ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井           

39.9
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ        8mm2- 4C 管内                 
59.9

ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      14mm2 管内                     

116.
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      22mm2 管内                     
36.5

ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ     150mm2 管内                     

20.5
ｍ

厚鋼電線管      露出配管         22㎜           
(G)             10.3

ｍ

B.その他 B-2.動力設備 B-2-2.動力分岐

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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ねじなし電線管  露出配管         25㎜           
(E)             11.4

ｍ
ねじなし電線管  露出配管         39㎜           
(E)             8.6

ｍ
ねじなし電線管  露出配管         63㎜           
(E)             6.8

ｍ
金属製可とう電線  24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水           
管(電動機等接続) 14.

か所
電動機接続      工費 電動機結線 7.5kW以下       
工費            直入始動方式                    14.

台
金属製          中四角 浅型 D44                 
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 5.
付)             個

計

B.その他 B-2.動力設備 B-2-2.動力分岐

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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自家発電機      三相100kVA　超低騒音型          
油庫　950L　軽油                1   
試運転・消防検査立会・輸送費共  式

自家発電機      三相100kVA                      
据付費          1   

式
搬入費          25tﾗﾌﾀｰ　ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ共              

1   
式

計

B.その他 B-3.発電設備 B-3-1.自家発電（原動機）

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙ  410W                            
(その他)        80.

枚
同上架台        
(その他)        1   

式
太陽電池延長ｹｰﾌﾞ
ﾙ               6.
(その他)        組
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ   10kW　単相3線　保護装置         
(その他)        屋外壁掛                        3.

台
ﾊﾟﾜｺﾝﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ   鋼板製　屋外壁掛                
(その他)        1.

台
小型計測装置    屋内形                          
(その他)        1.

台
日射計          付属ｹｰﾌﾞﾙ共                     
(その他)        1.

台
気温計          付属ｹｰﾌﾞﾙ共                     
(その他)        1.

台
表示装置        屋内壁掛形　43ｲﾝﾁ               
(その他)        1.

台
据付工事費      
(その他)        1   

式
現地試験調整費  
(その他)        1   

式
法定福利費      
(その他)        1   

式
諸経費          
(その他)        1   

式

B.その他 B-3.発電設備 B-3-2.太陽光発電

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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厚鋼電線管      露出配管         16㎜           
(G)             9.5

ｍ
厚鋼電線管      露出配管         22㎜           
(G)             28.4

ｍ
厚鋼電線管      露出配管         28㎜           
(G)             24.2

ｍ
厚鋼電線管      露出配管         54㎜           
(G)             42.5

ｍ
厚鋼電線管      露出配管         82㎜           
(G)             14.2

ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 5.5mm2                          
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 96.8

ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ  14mm2                          
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 41.3

ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      22mm2 管内                     

42.5
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井               
40.2

ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ      22mm2 ﾗｯｸ                      

14.2
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ     100mm2 管内                     
14.2

ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ     100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井               

20.1
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ     100mm2 ﾗｯｸ                      
7.1

ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ        2mm2-  2C                    

管内                            28.4
ｍ

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ        2mm2-  2C                    
ﾋﾟｯﾄ・天井                      70.8

ｍ

B.その他 B-3.発電設備 B-3-2.太陽光発電

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ        2mm2-  2C                    
ﾗｯｸ                             7.1

ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ   1.2 ㎜- 　2P                    

管内                            14.2
ｍ

EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ   1.2 ㎜- 　2P                    
ﾋﾟｯﾄ・天井                      50.8

ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ   1.2 ㎜- 　2P                    

ﾗｯｸ                             7.1
ｍ

EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ   1.2 ㎜-   5P                    
管内                            24.2

ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ   1.2 ㎜-   5P                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      20.1
ｍ

EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ   1.2 ㎜-   5P                    
ﾗｯｸ                             7.1

ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ     CAT5E   4P ﾋﾟｯﾄ・天井           

34.3
ｍ

計

B.その他 B-3.発電設備 B-3-2.太陽光発電

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜)                     
12.

ｍ
1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ           
附属品          6.

個
1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ      
附属品          6.

個
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ     CAT6    4P FEP内(PF･CD)         

258.
ｍ

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜           
電線管 (PF単層) 246.

ｍ
通信・情報ｺﾝｾﾝﾄ 金属ﾌﾟﾚｰﾄ 8極8心(LAN用)         

ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ45)               6.
個

計

B.その他 B-4.構内情報通信網設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



電気設備工事　細目別内訳 50

通信・情報ｺﾝｾﾝﾄ 金属ﾌﾟﾚｰﾄ 6極4心                
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ                    7.

個
計

B.その他 B-5.構内交換設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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ﾌﾟﾛｾﾆｱﾑｽﾋﾟｰｶｰ   
2.

台
工事費          機器取付工事費

端末結線工事費 1   
総合試験調整費 式
音響測定費、撤去費、運搬費
産業廃棄物処理費共

諸経費
1   

式

計

B.その他 B-6.映像・音響設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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ｽﾋﾟｰｶ           SC4Hi-1(3) V0                   
12.

個
ｽﾋﾟｰｶ           SC4Hi-1(3) V3                   

4.
個

ｱｯﾃﾈｰﾀ           5W S(金属製)                   
12.

個
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   3C                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      182.
ｍ

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   3C                    
FEP内(PF･CD)                    85.5

ｍ
合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜           
電線管 (PF単層) 85.5

ｍ
計

B.その他 B-7.拡声設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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ITV架           ﾈｯﾄﾜｰｸﾋﾞﾃﾞｵﾚｺｰﾀﾞｰ、HDMI延長送信 
機、PoE SW、UPS                 1.
機器取付末端決戦工事費 台
総合調整費、雑材消耗品
搬入費、諸経費、法定福利費共

43型液晶ﾓﾆﾀｰ    天吊金具共                      
機器取付末端決戦工事費 1.
総合調整費、雑材消耗品 台
搬入費、諸経費、法定福利費共

ｽｲｯﾁﾝｸﾞﾊﾌﾞ      8ﾎﾟｰﾄ                           
機器取付末端決戦工事費 1.
総合調整費、雑材消耗品 台
搬入費、諸経費、法定福利費共

ﾄﾞｰﾑ型ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ 天井付                          
機器取付末端決戦工事費 4.
総合調整費、雑材消耗品 台
搬入費、諸経費、法定福利費共

EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ     CAT6    4P FEP内(PF･CD)         
29.

ｍ
合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜           
電線管 (PF単層) 29.

ｍ

計

B.その他 B-8.監視カメラ設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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光電式煙感知器  2種 蓄積型   露出               
12.

個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器   差動式 2種  露出                

4.
個

ｽﾎﾟｯﾄ形感知器   定温式 特種 防水                
1.

個
計

B.その他 B-9.火災報知設備 自動火災報知

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ  38mm2 管内                     
11.8

ｍ
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ  38mm2 FEP内(PF･CD)             

42.5
ｍ

EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ   1.2 ㎜- 　2P                    
管内                            11.8

ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ   1.2 ㎜- 　2P                    

FEP内(PF･CD)                    4.2
ｍ

架空線用地絡付高 SUS製・VT・LA内蔵               
圧受電用区分開閉 方向性 7.2kV 300A               1. 台
器(GR付PAS)(その
他)             

計

B.その他 B-10.構内配電線路

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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受変電設備      
(その他)        1   

式
搬入費          複数搬入  7000kg以下            

2.
ｔ

変圧器(屋内)    ﾓｰﾙﾄﾞ 単相 6kV-210/105V  100kVA 
(50Hz用) ﾓｰﾙﾄﾞ  2.
JIS C 4306-2013 台
変圧器(屋内)    ﾓｰﾙﾄﾞ 三相 6kV-210V      300kVA 
(50Hz用) ﾓｰﾙﾄﾞ  1.
JIS C 4306-2013 台
変圧器(屋内)    ﾓｰﾙﾄﾞ ｽｺｯﾄ 200V-200/100V  50KVA 

1.
台

高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ  油入式    (L=6%用)   50kvar     
(50Hz用)        3.

台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 ﾓｰﾙﾄﾞ形   L=6%  (50kvar用)      
直列ﾘｱｸﾄﾙ       3.
(50Hz用)        台
端末処理         38mm2 屋外                     
6kV EM-CET      ｼｭﾘﾝｸﾊﾞｯｸ抑制対応               1.

か所
計

B.その他 B-11.受変電設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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照明器具　撤去  図示A401                        
再使用しない                    18.

台
照明器具　撤去  図示B401

再使用しない                    6.
台

照明器具　撤去  図示C401                        
再使用しない                    19.

台
照明器具　撤去  図示C402                        

再使用しない                    64.
台

照明器具　撤去  図示E402                        
再使用しない                    32.

台
照明器具　撤去  図示F401                        

再使用しない                    2.
台

照明器具　撤去  図示I300
再使用しない                    45.

台
照明器具　撤去  図示L402

再使用しない                    4.
台

照明器具　撤去  図示P601                        
再使用しない                    20.

台
照明器具　撤去  図示P100

再使用しない                    26.
台

照明器具　撤去  図示R150                        
再使用しない                    5.

台
照明器具　撤去  図示V201

再使用しない                    1.
台

照明器具　撤去  図示d601                        
再使用しない                    2.

台
照明器具　撤去  図示h101

再使用しない                    1.
台

照明器具　撤去  図示B401
再使用しない                    5.

台

B.その他 B-12.発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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照明器具　撤去  図示H401'
再使用しない                    25.

台
照明器具　撤去  図示H201'

再使用しない                    2.
台

照明器具　撤去  図示P100
再使用しない                    3.

台
照明器具　撤去  図示V201

再使用しない                    8.
台

照明器具　撤去  図示V301
再使用しない                    1.

台
照明器具　撤去  図示V402

再使用しない                    4.
台

照明器具　撤去  図示Y41
再使用しない                    10.

台
照明器具　撤去  図示i401

再使用しない                    4.
台

照明器具　撤去  図示j201
再使用しない                    1.

台
照明器具　撤去  図示j401

再使用しない                    1.
台

照明器具　撤去  図示A
再使用しない                    13.

台
照明器具　撤去  図示D

再使用しない                    15.
台

照明器具　撤去  図示E
再使用しない                    50.

台
照明器具　撤去  図示G

再使用しない                    5.
台

照明器具　撤去  図示H              
再使用しない                    7.

台

B.その他 B-12.発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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照明器具　撤去  図示L
再使用しない                    1.

台
照明器具　撤去  図示a

再使用しない                    2.
台

照明器具　撤去  図示d
再使用しない                    1.

台
照明器具　撤去  図示e                 

再使用しない                    1.
台

照明器具　撤去  図示f              
再使用しない                    1.

台
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ　撤去 1P15A×1                        

3.
個

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ　撤去 1P15A×2                        
4.

個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ　撤去 3W15A×2                        

1.
個

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ　撤去 1P15A×1・PL×1                 
4.

個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ　撤去 1P15A×2・PL×1                 

2.
個

ｺﾝｾﾝﾄ　撤去     2P15A×2                        
8.

個
受変電設備　撤去
(その他)        1   

式
自家発電機　撤去 三相75kVA                       

1   
式

ｽﾋﾟｰｶ　撤去     SC4Hi-1(3) V0                   
12.

個
ｽﾋﾟｰｶ　撤去     SC4Hi-1(3) V3                   

4.
個

B.その他 B-12.発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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ｱｯﾃﾈｰﾀ　撤去     5W S(金属製)                   
12.

個
煙感知器　撤去  

12.
個

ｽﾎﾟｯﾄ形感知器   
撤去            5.

個
発生材処理      運搬共                          
(その他)        1   式

計

B.その他 B-12.発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P 15A ×1    ﾈｰﾑ付             
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   -             -                 3.

個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P 15A ×2    ﾈｰﾑ付             
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   -             -                 5.

個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       3W 15A ×2    ﾈｰﾑ付             
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   -             -                 2.

個
熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲ 親機                            
ｯﾁ              10.

個
熱線ｾﾝｻｰ付自動ｽｲ 子機                            
ｯﾁ              11.

個
ｾﾝｻｰ付自動ｽｲｯﾁ用 1回路用                         
操作ﾕﾆｯﾄ        10.

個
金属製          中四角 浅型 D44                 
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 4.
付)             個
LED照明器具     図示A402                        

14.
台

LED照明器具     図示C401                        
9.

台
LED照明器具     図示C402                        

2.
台

LED照明器具     図示C403                        
23.

台
LED照明器具     図示C404                        

2.
台

LED照明器具     図示C405                        
15.

台
LED照明器具     図示D401                        

3.
台

LED照明器具     図示E402                        
5.

台

C.共用部 C-1.電灯設備 C-1-1.電灯分岐

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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LED照明器具     図示F401                        
6.

台
LED照明器具     図示H300                        

20.
台

LED照明器具     図示I150                        
4.

台
LED照明器具     図示I200                        

100.
台

LED照明器具     図示K204                        
50.

台
LED照明器具     図示N100                        

10.
台

LED照明器具     図示P601                        
5.

台
LED照明器具     図示Q601                        

23.
台

LED照明器具     図示e405                        
3.

台
LED照明器具     図示a09                         

1.
台

LED照明器具     図示a13                         
2.

台
LED照明器具     図示a30                         

28.
台

LED照明器具     図示a30m                        
3.

台
LED照明器具     図示b30                         

3.
台

LED照明器具     図示ｲA1                         
12.

台

C.共用部 C-1.電灯設備 C-1-1.電灯分岐

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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LED照明器具     図示ｲB1                         
6.

台
LED照明器具     図示ﾛB1                         

2.
台

LED照明器具     図示ﾛB1b                        
3.

台
LED照明器具     図示ﾛC1b                        

2.
台

LED照明器具     図示ﾛB2                         
2.

台
LED照明器具     図示C402H

8.
台

GL-1盤          屋内鋼板製壁掛型                
(共用部)        1.

面
計

C.共用部 C-1.電灯設備 C-1-1.電灯分岐

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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ｺﾝｾﾝﾄ           2P15A×1                        
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   連用形                          5.

125V                            個
ｺﾝｾﾝﾄ           2P15A×2                        
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   連用形                          32.

125V                            個
ｺﾝｾﾝﾄ           2P15A×1(接地極付)              
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   連用形                          5.

125V                            個
ｺﾝｾﾝﾄ           2P15A×1(接地極接地端子付)      
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   連用形                          38.

125V                            個
ｺﾝｾﾝﾄ           2P15A×1(ﾇｹ止め)                
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)   連用形                          8.

125V                            個
ｺﾝｾﾝﾄ           2P15A×2                        
(防雨形)        (抜止め 接地極×2 接地端子付き) 3.

個
ｺﾝｾﾝﾄﾎﾟｰﾙ       ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ型                     

1.
個

金属製          中四角 浅型 D44                 
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 40.
付)             個
根切り(人力)    

1.
ｍ3

埋戻し          人 力 根切り土                  
-                               0.8

ｍ3
砂利地業        再生砂                          

0.2
ｍ3

建設発生土処理  人力　場内敷ならし              
0.2

ｍ3
計

C.共用部 C-1.電灯設備 C-1-2.コンセント分岐

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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自家発電機      三相100kVA　超低騒音型          
油庫　950L　軽油                1   
試運転・消防検査立会・輸送費共  式

自家発電機      三相100kVA                      
据付費          1   

式

計

C.共用部 C-2.発電設備 自家発電（原動機）

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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通信・情報ｺﾝｾﾝﾄ 金属ﾌﾟﾚｰﾄ 8極8心(LAN用)         
ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ45)               6.

個
計

C.共用部 C-3.構内情報通信網設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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通信・情報ｺﾝｾﾝﾄ 金属ﾌﾟﾚｰﾄ 6極4心                
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ                    5.

個
盲導鈴          ｾﾝｻｰ付                          

1.
個

計

C.共用部 C-4.構内交換設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ     CAT6    4P FEP内(PF･CD)         
25.

ｍ
合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜           
電線管 (PF単層) 25.

ｍ
86型液晶ﾓﾆﾀｰ    壁掛型                          

機器取付末端決戦工事費 1.
総合調整費、雑材消耗品 台
搬入費、諸経費、法定福利費共
HDMI延長受信機
PoHｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ共

HDMI延長送信器  壁掛                            
機器取付末端決戦工事費 1.
総合調整費、雑材消耗品 台
搬入費、諸経費、法定福利費共

計

C.共用部 C-5.情報表示設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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非常放送ｱﾝﾌﾟ    非常業務兼用 音声ﾒｯｾｰｼﾞ付       
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾗｯｸ形 180W20局一斉      1.

台
ｽﾋﾟｰｶ           SC4Hi-1(3) V0                   

9.
個

ｽﾋﾟｰｶ           SC4Hi-1(3) V3                   
10.

個
ｽﾋﾟｰｶ           SPHi-1(3) V0                    

2.
個

ｽﾋﾟｰｶ           SH-      5 V0                   
2.

個
ｱｯﾃﾈｰﾀ           5W S(金属製)                   

6.
個

計

C.共用部 C-6.拡声設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      0.9 ㎜-   2C                    
ﾋﾟｯﾄ・天井                      10.

ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      0.9 ㎜-   2C                    

FEP内(PF･CD)                    5.
ｍ

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      0.9 ㎜-   3C                    
ﾋﾟｯﾄ・天井                      42.

ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      0.9 ㎜-   3C                    

FEP内(PF･CD)                    4.
ｍ

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜           
電線管 (PF単層) 8.

ｍ
ﾄｲﾚ等呼出し表示 3窓用        壁掛形             
器              1.

個
ﾄｲﾚ等呼出し表示 呼出しﾎﾞﾀﾝ   壁付(ﾌﾟﾙｽｲｯﾁ付き)  
器              6.

個
ﾄｲﾚ等呼出し表示 復帰ﾎﾞﾀﾝ     -                  
器              3.

個
ﾄｲﾚ等呼出し表示 呼出し表示灯 -                  
器              3.

個
計

C.共用部 C-7.誘導支援設備 トイレ等呼出

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ     EM-S-5C-FB  ﾋﾟｯﾄ・天井          
50.

ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ     EM-S-5C-FB  FEP内(PF･CD)        

8.
ｍ

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜           
電線管 (PF単層) 8.

ｍ
ﾃﾚﾋﾞ端子        SH- 　　7F                      
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ)     3.

個
計

C.共用部 C-8.テレビ共同受信設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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ITV架           ﾈｯﾄﾜｰｸﾋﾞﾃﾞｵﾚｺｰﾀﾞｰ、HDMI延長送信 
機、PoE SW、UPS                 1.
機器取付末端決戦工事費 台
総合調整費、雑材消耗品
搬入費、諸経費、法定福利費共

43型液晶ﾓﾆﾀｰ    天吊金具共                      
機器取付末端決戦工事費 1.
総合調整費、雑材消耗品 台
搬入費、諸経費、法定福利費共

ｽｲｯﾁﾝｸﾞﾊﾌﾞ      8ﾎﾟｰﾄ                           
機器取付末端決戦工事費 1.
総合調整費、雑材消耗品 台
搬入費、諸経費、法定福利費共

ﾄﾞｰﾑ型ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ 天井付                          
機器取付末端決戦工事費 7.
総合調整費、雑材消耗品 台
搬入費、諸経費、法定福利費共

ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ       壁付　屋外用                    
機器取付末端決戦工事費 2.
総合調整費、雑材消耗品 台
搬入費、諸経費、法定福利費共

計

C.共用部 C-9.監視カメラ設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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受信機          P型1級  30回線 壁掛形           
1.

面
総合盤          1級 埋込 感知器組込無           

7.
個

光電式煙感知器  2種 蓄積型   露出               
24.

個
光電煙感知器    2種露出 点検口付                
(確認灯付)      1.

個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器   差動式 2種  露出                

8.
個

ｽﾎﾟｯﾄ形感知器   定温式 特種 防水                
4.

個
火災報知        P型1級                          
立会検査        1.

１工事
計

C.共用部 C-10.火災報知設備 C-10-1.自動火災報知

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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電磁ﾚﾘｰｽﾞ       防火戸用 ﾗｯﾁ式    埋 込         
(自動閉鎖装置)  6.

個
計

C.共用部 C-10.火災報知設備 C-10-2.自動閉鎖

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)         
75.

ｍ
LED照明器具　外灯 LST1-60
      5.

台
計

C.共用部 C-11.構内配電線路 外灯

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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照明器具　撤去  図示B402    
再使用しない                    14.

台
照明器具　撤去  図示C401                        

再使用しない                    20.
台

照明器具　撤去  図示C402                        
再使用しない                    42.

台
照明器具　撤去  図示C402'

再使用しない                    6.
台

照明器具　撤去  図示E402                        
再使用しない                    2.

台
照明器具　撤去  図示F401                        

再使用しない                    7.
台

照明器具　撤去  図示P100
再使用しない                    100.

台
照明器具　撤去  図示K204

再使用しない                    48.
台

照明器具　撤去  図示Q601                        
再使用しない                    9.

台
照明器具　撤去  図示I150                        

再使用しない                    4.
台

照明器具　撤去  図示I300
再使用しない                    20.

台
照明器具　撤去  図示H201'

再使用しない                    1.
台

照明器具　撤去  図示H401'
再使用しない                    33.

台
照明器具　撤去  図示V402              

再使用しない                    8.
台

照明器具　撤去  図示V201
再使用しない                    8.

台

C.共用部 C-12.発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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照明器具　撤去  図示X201
再使用しない                    4.

台
照明器具　撤去  図示W201

再使用しない                    4.
台

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ　撤去 1P15A×1                        
3.

個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ　撤去 1P15A×2                        

5.
個

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ　撤去 1P15A×3                        
4.

個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ　撤去 3W15A×2                        

2.
個

ｺﾝｾﾝﾄ　撤去     2P15A×2                        
24.

個
ｽﾋﾟｰｶ　撤去     SC4Hi-1(3) V0                   

9.
個

ｽﾋﾟｰｶ　撤去     SC4Hi-1(3) V3                   
10.

個
ｽﾋﾟｰｶ　撤去     SPHi-1(3) V0                    

2.
個

ｽﾋﾟｰｶ　撤去     SH-      5 V0                   
2.

個
ｱｯﾃﾈｰﾀ　撤去     5W S(金属製)                   

2.
個

煙感知器　撤去  
25.

個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器   
撤去            12.

個
発生材処理      運搬共                          
(共用部)        1   

式

C.共用部 C-12.発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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計

C.共用部 C-12.発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



件 名：中央公民館・コミュニティセンター長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 金          額 金          額 備       考   

M 機械設備工事費

A 公民館 一式

B 公民館以外 一式

C 共有部 一式

参　考　数　量　書

科　　　目　　　名　　　称

総合計

1 / 42 ページ



件 名：中央公民館・コミュニティセンター長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

A 公民館

M-1 衛生設備工事 一式

M-2 空調設備工事 一式

M-3 換気設備工事 一式

M-4 撤去工事 一式

M-5 発生材処分 一式

中　　科　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

計

2 / 42 ページ



件 名：中央公民館・コミュニティセンター長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

中　　科　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

B 公民館以外

M-1 衛生設備工事 一式

M-2 空調設備工事 一式

M-3 換気設備工事 一式

M-4 撤去工事 一式

M-5 発生材処分 一式

計

3 / 42 ページ



件 名：中央公民館・コミュニティセンター長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

中　　科　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

C 共用部

M-1 衛生設備工事 一式

M-2 給水設備工事 一式

M-3 給湯設備工事 一式

M-4 消火設備工事 一式

M-5 排水設備工事 一式

M-6 空調設備工事 一式

M-7 換気設備工事 一式

M-8 撤去工事 一式

M-9 発生材処理 一式

計

4 / 42 ページ



件 名：中央公民館・コミュニティセンター長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

A
M-1 レバー式水栓 3 個

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

壁付

計

5 / 42 ページ



件 名：中央公民館・コミュニティセンター長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

A
M-2

EHP4
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外ﾕﾆｯﾄ 1 台

EHP5
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外ﾕﾆｯﾄ 1 台

5-1
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 2 台

4-4
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 4 台

5-2
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 4 台

4-5
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 4 台

5-3
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 2 台

5-4
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 2 台
ACP2
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 
（ﾂｲﾝ） 1 組
ACP3
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 
（ﾂｲﾝ） 2 組
ACP5
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 
（ﾂｲﾝ） 1 組

ACR
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 ﾊｳｼﾞﾝｸﾞｴｱｺﾝ 2 台

冷媒ｶﾞｽ漏洩対策機器 3 台

冷媒追加充填 1 式

重量機器搬入費 500kg以下 0.85 ｔ

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

冷90.0.kw/暖100kw
高調波対策,ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台

冷77.5kw/暖90.0kw
高調波対策,ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台

冷3.6kW/暖4.0kW  
天井ｶｾｯﾄ4方向 個別ﾘﾓｺﾝ 

冷7.1kW/暖8.0kW  
天井ｶｾｯﾄ4方向 個別ﾘﾓｺﾝ 

冷7.1kW/暖8.5kW  
天井ｶｾｯﾄ4方向 個別ﾘﾓｺﾝ 

冷8.0kW/暖9.0kW  
天井ｶｾｯﾄ4方向 個別ﾘﾓｺﾝ 

冷8.0kW/暖9.0kW  
天井ｶｾｯﾄ4方向 個別ﾘﾓｺﾝ 

冷11.2kW/暖12.5kW  
天井ｶｾｯﾄ4方向 個別ﾘﾓｺﾝ 

冷12.5kW/暖14.0kW  
天井ｶｾｯﾄ4方向 個別ﾘﾓｺﾝ 

冷14.0kW/暖16.0kW  
天井ｶｾｯﾄ4方向 個別ﾘﾓｺﾝ 

冷25.0kW/暖28.0kW  
天吊 個別ﾘﾓｺﾝ 

冷5.6kW/暖6.7kW  
床置 個別ﾘﾓｺﾝ 
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件 名：中央公民館・コミュニティセンター長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

AHU-1
外気処理空調機 1 組

重量機器搬入費 0.92 ｔ

空調機調整費 1 台

冷媒用 6.4 液管 58.0 m

冷媒用 9.52 液管 180.0 m

冷媒用 12.7 液管 65.0 m

冷媒用 15.9 液管 57.0 m

冷媒用 12.7 ｶﾞｽ管 60.0 m

冷媒用 15.9 ｶﾞｽ管 166.0 m

冷媒用 19.05 ｶﾞｽ管 19.0 m

冷媒用 22.2 ｶﾞｽ管 15.0 m

冷媒用 25.4ｶﾞｽ管 21.0 m

冷媒用 28.6ｶﾞｽ管 47.0 m

冷媒用 31.8ｶﾞｽ管 43.0 m

冷媒用 38.1ｶﾞｽ管 12.0 m

冷80.0kW/暖75.0kW 
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件 名：中央公民館・コミュニティセンター長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

排水・保温機能付空調用ﾄﾞﾚﾝ管 25A 屋内一般 177.0 m

排水・保温機能付空調用ﾄﾞﾚﾝ管 30A 屋内一般 55.0 m

排水・保温機能付空調用ﾄﾞﾚﾝ管 40A 屋内一般 24.0 m

排水・保温機能付空調用ﾄﾞﾚﾝ管 50A 屋内一般 7.0 m

ﾗｯｷﾝｸﾞ　冷媒用断熱材被覆鋼管用保温外装（SUS） 45 m

ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ 25A 3 個

防虫網 50A 1 個

EM-AE 0.9-2C ｺﾛｶﾞｼ 渡り配線 350 m

EM-AE 0.9-3C ｺﾛｶﾞｼ 225 m

EM-AE 0.9-3C 管内 39 m

1種金属線ぴ A型 40 m

ﾘﾓｺﾝ取付費 26 箇所

SWボックス 2個用 26 個

根切り 人力土工 1 m3

埋戻し 人力土工 A種 0.5 m3
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件 名：中央公民館・コミュニティセンター長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

砂利地業 切込砕石 0.5 m3

浸透桝 4 個

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 1 日
25t
ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付

計
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件 名：中央公民館・コミュニティセンター長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

A
M-3

FE-1
天井換気扇 5 台

FE-2
天井換気扇 2 台

HEU-3
全熱交換器 4 台

HEU-4
全熱交換器 6 台

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 158 m

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 252 m

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 252 m

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 158 m

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 252 m

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 252 m

ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ Φ150 ｽﾃﾝﾚｽ製 9 個

ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ Φ200 ｽﾃﾝﾚｽ製 20 個

ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ取付費 Φ150 9 箇所

ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ取付費 Φ200 20 箇所

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ Φ250-L200 2 箇所

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

風量320m3/h

風量(強)635m3/h(弱)380m3/h
ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ

風量500m3/h
天井ｶｾｯﾄ,ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ

風量650m3/h
天井埋込形,ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ
吹出、吸込口
亜鉛鉄板・150mm

亜鉛鉄板・200mm

亜鉛鉄板・250mm

150mm
40Kﾛｯｸｳｰﾙ

200mm
40Kﾛｯｸｳｰﾙ

250mm
40Kﾛｯｸｳｰﾙ
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件 名：中央公民館・コミュニティセンター長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ Φ300-L200 7 箇所

EM-AE 0.9-3C ｺﾛｶﾞｼ 230 m

EM-AE 0.9-3C 管内 40 m

1種金属線ぴ A型 42 m

ﾘﾓｺﾝ取付費 12 箇所

SWボックス 2個用 12 個

レントゲン調査費 調査費用 1 日

レントゲン調査費 フィルム枚数 9 枚

計
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件 名：中央公民館・コミュニティセンター長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

A
M-4 ファンコイルユニット撤去 天吊形 560m3/h以上 1.0 台

ファンコイルユニット撤去 天吊形 1120m3/h以上 8.0 台

ファンコイルユニット撤去 カセット形 1280m3/h以上 3.0 台

ファンコイルユニット撤去 床置形 560m3/h以上 1.0 台

全熱交換機撤去 500m3/h 5.0 台

送風機撤去 10.0 台

天井換気扇撤去 3.0 台

外調機撤去 11,300m3/以下 1.0 台

冷温水管撤去(鋼管)
機械室
32A 2.0 m

冷温水管撤去(鋼管)
屋内
32A 7.0 m

冷温水管撤去(鋼管)
屋内
80A 1.0 m

冷温水管撤去(鋼管)
屋内
100A 5.0 m

冷温水管撤去(鋼管)
屋内
150A 24.0 m

冷温水管撤去(鋼管)
機械室
150A 12.0 m

温水水管保温撤去
機械室
32A 2.0 m

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

№1 1/4以下
防振基礎共
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件 名：中央公民館・コミュニティセンター長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

温水水管保温撤去
天井内
32A 7.0 m

温水水管保温撤去
天井内
80A 1.0 m

温水水管保温撤去
天井内
100A 5.0 m

温水水管保温撤去
天井内
150A 24.0 m

温水水管保温撤去
機械室
150A 12.0 m

スパイラルダクト撤去 Φ１25 10.0 m

スパイラルダクト撤去 Φ１50 20.0 m

スパイラルダクト撤去 Φ200 40.0 m

スパイラルダクト撤去 Φ250 10.0 m

スパイラルダクト撤去 Φ350 10.0 m

矩形ダクト撤去 0.5mm 120.0 m2

計

13 / 42 ページ



件 名：中央公民館・コミュニティセンター長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

A
M-5 発生材積込 内装材　機械 187 m3

発生材運搬 71 m3

発生材運搬 116 m3

発生材処分 混合廃棄物 71 m3

発生材処分 アスベスト含有物 LV3 116 m3

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

混合廃棄物
4tﾀﾞﾝﾌﾟ 片道25km程度

アスベスト含有物 LV3
4tﾀﾞﾝﾌﾟ 片道25km程度

計
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件 名：中央公民館・コミュニティセンター長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

B
M-1 洋風大便器 2 個

大便器据付費 2 個

紙巻器 2 個

電気温水器 2 台

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

節水型FV　壁給水　暖房洗浄
便座共

置台形・飲料用・20L
混合水栓共

計
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件 名：中央公民館・コミュニティセンター長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

B
M-2

EHP1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外ﾕﾆｯﾄ 1 台

EHP3
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外ﾕﾆｯﾄ 1 台

EHP6
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外ﾕﾆｯﾄ 1 台

1-1
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 1 台

3-1
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 1 台

6-2
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 2 台
ACP1
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 
（ﾂｲﾝ） 3 組
ACP2
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 
（ﾂｲﾝ） 1 組
ACP4
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 
（ﾂｲﾝ） 2 組

冷媒ｶﾞｽ漏洩対策機器 5 台

冷媒充填 1 式

重量機器搬入費 500kg以下 0.9 ｔ

AHU-2
外気処理空調機 1 組

重量機器搬入費 0.6 ｔ

空調機調整費 1 台

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

冷73.0.kw/暖82.5kw
高調波対策,ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台

冷73.0.kw/暖82.5kw
高調波対策,ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台

冷73.0.kw/暖82.5kw
高調波対策,ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台

冷2.2kW/暖2.5kW  
天井ｶｾｯﾄ1方向 個別ﾘﾓｺﾝ 

冷4.5kW/暖5.0kW  
天井ｶｾｯﾄ2方向 個別ﾘﾓｺﾝ 

冷3.6kW/暖4.0kW  
天井ｶｾｯﾄ4方向 個別ﾘﾓｺﾝ 

冷10.0kW/暖11.2kW  
天井ｶｾｯﾄ4方向 個別ﾘﾓｺﾝ 

冷12.5kW/暖14.0kW  
天井ｶｾｯﾄ4方向 個別ﾘﾓｺﾝ 

冷20.0kW/暖22.4kW  
天井ｶｾｯﾄ4方向 個別ﾘﾓｺﾝ 

冷140.0kW/暖132.0kW  
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件 名：中央公民館・コミュニティセンター長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

冷媒用 6.4 液管 76.0 m

冷媒用 9.52 液管 237.0 m

冷媒用 12.7 液管 85.0 m

冷媒用 15.9 液管 75.0 m

冷媒用 12.7 ｶﾞｽ管 78.0 m

冷媒用 15.9 ｶﾞｽ管 218.0 m

冷媒用 19.05 ｶﾞｽ管 25.0 m

冷媒用 22.2 ｶﾞｽ管 19.0 m

冷媒用 25.4ｶﾞｽ管 28.0 m

冷媒用 28.6ｶﾞｽ管 61.0 m

冷媒用 31.8ｶﾞｽ管 56.0 m

冷媒用 38.1ｶﾞｽ管 16.0 m

排水・保温機能付空調用ﾄﾞﾚﾝ管 25A 屋内一般 240.0 m

排水・保温機能付空調用ﾄﾞﾚﾝ管 30A 屋内一般 80.0 m

排水・保温機能付空調用ﾄﾞﾚﾝ管 40A 屋内一般 40.0 m
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件 名：中央公民館・コミュニティセンター長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

排水・保温機能付空調用ﾄﾞﾚﾝ管 50A 屋内一般 10.0 m

ﾗｯｷﾝｸﾞ　冷媒用断熱材被覆鋼管用保温外装（SUS） 59 m

ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ 25A 3 個

ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ 30A 1 個

ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ 40A 1 個

ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ 50A 1 個

防虫網 50A 1 個

EM-AE 0.9-2C ｺﾛｶﾞｼ 渡り配線 141 m

EM-AE 0.9-3C ｺﾛｶﾞｼ 300 m

EM-AE 0.9-3C 管内 60 m

1種金属線ぴ A型 60 m

ﾘﾓｺﾝ取付費 12 箇所

SWボックス 12 個

根切り 人力土工 1 m3

埋戻し 人力土工　山砂 0.5 m3
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件 名：中央公民館・コミュニティセンター長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

砂利地業 切込砕石 0.5 m3

浸透桝 5 個

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 2 日

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ Φ50-L200 2 箇所

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ Φ75-L200 8 箇所

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ Φ100-L200 3 箇所

レントゲン調査費 調査費用 1 日

レントゲン調査費 フィルム枚数 13 枚

25t
ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付

計
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件 名：中央公民館・コミュニティセンター長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

B
M-3

FE-1
天井換気扇 2 台

FE-2
天井換気扇 1 台

FE-3
天井換気扇 2 台

FE-4
天井換気扇 1 台

FE-5
天井換気扇 3 台

HEU-1
全熱交換器 2 台

HEU-2
全熱交換器 6 台

HEU-3
全熱交換器 3 台

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 208 m

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 331 m

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 331 m

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 208 m

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 331 m

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 331 m

ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ Φ100 4 個

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

風量320m3/h

風量(強)635m3/h(弱)380m3/h
ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ

風量420m3/h

風量180m3/h

風量125m3/h

風量150m3/h
天井ｶｾｯﾄ,ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ

風量350m3/h
天井ｶｾｯﾄ,ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ

風量500m3/h
天井ｶｾｯﾄ,ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ

亜鉛鉄板・150mm

亜鉛鉄板・200mm

亜鉛鉄板・250mm

150mm
40Kﾛｯｸｳｰﾙ

200mm
40Kﾛｯｸｳｰﾙ

250mm
40Kﾛｯｸｳｰﾙ
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件 名：中央公民館・コミュニティセンター長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ Φ150 19 個

ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ Φ200 8 個

ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ取付費 Φ100 4 箇所

ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ取付費 Φ150 19 箇所

ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ取付費 Φ200 8 箇所

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ Φ250-L200 6 箇所

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ Φ300-L200 2 箇所

EM-AE 0.9-3C ｺﾛｶﾞｼ 55 m

EM-AE 0.9-3C 管内 35 m

1種金属線ぴ A型 35 m

ﾘﾓｺﾝ取付費 11 箇所

SWボックス 2個用 11 個

レントゲン調査費 調査費用 1 日

レントゲン調査費 フィルム枚数 8 枚
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件 名：中央公民館・コミュニティセンター長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

計
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件 名：中央公民館・コミュニティセンター長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

B
M-4 ファンコイルユニット撤去 天吊形 420m3/h以上 2.0 台

ファンコイルユニット撤去 天吊形 1120m3/h以上 6.0 台

ファンコイルユニット撤去 カセット形 420m3/h以上 1.0 台

ファンコイルユニット撤去 カセット形 640m3/h以上 3.0 台

全熱交換機撤去 500m3/h以上 2.0 台

送風機撤去 10.0 台

天井換気扇撤去 1.0 台

外調機撤去 17,100m3/以下 1.0 台

冷温水管撤去(鋼管)
屋外
100A 6.0 m

冷温水管撤去(鋼管)
屋内
150A 31.0 m

冷温水管撤去(鋼管)
機械室
150A 16.0 m

温水水管保温撤去
機械室
32A 3.0 m

温水水管保温撤去
屋外
32A 9.0 m

温水水管保温撤去
屋外
80A 2.0 m

温水水管保温撤去
屋外
100A 6.0 m

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称
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件 名：中央公民館・コミュニティセンター長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

温水水管保温撤去
天井
150A 31.0 m

温水水管保温撤去
機械室
150A 16.0 m

スパイラルダクト撤去 Φ１００ 20.0 m

スパイラルダクト撤去 Φ１25 20.0 m

スパイラルダクト撤去 Φ１50 30.0 m

スパイラルダクト撤去 Φ200 50.0 m

スパイラルダクト撤去 Φ250 20.0 m

スパイラルダクト撤去 Φ350 10.0 m

矩形ダクト撤去 150.0 m2

和風便器撤去 2 台

水栓類撤去 3.0 個

計
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件 名：中央公民館・コミュニティセンター長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

B
M-5 発生材積込 内装材　機械 230 m3

発生材運搬費 70 m3

発生材運搬費 160 m3

発生材処分 混合廃棄物 70 m3

発生材処分 アスベスト含有物 LV3 160 m3

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

混合廃棄物
4tﾀﾞﾝﾌﾟ 片道25km程度

アスベスト含有物 LV3
4tﾀﾞﾝﾌﾟ 片道25km程度

計
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件 名：中央公民館・コミュニティセンター長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

C
M-1 洋風大便器 15 個

洋風便器取外し再取付 5 個

紙巻器 21 個

大便器用手すり 9 個

大便器用手すり 3 個

小便器 9 個

小便器用手すり 3 個

小便器取外し再取付 4 個

自動水栓 6 個

掃除流し 2 個

掃除流し取外し再取付 1 個

化粧鏡 3 枚

洗面器 3 台

レバー式水栓 1 個

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

節水型FV　壁給水　暖房洗浄
便座

L形手すり
樹脂被覆タイプ

跳ね上げ手すり
樹脂被覆タイプ

壁掛形　低リップ
自動洗浄（AC-100V）

樹脂被覆タイプ

水栓共

水栓共

防錆
406×600

ハンドル水栓
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件 名：中央公民館・コミュニティセンター長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

化粧棚 2 個

電気温水器 3 台

ウォータークーラー 1 台

P-01
給水ポンプ 防振架台共 2 台

W500×D110×H22
ステンレス

置台形・飲料用・20L
混合水栓共

センサー式
バリアフリータイプ

計
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件 名：中央公民館・コミュニティセンター長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

C
M-2 給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB) 11 m

給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB) 99 m

給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB) 45 m

給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB) 16 m

給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB) 6 m

給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB) 9 m

給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VB) 3 m

保温 11 m

保温 99 m

保温 45 m

保温 16 m

保温 6 m

保温 9 m

保温 3 m

配管分岐
保温有
20A 3 箇所

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

屋内一般
20A

機械室・便所
20A

機械室・便所
25A

機械室・便所
32A

機械室・便所
40A

機械室・便所
50A

機械室・便所
80A

天井内　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ
20A

機械室　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ
20A

機械室　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ
25A

機械室　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ
32A

機械室　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ
40A

機械室　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ
50A

機械室　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ
80A
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件 名：中央公民館・コミュニティセンター長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

配管分岐
保温有
50A 3 箇所

計
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件 名：中央公民館・コミュニティセンター長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

C
M-3 給湯・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 3 m

給湯・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 2 m

保温 3 m

保温 2 m

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

屋内一般
20A

機械室
20A

天井内　ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ
20A

暗渠内　着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ
20A

計
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件 名：中央公民館・コミュニティセンター長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

C
M-4

FB-1
易操作性１号消火栓箱 8 台

消火・圧力配管用
炭素鋼鋼管(白)

屋内一般
65A 16 m

P-02
消火ポンプ 1 台

消火器　ABC粉末　10型 12 個

消火器　取付 12 個

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

消火器併設型
埋込
放水口有

呼水槽ﾕﾆｯﾄ方型
起動用圧力ﾀﾝｸ・起動盤
機器廻り品共

計
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件 名：中央公民館・コミュニティセンター長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

C
M-5 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 7 m

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 16 m

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 4 m

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 20 m

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 21 m

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 3 m

耐火二層硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 13 m

耐火二層硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 38 m

耐火二層硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 10 m

耐火二層硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 30 m

耐火二層硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 41 m

保温 7 m

保温 16 m

保温 4 m

保温 20 m

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

機械室・便所
40A

機械室・便所
50A

機械室・便所
65A

機械室・便所
75A

機械室・便所
100A

機械室・便所
125A

機械室・便所
40A

機械室・便所
50A

機械室・便所
65A

機械室・便所
75A

機械室・便所
100A

機械室・便所
40A

機械室・便所
50A

機械室・便所
65A

機械室・便所
80A
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件 名：中央公民館・コミュニティセンター長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

保温 21 m

保温 3 m

COB 50A 8 個

COB 65A 1 個

COB 80A 2 個

COB 100A 5 個

機械室・便所
100A

機械室・便所
125A

計
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件 名：中央公民館・コミュニティセンター長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

C
M-6

EHP1
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外ﾕﾆｯﾄ 1 台

EHP2
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外ﾕﾆｯﾄ 1 台

EHP3
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外ﾕﾆｯﾄ 1 台

EHP4
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外ﾕﾆｯﾄ 1 台

EHP6
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ室外ﾕﾆｯﾄ 1 台

1-1
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 1 台

2-1
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 1 台

4-1
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 2 台

6-1
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 1 台

4-3
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 3 台

4-2
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 2 台

2-2
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 3 台

6-3
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 4 台

6-4
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 2 台

1-2
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 3 台

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

冷73.0.kw/暖82.5kw
高調波対策,ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台

冷73.0.kw/暖82.5kw
高調波対策,ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台

冷73.0.kw/暖82.5kw
高調波対策,ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台

冷90.0.kw/暖100kw
高調波対策,ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台

冷73.0.kw/暖82.5kw
高調波対策,ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台

冷2.2kW/暖3.2kW  
天井ｶｾｯﾄ1方向 個別ﾘﾓｺﾝ 

冷2.2kW/暖2.5kW  
天井ｶｾｯﾄ1方向 個別ﾘﾓｺﾝ 

冷2.8kW/暖3.2kW  
天井ｶｾｯﾄ2方向 個別ﾘﾓｺﾝ 

冷2.8kW/暖3.2kW  
天井ｶｾｯﾄ2方向 個別ﾘﾓｺﾝ 

冷3.6kW/暖4.0kW  
天井ｶｾｯﾄ4方向 個別ﾘﾓｺﾝ 

冷4.5kW/暖5.0kW  
天井ｶｾｯﾄ2方向 個別ﾘﾓｺﾝ 

冷5.0kW/暖5.6kW  
天井ｶｾｯﾄ4方向 個別ﾘﾓｺﾝ 

冷8.0kW/暖9.0kW  
天井ｶｾｯﾄ4方向 個別ﾘﾓｺﾝ 

冷14.0kW/暖16.0kW  
天井ｶｾｯﾄ4方向 個別ﾘﾓｺﾝ 

冷16.0kW/暖18.0kW  
ビルトイン 個別ﾘﾓｺﾝ
吹出口×2　吸込口×2
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件 名：中央公民館・コミュニティセンター長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

2-3
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 3 台

3-2
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ 4 台
ACP3
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 
（ﾂｲﾝ） 1 組

冷媒ｶﾞｽ漏洩対策機器 4 台

重量機器搬入費 2.1 ｔ

ﾘﾓｺﾝ取付費 25 箇所

SWボックス 25 個

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ Φ50-L200 1 箇所

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ Φ75-L200 4 箇所

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ Φ100-L200 3 箇所

レントゲン調査費 調査費用 1 日

レントゲン調査費 フィルム枚数 8 枚

冷16.0kW/暖18.0kW  
ビルトイン 個別ﾘﾓｺﾝ
吹出口×2　吸込口×2
冷16.0kW/暖18.0kW  
ビルトイン 個別ﾘﾓｺﾝ
吹出口×2　吸込口×2
冷14.0kW/暖16.0kW  
天井ｶｾｯﾄ4方向 個別ﾘﾓｺﾝ 

計
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件 名：中央公民館・コミュニティセンター長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

C
M-7

FE-2
天井換気扇 6 台

FE-4
天井換気扇 6 台

HEU-1
全熱交換器 1 台

HEU-2
全熱交換器 6 台

HEU-4
全熱交換器 3 台

ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ Φ100 9 個

ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ Φ150 19 個

ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ Φ200 6 個

ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ取付費 Φ100 9 箇所

ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ取付費 Φ150 19 箇所

ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ取付費 Φ200 6 箇所

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ Φ250-L200 20 箇所

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｱ Φ300-L200 3 箇所

レントゲン調査費 調査費用 1 日

レントゲン調査費 フィルム枚数 23 枚

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

風量(強)635m3/h(弱)380m3/h
ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ

風量180m3/h

風量150m3/h
天井ｶｾｯﾄ,ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ

風量350m3/h
天井ｶｾｯﾄ,ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ

風量650m3/h
天井埋込形,ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ
吹出、吸込口
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件 名：中央公民館・コミュニティセンター長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

計
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件 名：中央公民館・コミュニティセンター長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

C
M-8 洋風便器撤去 6.0 台

和風便器撤去 9.0 台

小便器撤去 9.0 台

小便器　撤去再取付 4.0 台

掃除用流し撤去 水栓共 2.0 台

洗面器撤去 水栓共 3.0 個

化粧鏡取外再取付 3.0 個

水栓類撤去 11.0 個

消火栓ポンプ撤去 1.0 台

給水ポンプ撤去 2.0 台

電気湯沸器撤去 20L 3.0 台

吸収式冷温水機撤去 機器廻り品共 1.0 台

冷却塔撤去 機器廻り品共 1.0 台

冷温（却）水ポンプ撤去 2.0 台

全熱交換機撤去 500m3/h 2.0 台

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称
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件 名：中央公民館・コミュニティセンター長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

天井換気扇撤去 7.0 台

外調機撤去 9,780m3/以下 1.0 台

膨張タンク撤去 1.0 台

水処理装置 1.0 台

ファンコイルユニット撤去 天吊形 560m3/h以上 2.0 台

ファンコイルユニット撤去 天吊形 1120m3/h以上 7.0 台

ファンコイルユニット撤去 カセット形 420m3/h以上 1.0 台

給水管撤去(鋼管) 20A 99.0 m

給水管撤去(鋼管) 25A 41.0 m

給水管撤去(鋼管) 32A 15.0 m

給水管撤去(鋼管) 40A 7.0 m

給水管撤去(鋼管) 50A 8.0 m

給水管撤去(鋼管) 80A 3.0 m

給水管保温撤去 20A 99.0 m

給水管保温撤去 25A 41.0 m
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件 名：中央公民館・コミュニティセンター長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

給水管保温撤去 32A 15.0 m

給水管保温撤去 40A 7.0 m

給水管保温撤去 50A 8.0 m

給水管保温撤去 80A 3.0 m

排水管撤去(樹脂管) 32A 21.0 m

排水管撤去(樹脂管) 50A 56.0 m

排水管撤去(樹脂管) 65A 13.0 m

排水管撤去(樹脂管) 75A 52.0 m

排水管撤去(樹脂管) 100A 52.0 m

排水管撤去(樹脂管) 125A 3.0 m

排水管保温撤去 32A 14.0 m

排水管保温撤去 50A 39.0 m

排水管保温撤去 65A 9.0 m

排水管保温撤去 75A 35.0 m

排水管保温撤去 100A 35.0 m
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件 名：中央公民館・コミュニティセンター長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

ガス配管管撤去(鋼管) 20A 25.0 m

ｶﾞｽコック撤去 3.0 個

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 4.0 日
25t
ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付

計

41 / 42 ページ



件 名：中央公民館・コミュニティセンター長寿命化改修工事

符 号 数 量単 位 単          価 金          額 備       考   

C
M-9 発生材積込 内装材　機械 40 m3

発生材運搬費 38 m3

発生材運搬費 2 m3

発生材処分 混合廃棄物 38 m3

発生材処分 アスベスト含有物 LV3 2 m3

細　　目　　別　　内　　訳　　書

科　　　目　　　名　　　称

混合廃棄物
4tﾀﾞﾝﾌﾟ 片道25km程度

アスベスト含有物 LV3
4tﾀﾞﾝﾌﾟ 片道25km程度

計
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別紙　工事前金払・工事中間前金払の支払い限度額について
■年度別の支払い可能限度額
　発注者は、支払限度額及び各年度の予算の範囲内で、工事前金払および工事中間前金払
を行う。

年度 区分 支払限度額
令和７年度 工事前金払 令和７年度分工事請負費の 40％

工事中間前金払 令和７年度分工事請負費の 20％
令和８年度 工事前金払 令和８年度分工事請負費の 40％

工事中間前金払 令和８年度分工事請負費の 20％
※各年度の工事請負費は令和７年度分を全体の 35%とし、令和８年度分を全体の 65%と
する。
■年度別の予算金額

年度 予算金額
令和７年度 370,317,000円　　
令和８年度 687,729,000円　　



障害者差別解消に関する特記仕様書

　（対応要領及び配慮マニュアルに沿った対応）

第１条　この契約による事務若しくは事業の委託又は工事請負、物品購入等（以

下「本件業務」という。）の委託等を受けた者（以下「受託者」という。）は、

本件業務を履行するに当たり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する

法律（平成 25年法律第 65号。以下「法」という。）及び埼玉県障害のある人

もない人も全ての人が安心して暮らしていける共生社会づくり条例（平成 28

年埼玉県条例第 18号）に定めるもののほか、朝霞市職員の障害を理由とする

差別の解消の推進に関する対応要領（平成 28年 8月制定）に準じて、不当な

差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供その他障害者に対する適切な対応を

行うものとする。

２　前項に規定する適切な対応を行うに当たっては、朝霞市障害のある方への

配慮マニュアル（平成 28年 11月制定）に示す障害種別の特性について十分

に留意するものとする。

　（対応指針に沿った対応）

第２条　前条に定めるもののほか、受託者は、本件業務を履行するに当たり、

本件業務に係る対応指針（法第 11条の規定により主務大臣が定める指針をい

う。）に則り、障害者に対して適切な対応を行うよう努めなければならない。



個人情報の取扱いに関する特記事項 

（基本的事項） 

第１条　この契約（公の施設の管理業務にあっては「協定」とする。以下同じ。）におい

て、個人情報の取扱いを伴う業務（以下「個人情報取扱業務」という。）を朝霞市（以

下「発注者」という。)から受注する者（以下「受注者」という。）は、個人情報の保護

の重要性を認識し、業務の実施に当たり、この特記事項に定めるほか、個人情報の保護

に関する法令等を遵守し、個人情報を適切に取り扱わなければならない。 

（取扱規定及び責任体制の整備） 

第２条　受注者は、個人情報の取扱いに関する規定及び責任体制を整備し、この契約によ

る業務（以下「受注業務」という。）に従事する者に遵守させなければならない。 

２　受注者は、受注業務に係る個人情報取扱責任者（以下「保護管理者」という。）及び

個人情報取扱業務従事者（以下「保護担当者」という。）を定め、保護管理者及び保護

担当者届（別紙１）により発注者に報告しなければならない。 

（秘密の保持） 

第３条　受注者は、受注業務の履行により直接又は間接的に知り得た個人情報を第三者に

漏らしてはならない。契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。 

２　受注者は、秘密保持に関する誓約書（別紙２）を発注者に提出しなければならない。 

（教育の実施） 

第４条　受注者は、個人情報の取扱い、情報セキュリティに対する意識の向上、特記事項

に定める事項その他受注業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、保護管理者及び保

護担当者に対して実施しなければならない。 

２　受注者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を

確立しなければならない。 

（作業場所の特定） 

第５条　受注者は、個人情報を処理する場所（以下「作業場所」という。）を定め、業務

の着手前に書面により発注者に報告しなければならない。 

（適正な管理） 

第６条　受注者は、受注業務の遂行のため、発注者から個人情報の貸与又は提供を受けよ

うとするときは、受注業務に係る個人情報の預かり書（別紙３）を発注者に提出するも

のとする。 

２　受注者は、受注業務において利用する個人情報を保持している間は、次の各号に定め

るところにより、適切に個人情報を管理し、取り扱わなければならない。 

(1) 施錠が可能な保管庫又は入退室管理が可能な保管室で厳重に個人情報を保管するこ

と。 

(2) 個人情報を電磁的記録として保管する場合は、当該電磁的記録の媒体（複製物を作成

している場合の当該複製物を含む。）の保管状況及び記録された情報の正確性につい

て、定期的に点検すること。 

(3) 個人情報の紛失、漏えい、改ざん、破損その他の事故（以下「個人情報の漏えい等の

事故」という。）を防ぎ、真正性、見読性及び保存性を維持すること。



(4) 発注者の指示又は承認がある場合を除き、個人情報を作業場所から持ち出さないこ

と。 

(5) 個人情報を移送する必要がある場合は、当該移送について記録し、紛失又は盗難を防

ぐ措置を講ずること。 

(6) 個人情報の電磁的記録を移送し、又は作業場所外へ持ち出す場合は、当該電磁的記録

の情報の暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。 

(7) 私用のパソコン・タブレット・スマートフォンなどの電子機器、私用の外部記録媒体

その他の私用物を作業場所に持ち込み、又は個人情報を取り扱う作業に使用させないこ

と。 

(8) 個人情報の処理を行う電子機器に、業務に関係のないソフトウェアをインストールし

ないこと。 

(9) 通信回線により結合した電子機器その他の情報機器を利用して、個人情報を処理する

場合は、個人情報の漏えい等の事故を防ぐために必要な措置を講ずること。 

（収集の制限） 

第７条　受注者は、受注業務を処理するために個人情報を収集する場合は、当該業務の処

理に必要な範囲内で、適正な手段により行わなければならない。 

（目的外利用及び第三者への提供の制限） 

第８条　受注者は、受注業務において利用する個人情報を、受注業務以外の目的で利用し

てはならない。また、発注者の承諾を得ずに第三者へ提供してはならない。 

（複写又は複製の制限） 

第９条　受注者は、受注業務を処理するに当たって、発注者から貸与又は提供された個人

情報が記録された書類又は外部記録媒体を複写し、又は複製してはならない。ただし、

あらかじめ発注者の指示又は承認があった場合は、この限りでない。 

（再受注） 

第１０条　受注者は、個人情報取扱業務を自ら処理するものとする。ただし、あらかじめ

発注者の書面による承認を得た場合は、この限りでない。 

２　受注者は、前項ただし書の規定により個人情報取扱業務の一部又は全部を第三者（以

下「再受注者」という。）に受注させる場合は、当該個人情報取扱業務に関する行為及

びその結果について、発注者に対し、全ての責任を負うものとする。 

３　受注者は、個人情報取扱業務の一部又は全部を再受注させ、又は請け負わせる場合

は、受注者及び再受注者がこの特記事項の定めを遵守するために必要な事項及び発注者

の指示する事項について、再受注者と書面により約定しなければならない。 

４　受注者は、再受注者との約定において、再受注者に対する管理並びに監督の手続及び

方法について具体的に規定しなければならない。 

（派遣労働者等の利用時の措置） 

第１１条　受注者は、個人情報取扱業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労

働者（以下「派遣労働者等」という。）に行わせる場合は、この特記事項を遵守させな

ければならない。 

２　受注者は、発注者に対し、個人情報の取扱いについて派遣労働者等の行為及びその結

果について全ての責任を負うものとする。 



（定期及び随時報告） 

第１２条　受注者は、発注者から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場

合は、定期又は随時に報告しなければならない。 

（事故時の対応） 

第１３条　受注者は、受注業務に関し個人情報の漏えい等の事故（そのおそれのある事案

を含む。）が発生した場合は、直ちに発注者に報告し、併せて当該個人情報の漏えい等

の事故に関わる個人情報等の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報

告し、発注者の指示に従わなければならない。 

２　受注者は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、発注者その他の関係者

との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施す

るために、緊急時における体制を整備しなければならない。 

３　発注者は、受注業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じ

て当該個人情報の漏えい等の事故に関する情報を公表することができる。 

（返還又は廃棄） 

第１４条　受注者は、受注業務が終了し、又は契約が解除されたときは、受注業務で利用

した個人情報について、発注者が指定する方法により、返還し、又は消去し、若しくは

廃棄しなければならない。 

２　受注者は、個人情報の消去又は廃棄に際し、発注者が立会いを求めた場合は、これに

応じなければならない。 

３　受注者は、受注業務において利用した個人情報を電磁的に記録した媒体を廃棄する場

合は、当該媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするために必要な措

置を講じなければならない。 

４　受注者は、前３項の規定による消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日

時、担当者名及び消去又は廃棄の方法を記録し、書面により発注者に報告しなければな

らない。 

（実地検査等） 

第１５条　発注者は、受注業務に係る個人情報の取扱いについて、この契約の規定に基づ

き必要な措置が講じられていることについて確認をするため、受注者（再受注者を含

む。）に対して、契約期間中に、個人情報取扱状況の確認書（別紙４）を用いて検査を

行うものとする。ただし、実地検査を実施することが難しい特別の理由がある場合は、

受注者が個人情報取扱状況の確認書（別紙４）を用いて検査を行い、発注者に送付する

ことにより、発注者による実地検査に代えることができる。 

２　発注者は、前項の目的を達するため、受注者に対して必要な情報を求め、又は受注業

務の処理に関して必要な指示をすることができる。 

（契約解除） 

第１６条　発注者は、受注者がこの特記事項に定める項目を履行しない場合は、この契約

の全部又は一部を解除することができる。 

（損害賠償） 

第１７条　受注者の故意又は過失により、発注者に対する損害を発生させた場合は、受注

者は、発注者に対して、その損害を賠償しなければならない。 



別紙１（第２条関係） 

保護管理者及び保護担当者届 

（業務名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

　　　　年　　月　　日　 

朝霞市長　宛 

　　　　　　　　　　　　受注者　　住所又は所在地 

　　　　　　　　　　　　　　　　　名称 

代表者氏名（署名又は記名押印）　 

　標記受注業務に係る個人情報取扱業務の責任者及び従事者を下記のとおり定めましたの

で、契約書（協定書）、個人情報の取扱いに関する特記事項第２条第２項の規定により提出

します。 

記 

保護管理者（責任者） 

　　保護担当者（従事者） 

　　※必要に応じて行を追加してください。 

職　　名 氏　　　　　　名

職　　名 氏　　　　　　名



別紙２（第３条関係） 

　　　　年　　月　　日　 

朝霞市長　宛 

秘密保持に関する誓約書 

（業務名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

　この度、標記受注業務の遂行に当たっては、契約書（協定書）、個人情報の取扱いに関す

る特記事項のほか、個人情報の保護に関する法律等の規定を遵守します。 

また、当該受注業務のため貸与若しくは提供を受け、又は収集した個人情報を適切に取り

扱い、業務期間中はもとより業務終了の後においても、個人情報の漏えいその他の個人の権

利利益を侵害するような行為は一切行わないことを誓約します。 

　　　　　　　　　　　　受注者　　住所又は所在地 

　　　　　　　　　　　　　　　　　名称 

代表者氏名（署名又は記名押印） 



別紙３（第６条関係） 

受注業務に係る個人情報の預かり書 

（業務名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

　　　　年　　月　　日　 

朝霞市長　宛 

　　　　　　　　　　　　受注者　　住所又は所在地 

　　　　　　　　　　　　　　　　　名称 

代表者氏名（署名又は記名押印） 

　標記受注業務の遂行のため、下記のとおり個人情報の貸与・提供を受けました。業務の終

了後は、貴市の指示に従って、当該個人情報、その複写物及び複製物の返還又は消去若しく

は廃棄を行います。 

記 

１　個人情報の名称 

２　個人情報の記録の媒体 

　　□紙　　 

　　□ＣＤ 

　　□その他（　　　　　　　） 

３　個人情報の保管場所 

４　返還（消去・廃棄）予定日　　　　　　年　　　月　　　日 



個人情報取扱状況の確認書 

※点検項目等のうち、該当がない場合は斜線を引いてください。 

契約件名 受注者名

確認方法 実地検査（市職員による検査）　・　書面検査（受注者による検査）　※いずれかに○

取り扱う個人情報の内容

点検項目 点検内容
点検結果

コメント等

１
受注者からの提出物の確認（全

般）

保護管理者及び保護担当者届・秘密保

持に関する誓約書・受注業務に係る個

人情報の預かり書の提出確認

適　・　否

２
個人情報の取扱いに関する規定

等の整備（第２条・第３条関係）

個人情報の取扱いに関するマニュアル

等の有無及び内容の確認

適　・　否

３
従業員に対する教育・研修等の

実施（第４条関係）

教育・研修等の実施状況（回数・頻度）

の確認、マニュアル等の有無及び内容

の確認

適　・　否

４
作業場所の確認 

（第５条関係）

指定された作業場所で業務を行ってい

るかの確認

適　・　否

５
個人情報の管理状況の確認 

（第６条関係）

入退室管理方法の確認、保管状況の目

視確認、電子機器・情報機器の設置状

況の確認

適　・　否

６

個人情報の収集、目的外利用、第

三者への提供、複製に関する事

項（第７条・第８条・第９条関係）

収集方法の確認、目的外利用及び第三

者への提供についての承諾の有無の確

認、複製を行っていないかの確認

適　・　否

７ 再受注の確認（第１０条関係）
事前承認の確認、再受注契約内容（安

全管理）の確認

適　・　否

８
派遣労働者等の利用時の体制

（第１１条関係）
特記事項に係る教育・研修状況の確認

適　・　否

９ 報告体制の整備（第１２条関係）
定期又は随時報告に関する手順等の確

認、報告記録の確認

適　・　否

10
事故発生時における対応（第１

３条関係）

漏えい等の事故発生時の対応手順等の

確認、休日・夜間等の緊急時対応の確

認

適　・　否

11
契約書等に独自に規定している

事項（規定している場合のみ）
規定通り履行されているか確認

適　・　否

検査実施日 年　　　　月　　　　日

受注者検査対応者（受注者検査実施者） 発注者検査実施者

職名 所属・職名

氏名 氏名

別紙４(第１５条関係)



「朝霞市労働環境把握のための調査」に関する特記事項 

１ 受注者は、本契約の履行に従事する従業員に係る労働環境に関し、労働環境

把握のための調書（様式１号又は２号）を記入し、本契約締結後速やかに提出

しなければならない。 

２ 受注者は、本契約に従事する従業員に係る支払賃金に関し、労働者賃金支払

報告書（様式３号又は４号）を記入し、履行期間終了後速やかに提出しなけれ

ばならない。 

３ 前記２における最終提出期限は、履行終了年度の翌年度４月末日とする。 

４ 履行期間が複数年度の契約においては、年度終了ごとに労働者賃金支払報

告書（様式３号又は４号）を提出するものとし、終了年度翌４月末日を最終提

出期限とする。 

５ 提出された労働環境把握のための調書又は労働者賃金支払報告書の内容に

疑義が生じた場合において、受注者は、朝霞市が行う関係書類の確認、本契約

の履行に従事する従業員からの聞き取り調査等に協力しなければならない。 

６ 朝霞市は、労働環境把握のための調書又は労働者賃金支払報告書の提出が

ない場合又は内容に虚偽がある場合は、受注者に対し「朝霞市の契約に係る入

札参加停止等の措置要綱」による入札参加停止措置又は本契約を解除するこ

とができるものとする。 
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